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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則

(六)

~) アメリカ合衆国における政教分離の原則

目

次

序

第
一
章
植
民
地
時
代

第
一
節
教
会
と
植
民
地
に
お
け
る
政
治
の
結
合

第
一
一
節
教
会
と
植
民
地
に
お
け
る
政
治
の
分
離

第
三
節
宗
教
的
寛
容
と
政
教
分
離
の
原
因
(
以
上
本
誌
一
五
巻
三
号
〉

第
一
一
章
修
正
第
一
条

第
一
節
修
正
第
一
条
制
定
以
前
の
状
況

第
二
節
憲
法
第
六
条
三
項
と
修
正
第
一
条
の
制
定

貧民

本

夫

第
三
節
憲
法
第
六
条
三
項
と
修
正
第
一
条
制
定
以
後
の
状
況
(
以
上

本
誌
一
五
巻
四
号
)

第
四
節
修
正
第
一
条
の
解
釈

第
五
節
修
正
第
一
条
の
成
立
と
州
へ
の
適
用
(
以
上
本
誌
二
ハ
巻
一

号〉

第
三
章
物
質
的
援
助
の
問
題

第
一
節
宗
教
団
体
経
営
の
施
設
に
対
す
る
援
助
(
以
上
木
誌
二
ハ
巻

四
号
)

第
一
一
節
教
区
校
児
童
に
対
す
る
教
科
書
等
の
供
給
問
題
(
以
上
本
誌

一
七
巻
一
号
〉
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第
三
節
教
区
校
児
童
に
対
す
る
無
料
バ
ス
輸
送
の
問
題

第
一
項
州
に
お
け
る
判
例
の
動
向

一
問
題
の
所
在

一
一
無
料
バ
ス
輸
送
を
違
憲
と
し
た
州
の
判
例
付

コ
一
無
料
パ
ス
輸
送
を
違
憲
と
し
た
州
の
判
例
口

四
無
料
パ
ス
輸
送
を
合
憲
と
し
た
州
の
判
例

第
二
項
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
判
例

第
三
項
ま
と
め
(
以
上
本
号
)

第
四
章
宗
教
教
育
お
よ
び
宗
教
的
儀
式
に
対
す
る
援
助
の
問
題

結

び

資

第
三
節

教
区
校
児
童
に
対
す
る
無
料
パ
ス
輸
送
の
問
題

州
に
お
け
る
判
例
の
動
向

第
一
項

問
題
の
所
在

国
家
の
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
経
済
的
援
助
を
め
ぐ
る
第
三
の
問
題
は
、

教
区
校
に
通
学
す
る
生
徒
、

公
玄
校
生
徒
、

日
レ
邑
E
V」
4
A
1

l
J
I
-
-

児
童
に
対
す
る
、

す
る
と
同
様
な
条
件
で
定
め
ら
れ
た
無
料
通
学
パ
ス
を
供
給
す
る
場
合
に
生

ず
る
。
い
わ
ゆ
る
通
学
パ
ス

(
F
2
吋

5
5旬
2
s
z
oロ
)
供
給
の
問
題
で
あ

る
。
こ
の
問
題
は
三
章
二
節
で
す
で
に
取
り
扱
っ
た
無
料
教
科
書
供
給
の
問

題
と
範
鴫
を
等
し
く
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う

に
、
こ
れ
ら
教
科
書
、
お
よ
び
通
学
パ
ス
の
供
給
、
整
備
の
問
題
は
、
国
の

行
政
権
限
の
拡
大
強
化
と
と
も
に
生
じ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
国
の
行
政
権

の
行
使
が
消
極
的
役
割
か
ら
一
般
市
民
の
福
祉
の
増
進
と
言
う
積
極
的
役
割

を
果
す
方
向
へ
と
移
行
す
る
に
と
も
な
っ
て
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
教

科
書
供
給
事
件
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
後
の
不
況
を
契

機
と
し
て
国
の
政
策
に
著
し
い
変
化
が
み
ら
れ
る
一
九
一
一
一

0
年
代
を
中
心
に

事
件
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
無
料
パ

ス
輸
送
の
問
題
も
、
合
衆
国
、
お
よ
び
州
政
府
の
福
祉
国
家
的
萌
芽
と
密
接

な
関
係
を
有
す
る
と
言
え
よ
う
。
後
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
無
料
パ
ス
を
州

憲
法
の
規
定
す
る
政
教
分
離
原
則
の
厳
格
な
適
用
か
ら
違
法
と
し
た
後
、
憲

法
修
正
(
ニ
ュ
l

・
ヨ

i
ク
州
、

一
九
三
八
年
)
ま
た
は
法
律
の
制
定
(
ワ

ジ
ン
ト
ン
州
、
一
九
四
五
年
。
ヶ
ン
タ
ヅ
キ
l
州
、
同
年
)
に
よ
り
こ
れ
を

容
認
す
る
方
向
に
切
り
か
え
た
場
合
な
ど
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
と

み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
児
童
の
通
学
輸
送
の
問
題
は
、
当
初
小
規
模
の
学

校
が
町
村
の
一
隅
に
あ
っ
て
、
徒
歩
で
通
学
可
能
で
あ
っ
た
時
代
に
は
生
じ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
小
規
模
の
学
校
を
数
校
ま
と
め
て
設

備
そ
の
他
を
整
備
、
充
実
す
る
「
統
合
学
校
計
画
」
(
こ
れ
は
州
ご
と
に
さ

ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
分
離
し
た
数
校
を
ま
と

め
て
運
営
す
る
こ
と
の
合
理
性
と
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
)
が

北法18(2・70)284 
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導
入
さ
れ
る
に
至
っ
て
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

統
メL

学
校
ま
で
の
距
離
が
通
学
を
困
難
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
学
校
区
、
あ
る
い
は
教
育
委
員
会
に
よ
る
輸
送
計

画
が
樹
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
生
じ
た
第
一
の
問
題
は
、
当
初
こ

れ
ら
の
輸
送
が
右
委
員
会
等
の
裁
量
に
委
せ
ら
れ
た
問
題
と
さ
れ
、
こ
れ
ら

委
員
会
等
の
本
来
の
職
務
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
初
期

の
判
決
は
多
く
こ
れ
を
裁
量
の
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
問
委
員
会

等
の
職
務
の
範
囲
内
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
は
制
定
法
が
そ
の
旨
定
め
て
い

{
Z
W
 

る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

付

こ
の
よ
う
な
通
学
輸
送
に
つ
い
て
の
特
別
な
立
法
、
乃
至
契
約
は
必
ず
し

アメリカ合衆国における政教分離の原則

も
パ
ス
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
通
学
列
車
の
料
金
割
引
が
問
題

と
さ
れ
た
場
合
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
州
の
定
め
た
料
金
割
引
立

法
は
警
察
権
能
の
適
法
な
行
使
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
を
連
邦
憲
法

〈

S
V

修
正
一
四
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
無
料
パ
ス
輸
送
を
め
ぐ
る
問
題
の
最
も
重
要
な
点
は
、
こ
れ
ら
輸

送
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
教
区
校
児
童
が
通
学
パ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、
こ

れ
が
公
金
に
よ
る
宗
教
活
動
に
対
す
る
援
助
と
な
る
も
の
か
ど
う
か
、
と
言

う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
場
合
、
警
察
権
能
の
行
使
の
理
論
の
導
入
の
適
否

が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
教
科
書
供
給
の
場
合
に
も
問
題
と
さ
れ
た
よ
う

4.、喜一4i
 

¥
〆

/ 

に
、
そ
こ
で
は
こ
の
輸
送
が
単
に
児
童
に
の
み
利
益
を
付
与
す
る
に
と
ど
ま

る
、
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
宗
教
団
体
の
施
設
と
し
て
の
学
校
に
対
し
て
も

利
益
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
、
と
見
る
か
の
点
が
争
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

前
者
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、

一
般
福
祉
政
策
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
教

区
校
に
通
学
す
る
も
の
を
教
区
校
通
学
を
理
由
に
そ
の
対
象
か
ら
除
く
こ
と

の
適
否
が
主
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
無
料
パ
ス
輸
送
を
取
り
扱
っ
た
付

初
期
の
州
最
高
裁
の
判
決
の

ほ
と
ん
ど
は
こ
れ
を
州
憲
法
に
反
す
る
、
と
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
白

後
憲
法
修
正
、
乃
至
法
律
制
定
に
よ
り
こ
れ
を
容
認
す
る
に

至
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同

後
の
州
最
高
裁
の
判
決
は
こ
れ
を

合
憲
と
判
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
州
最
高
裁
の
判
決
の
動
向

に
続
い
て
、
帥

連
邦
最
高
裁
は
こ
の
種
の
事
件
に
つ
い
て
最
初
の
合
憲
判

決
を
出
す
に
至
る
。
す
な
わ
ち
一
九
四
七
年
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員

{

刈

持

品

)

会
事
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
無
料
パ
ス
輸
送
に
関
す
る
従

来
の
州
最
高
裁
の
二
つ
の
立
場
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
も
言
え
よ
う
が
、
こ

の
判
決
が
五
対
四
の
意
見
に
よ
っ
て
合
憲
判
決
が
書
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
無

料
パ
ス
に
対
す
る
一
般
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
す
る
立
場
か
ら
の
警
察
権
能

の
理
論
の
要
請
と
、
他
方
修
正
一
条
に
盛
ら
れ
た
政
教
分
離
原
則
の
厳
格
な

適
用
の
要
請
の
図
難
な
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

北法18(2・71)285 



料

ぅ
。
そ
こ
で
第
一
項
に
お
い
て
違
憲
と
し
た
州
最
高
裁
の
判
例
付
、
そ
し
て

こ
れ
を
後
に
憲
法
修
正
に
よ
り
容
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
州
最
高
裁
の
違
憲

資

判
決
件
、
こ
れ
を
合
憲
と
し
た
州
最
高
裁
の
判
決
伺
の
順
に
取
り
あ
げ
、
そ

れ
ぞ
れ
具
体
的
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
事
案
の
性
質
、
お
よ
び
そ
こ

で
の
結
論
を
判
旨
の
検
討
を
通
じ
て
行
な
お
う
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
作

業
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
連
邦
最
高
裁
の
判
決
の
持
つ
意
義
が
明
ら
か
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
第
二
項
で
は
こ
の
連
邦
最
高
裁
の
エ
ヴ
ア
ン
判
決

を
取
り
あ
げ
、
出
来
る
か
ぎ
り
詳
細
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
考
え
る
。

(
1
)
Z虫
さ
D
B『
〈
-
F
r
ω
r
H
Sロ
E
C問
削

Non-同町
O
L
g
z・
初
日
∞
叶

(SOS-

P
5
2可
戸
田
仲
間

m
F
E
ロ
品

Z
・
4
弓
・
臼

(
H
8
3
・】り
cm岡
戸

田

E
与

え
何
仏
F
h
巳
5
ロ

0『
C
Mロハ)口∞
nyoo一
U
U可
Hn円
。
『
戸
ユ
己
2
0ロ
∞
N
〉
-

H斗
ω
(
H
S
N
)
w
H
W
S
E
L
〈
・
宮
g
g
L
E∞
Z
・4
司
・
∞
臼

(
5
5
・
F
口一可

〈・

ωnroo-

∞C州
WH品
。
四
回
mwH江口問
mw件
。
ロ
也
印
〉
・
由
一
ωN(同由同印)・』
σロロ
5mm-

p
g
q
y
t
o
〈
-
P
H
m
g
H
E
ω
・
巧
-
g
N
(
H
E品
)
な
ど
多
数
が

あ
る
。

(
2
)
F
ω
仲
間

3
〈

-
p
a
D
ω
n
r
o
o
-
E
5
5
0『

Z
5
0ロハ
u
c
g
q
E

z
・
4
司
-
E
2
2
3
1
m
c
r
E
Cロ
〈
・
ロ
巾
凹
D
E
E
N
H日司・

N
N
O
(
H
S
ω
)句

切門戸向向。
g
E
〈
-
F島
市
宮
昆
巾
口
同
印
円
}
M
O
O
-
u
E
2
2
2
0・串

N∞∞

Z
・

4
弓・印

(58)・
な
ど
。

(
3
)
F
R
a
g件。

n
O
p
s
-
正
巳
邑

T
5
2
悶

E
z
a
n
D
B宮
口
同

J
f
円

UD-

5
5
0口
君
。
主
任
。
『
宮
田
沼
田
内
「
5
2
g
a
z
-
開
認
。

(
H
S叶
)
事
案
は
以

下
の
よ
う
で
あ
る
。
マ
サ
チ
ユ

l
セ
ヅ
ツ
州
制
定
法
一
一
二
章
七
二
節

に
よ
り
、
学
童
の
通
学
輸
送
の
場
合
に
は
通
常
の
料
金
の
二
分
の
一
で

割
引
乗
車
券
を
発
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
た
。
こ
れ
に
対

し
右
鉄
道
会
社
は
同
制
定
法
の
定
め
る
割
引
率
の
乗
車
券
発
売
を
拒
否

し
た
。
そ
こ
で
州
は
同
会
社
に
対
し
、
右
乗
車
券
の
発
売
拒
否
は
違
法

で
あ
る
と
し
て
ブ
リ
ス
ト
ル
郡
第
一
区
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
会
社
は
通
学
用
特
別
料
金
を
定
め
る
右
の
制
定
法
は

連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
に
定
め
る
法
の
平
等
な
保
護
に
反
す
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
正
当
な
保
護
に
よ
ら
ず
に
財
産
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
し
て
争
っ
た
。
右
裁
判
所
は
通
常
料
金
が
五
セ
ン
ト
で
あ
る
の

に
対
し
、
通
学
料
金
は
二
・
五
セ
ン
ト
と
な
る
こ
と
、
し
か
し
こ
の
こ

と
は
州
の
児
童
の
教
育
を
行
な
う
上
の
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
権
能
の
行

使
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
修
正
一
四
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と

し
た
。
そ
こ
で
同
会
社
は
州
最
高
設
に
控
訴
し
た
。
同
∞
斗
冨
凶
器
・
品

8
・

u
a
z・
何
日
ω
0
・
マ
サ
チ
ユ
T

セ
ヅ
ツ
州
最
高
裁
は
原
判
決
を
支
持

し
、
右
控
訴
を
棄
却
し
た
。
こ
の
上
告
を
受
け
た
連
邦
最
高
裁
は
ホ
ー

ム
ズ
判
事
が
裁
判
所
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
、
原
審
が
ポ
リ
ス
・
パ

ワ
l
の
理
論
に
基
づ
き
控
訴
を
棄
却
し
た
態
度
を
支
持
し
、
「
教
育
は

警
察
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
目
的
の
一
つ
で
あ
る
己
と
し
て

上
告
を
棄
却
し
た

o
Nミ
・
ロ
・

ω・∞
U11∞
∞
・
こ
の
ほ
か

P
E
F
n
m
2
1
8

HNE}垣ミ

n
p
〈
・
図
。
阻
止
え
ヲ
E
H
n
d
E
E
g
n
D
E
S
-拐
HORa-

∞-C
〉・

N斗
2
2
3
・
が
あ
る
。

(

4

)

〉同門
r
H
F
H
W〈
0
5
0ロ
〈
・
切
CP三
D『開
Lロ
g
C
D
D
C
{叶
}Mmリ
Hac当口
mrFHV
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ch
岡
山
三
口
加
え
と

-
g
o
d
-
的
-

H

・

無
料
パ
ス
輸
送
を
違
憲
と
し
た
州
の
判
例
付

〕1
 
[
 

ま
ず
パ
ス
輸
送
を
容
認
し
な
か
っ
た
初
期
の
州
最
高
裁
の
判
決
と
し
て

一
九
二
三
年
の
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
、
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
l
ト
ン
対
ミ
ル

(
1
)
 

ク
ィ
ッ
ト
事
件
〈

g
g
s
sロ〈・
ζ
E
Cえ
が
あ
る
。

事
案
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
一
九
二
一
年
同
州
、
ブ
ラ
ウ
ン
(
回
8
4豆
郡

の
ド
・
。
へ
l
レ

(
F
F
5
)
町
の
第
二
学
校
区
の
年
次
学
校
集
会
に
お
い

て
、
同
校
区
の
選
挙
人
は
、
学
校
を
今
後
開
設
維
持
し
な
い
と
言
う
票
決

円

を
行
な
っ
た
。

」
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
同
学
校
区
委
員
会
は
訴
外
匡

アメ 1カ合衆国における政教分離の原則

同

)
2
-
2
5
と
児
童
を
附
近
の
他
の
公
立
校
に
輸
送
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
契
約
を
締
結
し
た
。
右
契
約
条
項
に
は
、
公
立
校
以
外
の
学
校
に
通
学
す

る
児
童
の
輸
送
の
た
め
に
は
公
金
が
支
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
旨
の
一
項

が
置
か
れ
て
い
た
。
向
契
約
が
発
効
し
た
直
後
、
訴
外
ロ

2
F
2
0
下
死
亡

原
告
)
が
こ
れ
を
継
承
し

し
、
彼
の
兄
弟
(
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
l
ト
ン
、

た
。
こ
の
継
承
さ
れ
た
契
約
で
は
右
の
条
項
が
除
か
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め

同
学
校
区
の
教
区
校
児
童
輸
送
費
の
支
払
義
務
の
存
在
が
争
わ
れ
た
。
同
年

一
O
月
一
四
日
、
右
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
学
校
区
特
別
集
会
が
開
催
さ

れ
、
訴
外
ロ

E
2
5
に
対
し
八
九
・
七
五
ド
ル
キ
一
支
払
う
こ
三
が
定
め
ら

れ
、
更
に
以
下
の
決
議
が
な
さ
れ
た
o

t
j
 

-‘ 
¥
ノ

「
:
:
:
ま
た
、
当
該
学
校
委
員
会
は
、
本
年
の
残
り
の
期
間
、
こ
れ
に
基

づ
き
、
ゥ
州
ト
・
ぺ

l
レ
市
内
の
:
:
:
地
点
か
ら
:
:
:
地
点
ま
で
の
、
当

該
学
校
区
内
の
学
令
期
の
児
童
の
輸
送
を
行
な
う
た
め
の
契
約
を
締
結

し
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
権
能
を
有
す
る
。
ま
た
当
該
学
校
委
員
会
は
こ
れ

に
基
づ
き
、
当
該
学
校
区
の
一
般
基
金
か
ら
、
当
該
児
童
の
右
の
輸
送
に

従
事
す
る
者
の
た
め
相
当
の
金
額
を
支
出
す
る
権
限
を
有
し
、
か
っ
こ
れ

を
遂
行
す
る
義
務
を
有
す
る
。
」

右
の
決
議
に
続
い
て
、
本
件
原
告
た
る
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
l
ト
ン
と
の

聞
に
以
下
の
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。

「
当
該
P
・
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ

l
ト
ン
は
、
・
・
・
ウ
州
ブ
ラ
ウ
ン
郡
ド
・

べ
l
レ
町
第
二
学
校
区
居
住
の
、
以
下
に
指
名
さ
れ
た
学
令
期
児
童
を
、

規
則
的
に
、
迅
速
に
か
つ
快
適
に
同
学
校
区
内
の
児
童
の
自
宅
か
ら
同
市

内
、
シ
ョ

l

ジ
、
ミ
シ
カ
ン
通
り
所
在
の
公
立
校
ま
で
、
一
九
二
一
年
一

二
月
六
月
か
ら
六
ヶ
月
間
、
当
該
学
校
区
基
金
か
ら
毎
月
の
終
り
に
、
一

ヶ
月
九

0
ド
ル
の
割
合
で
支
払
う
条
件
で
輸
送
す
る
も
の
と
す
る
よ

こ
の
契
約
条
項
に
続
い
て
一
一
一

O
人
の
児
童
の
氏
名
が
あ
げ
ら
れ
、
更
に
ル

ー
ト
、
発
着
時
間
等
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
右
条
項
に
基
づ
き
契

約
を
遂
行
し
た
。

裁
判
所
の
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
契
約
の
遂
行
に
お
い
て
、

原
告
は
、
付

公
立
校
の
み
に
通
学
し
て
い
る
児
童
、
白
一

理
科
お
よ
び
体

育
の
学
習
、
実
習
は
公
立
校
で

他
の
時
閣
を
教
区
校
で
修
得
す
る
、
児

北法18(2・73)287 
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童
、
更
に
、
臼

資

教
区
佼
に
の
み
通
学
す
る
児
童
、
の
三
種
の
型
の
児
童
を

輸
送
し
た
。
ま
た
原
審
認
定
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
ハ
ス
を
利
用
し
た
二
七
人

の
う
ち
二
名
は
公
立
校
、
残
り
は
教
区
校
に
通
学
し
、
こ
の
、
教
区
校
通
学

児
童
の
う
ち
、
四
人
は
理
科
の
学
習
の
た
め
、
ま
た
二
人
は
体
育
実
習
の
た

め
、
四

O
分
の
距
離
に
あ
る
公
立
校
に
通
学
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
原
告
は
契
約
条
項
に
従
い
、
三
ヶ
月
間
そ
の
義

務
を
遂
行
し
た
。
そ
こ
で
学
校
区
監
督
官
お
よ
び
書
記
は
右
費
用
の
支
払
い

令
書
を
発
行
し
た
。
し
か
し
、
州
財
務
官
は
こ
れ
に
対
す
る
支
払
い
を
拒
絶
し

た
。
そ
こ
で
原
告
は
財
務
官
を
相
手
と
し
て
右
令
書
に
基
づ
く
支
払
い
を
請

求
し
た
。
原
審
は
こ
れ
を
認
容
し
「
即
時
職
務
執
行
命
令
」
京
湾
5
5司
ga

ミ
者
ロ
円
。
同

5
2含
B
E
)
を
発
し
た
。

そ
こ
で
被
告
は
こ
れ
を
争
っ
て
州

• 
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

こ
の
よ
う
な
請
求
に
対
し
、
同
州
最
高
裁
は
ロ
1

ゼ
ン
ベ
リ
(
列
2
2
g
?

ミ
)
判
事
が
代
表
意
見
を
述
べ
、
右
に
あ
げ
た
事
実
関
係
を
引
用
し
た
後
、

学
校
区
委
員
の
行
為
は
法
令
の
定
め
る
範
囲
内
の
行
為
に
限
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一

O
条
三
項
は
、

「
立
法
府
は
、

地
区
学
校
を
創
設
す
る
た
め
の
法
律
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
校
は
で
き
る
か
ぎ
り
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
学
校
は
、
四
才
か
ら
二

O
才
ま
で
の
全
児
童
に
と

っ
て
自
由
に
入
学
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
授
業
料
を
徴
収
し
て

は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
い
て
教
派
的
な
指
導

(
m
R
S
ユ2

5
2
2
2
5
3
)
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」

と
定
め
て
お
り
、
ま
た
判
例
に
よ
れ
ば
学
校
区
は
正
式
に
は
法
人
と
し
て

で
は
な
い
が
、
準
法
人
と
し
て
公
的
な
機
能
を
果
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
内

容
は
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
学
校
区
内
の
学
校
が
閉
鎖
し
た
際
の
学
校
区
の
権
能
に
つ
い
て

〈

3
)

は
、
州
法
に
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
選
挙
人
が
学
校
区
内
の
す
べ
て
の
学
校
の
閉
鎖
を
投
票
に
よ
っ
て
決

定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
右
学
校
区
内
の
学
校
閉
鎖
期
間
中
近
隣
の
学
校

に
通
学
を
希
望
す
る
、
同
学
校
区
内
居
住
の
学
令
期
の
全
児
童
の
授
業
料

を
支
払
う
措
置
を
と
る
こ
と
、
ま
た
、
学
校
年
の
う
ち
少
な
く
と
も
六
ケ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

月
間
、
ま
た
は
同
学
校
閉
鎖
期
間
中
、
最
も
近
接
す
る
学
校
か
ら
一
マ
イ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ル
以
上
離
れ
て
居
住
す
る
六
才
か
ら
一
六
才
ま
で
の
全
児
童
の
、
通
学
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
め
の
輸
送
を
行
な
う
こ
と
は
当
該
学
校
区
の
義
務
で
あ
る
。
」
(
傍
点
原

判
決
)
。

そ
こ
で
こ
の
法
令
の
傍
点
部
分
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
権
能
に
基
づ
き
、
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学
校
区
は
訴
外
ド
・
ベ

l
レ
と
原
契
約
を
締
結
し
、
同
契
約
は
そ
の
継
承
者

た
る
原
告
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
1
ト
ン
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
輸
送
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
一
九
二
一
年
の
学
校
区
特

別
集
会
で
、

郡
の
学
校
監
督
官
は
、
「
た
と
え
公
立
校
に
通
学
す
る
も
の
が

二
人
の
場
合
で
も
、
残
り
の
も
の
は
同
パ
ス
に
乗
車
し
て
私
立
校
に
通
学
す

る
こ
と
が
で
き
、

」
の
場
合
当
該
契
約
者
は
輸
送
費
の
全
額
給
付
を
受
け

る
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
原
契
約
で
は
公
立
校
以
外
の

通
学
に
予
算
が
使
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
後
の
継

承
さ
れ
た
契
約
で
は
右
条
項
を
合
ん
で
お
ら
ず
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
被
告

付

財
務
官
ミ
ル
ク
ィ
ッ
ト
は
契
約
に
署
名
す
る
の
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

以
上
の
よ
う
な
経
過
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
問
題
の
輸
送
の
実
態
は
公
立

校
児
童
に
の
み
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
意

図
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
裁
判
所

は
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
、
当
該
契
約
が
、
二
人
の
児
童
が
公
立
校
に

通
学
す
る
と
言
う
こ
と
に
紛
れ
て
、

公
け
の
費
用
で
私
立
校
児
童
の
通
学

の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
と
言
う
事
実
に
目
を
覆
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
結
局
、
問
題
は
上
告
人
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
当
該
学
校
区
が

こ
の
よ
う
な
契
約
を
す
る
権
能
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
言
う
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。

4 

， 
f 

裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
事
案
を
明
ら
か
に
否
定
的
に
解
し
た
。
そ
の
理
由

は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
契
約
は
右
学
校
区
の
権
能
を
越
え
た
行
為
で
あ
り
、
従
っ
て

無
効
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
二
人
の
児
童
の
輸
送
を
定
め
る
こ
と
は
制
定
法

の
規
定
す
る
学
校
区
の
権
能
内
の
行
為
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
来
権
能
を
持
た
な
い
教
区
校
児
童
を
も
そ
の
対
象
と
す
る
右
契
約

の
寝
庇
を
治
癒
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
上
告
人
は
、
本
件
に
お
い
て
上
告
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
契
約
遂

行
に
つ
い
て
の
禁
止
令
の
効
力
を
、
学
校
区
に
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
な

う
法
律
上
の
根
拠
が
な
い
、
と
し
て
争
う
。
そ
こ
で
、
同
委
員
会
に
、
右
輸

送
を
行
な
う
こ
と
を
定
め
る
権
能
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
委
員
会
の

問
題
の
行
為
の
効
力
を
考
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
す
な

わ
ち
、

〔

4
v
州
法
は
、
委
員
会
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
行
為
が
同
委
員
会
の
議
決
を
経

な
け
れ
ば
無
効
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
。
同
法
は
更
に
、
同
委
員
会
の
書
記

が
有
資
格
者
の
賃
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
財
務
官
に
対
し
命
令
を
発
す
る

権
能
を
有
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
同
法
は
、
右
以
外
の
目
的
に

対
し
て
命
令
を
出
す
旨
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
本
件
の
場
合
、
書
記
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
命
令
は
、
学
校
区
委
員
会
の
指
示
に
よ
ら
ず
に
な
さ
れ
た
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も
か
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
無
効
で
あ
り
、
従
っ
て
、
同
学
校
区
の
財
務
官
は

問
題
の
費
用
の
支
払
い
を
引
受
け
る
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
原
告
と

学
校
区
の
聞
の
契
約
は
無
効
で
あ
り
、
同
学
校
区
は
、
私
立
校
の
児
童
の
通

資

学
輸
送
を
定
め
る
契
約
を
遂
行
す
る
法
律
上
の
権
能
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
右
命
令
は
学
校
区
委
員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
即
時
職
務
執
行
命
令
は
許
容
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
裁
判
所
は
論
じ
て
、
原
審
判
決
を
破
棄
し
、
請
求
を
棄
却
し

(
5〉
た。

こ
の
判
決
は
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
後
に
検
討
す
る
予
定
の
パ
ス
輸

送
を
取
り
扱
っ
た
他
の
判
決
と
異
な
り
、
憲
法
違
反
を
直
接
の
理
由
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
教
区
校
の
通
学
輸
送
を
問
題
と
す
る
他
の
場
合
が
多
か
れ

少
な
か
れ
修
正
一
条
と
趣
旨
を
等
し
く
す
る
州
憲
法
の
規
定
と
の
関
連
で
問

題
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
件
の
場
合
は
、
も
っ
ぱ
ら
州
法
に
定
め
る

学
校
区
委
員
会
の
権
能
の
問
題
と
し
て
、
輸
送
を
委
託
し
た
契
約
の
有
効
、

無
効
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
本
件
が
も
っ
ば

ら
委
託
輸
送
契
約
の
効
力
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
、
宗
教
条
項
と
は

無
関
係
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
判
決
も
そ
の
最

初
の
部
分
で
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
判
決
の
背
後
に
は
、
向
州
憲
法

一
O
条
三
項
の
「
教
派
の
教
育
は
地
区
の
学
校
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
」
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
あ
る
。
本
件
の
場
合
事
実
関
係
に
着
目
す
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
実
際
に

輸
送
を
行
な
っ
た
の
は
二
七
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
公
立
校
の
み
に
通
学
を

し
た
の
は
二
名
に
と
ど
ま
っ
た
。
少
な
く
と
も
こ
の
二
名
に
対
す
る
輸
送
は

前
記
州
法
に
よ
る
学
校
区
の
義
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
契
約
は

有
効
な
も
の
で
あ
る
。
州
最
高
裁
が
こ
の
契
約
の
実
態
に
つ
き
検
討
を
加
え
、

他
の
二
五
名
が
教
区
校
に
通
学
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
た
ゐ
の
契

約
遂
行
の
た
め
公
費
の
支
払
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
分
離
原
則
を
厳
格
に
解
し
た
場
合
当
然
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
導
か
れ

る
で
あ
ろ
う
o

判
決
は
学
校
区
の
権
能
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
ま
だ
警
察
権
能
の
理
論
の
導
入
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
事
案

で
は
学
校
区
委
員
会
の
行
為
を
一
般
福
祉
の
促
進
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
、
と
言
う
角
度
か
ら
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
判
決
は
、
教
区
校
児
童
に
対
す
る
パ
ス
輸
送

が
、
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
学
校
区
委
員
会
の
権
能
を
越
え
た
、
と

厳
格
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
金
の
宗
教
活
動
に
対
す
る
支
出
を
禁
止
し

た
州
憲
法
(
一
条
一
八
項
)
の
条
項
に
従
っ
た
解
釈
を
示
し
た
も
の
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1
)
 
∞
『
町
二
命
巾
H
H
1
巾
一
.
〈

h
g
T
3
4
2
4・
喜
一
号
2
5
N
Z
-
当

-SN-
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1

 

、

.

‘

aa妻、

g宅
j
F

付

6

三
章
二
節
一
一
男
五
山
(
一
七
巻
一
号
一
一
二
三
頁
)
、
二
一
章
三
節
一
項

二
羽
(
本
号
八

O
頁
)
参
照
。

(
2
)
ω
g邑
〈

-
c
q
o『
留
め

z
a
p
-ロ
ア
ミ
巧
山
田
・

ω
気
・
に
お
い
て

学
校
区
が
準
法
人
た
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
出
向
mLι

〈
・
∞
c
m
込

C
『

E
E
S
t
g
-
8
4ぐ
・
〈

F
a印
・
∞
印

ω・開・

5
N
-
ω
H
H
b
阿川・〉・

(Z・
ω・
)
印
∞
∞
・
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
佐
質
を
有
す
る
学
校
区
の
権

能
は
制
定
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
そ
れ
ぞ
れ
判
示
さ

れ
て
い
る
。

(
3
)
ω
2
2
8
ち
-
F
E
E
-
-
(の)・
J

ヨ
ω
2
5・
5
N
Z・
4
司・

ω主・

(

4

)

伊
豆
O
ロ
き
ほ
¥
宅

F
p
m
g
p
に
よ
れ
ば
、
「
:
:
:
学
校
区
が
行
な

い
得
る
行
為
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
学
校
区
委
員
会
に
お
い
て
承
認
さ

れ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、
全
委
員
が
出
席
し
、

学
校
区
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
に
同
意
を
与
え
る
場
合
に
は

特
別
の
委
員
会
に
つ
い
て
の
正
式
の
通
知
を
必
要
と
し
な
い
よ
と
し

て
い
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(
5〉

5
N
Z・
巧
・
谷
町
・

一
九
三

O
年
に
入
っ
て
最
初
の
州
最
高
裁
の
判
決
は
、
右
の
判
決
の
八

年 [2J
後

す
な
わ
ち

一
九
一
一
一
一
年
の
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
州
に
お
い
て
み
ら
れ

る
。
同
州
最
高
裁
の
判
決
は
、
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
に
そ
れ
ま
で
通
学

し
て
い
た
児
童
に
対
す
る
通
学
費
用
の
支
払
い
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
パ
ン
ジ
ヤ
対
ブ
ル
ア
事
件
出

r
gと
白
〈
・
旬
。
豆
、
叩

で
あ
る
。

事
案
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

本
件
上
告
人
ブ
ル
ア
は
ス
タ
ン
レ
イ

(ωg巳
ミ
)
郡
の
プ
レ
ザ
ン
ト
・
ヴ

エ
イ
ル
(
宝

E
E
2
〈
丘
三
第
五
三
学
校
区
の
委
員
長
で
あ
り
、
被
上
告
人

レ
パ
ン
ジ
ヤ
は
同
学
校
区
の
住
民
で
あ
り
、
同
学
校
内
の
学
校
に
通
学
す
る

二
児
の
父
親
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
八
月
右
の
学
校
が
同
学
校
区
に
よ
っ
て

閉
鎖
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
右
父
親
の
申
出
に
基
づ
き
、
同
郡
の
学
校
監
督
官

は
右
学
校
区
に
対
し
以
下
の
よ
う
な
命
令
を
出
し
た
。

す
な
わ
ち
、
学
校
区
は
、
こ
れ
ら
父
兄
に
対
し
道
路
が
開
通
す
る
ま
で

の
四
ヶ
月
の
問
、
毎
月
一
六
ド
ル
あ
て
支
払
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
後
の
五

ヶ
月
、
児
童
一
人
に
つ
き
毎
週
五
ド
ル
あ
て
右
の
距
離
を
往
復
す
る
た
め

の
費
用
と
し
て
支
払
う
べ
き
こ
と
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
児
童
が
現
実
に
通

学
し
た
事
実
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
場
合
、
父
兄
は

自
己
の
任
意
の
選
択
に
従
っ
て
学
校
を
決
定
し
、
九
ヶ
月
間
通
学
さ
せ
る

こ
と
を
可
能
と
す
べ
き
こ
と
。

右
の
命
令
に
基
づ
い
て
被
上
告
人
は
、

彼
の
児
童
を
ロ

1
7
・
カ
ト
リ

ヅ
ク
教
会
に
所
属
す
る
袈

7
l
テ
イ
ン
ズ
・
ア
カ
デ
ミ
ー

(2・
富
良

t
p

〉明白

ι
2
5可
)
に
送
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
被
上
告
人
は
総
額
五

0
0ド
ル
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料

に
達
す
る
費
用
を
支
払
い
、

」
の
う
ち
二
八
八
ド
ル
を
学
校
区
に
請
求
し

た
。
学
校
区
は
右
請
求
を
容
れ
、
書
記
は
被
上
告
人
に
対
し
、
学
校
区
の
前

資

記
金
額
に
対
す
る
支
払
い
令
書

Z
R
S豆
)
を
発
行
し
た
。
被
上
告
人
は
こ

れ
を
学
校
区
委
員
長
た
る
上
告
人
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
こ
れ
に
副
署

す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
被
上
告
人
は
「
選
択
的
職
務
命
令
」

(岳
2
5
t諸
君
広
D
『
自
自
営

g
g
)
を
求
め
、
原
告
に
右
職
務
の
遂
行
を

求
め
た
。
上
告
人
は
こ
れ
を
括
否
し
て
、
そ
の
理
由
を
、
被
上
告
人
は
自
己

の
児
童
を
公
立
校
に
通
学
さ
せ
ず
に
教
区
校
に
通
学
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
上

告
人
は
州
憲
法
六
条
三
項
お
よ
び
八
条
二
ハ
項
に
よ
っ
て
公
金
を
教
派
の
学

校
の
援
助
に
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
旨
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
従
っ
て
右

の
支
払
い
令
書
に
副
署
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
述
べ
た
。

ま
た
、
上
告
人
は
、
被
上
告
人
の
、
学
校
区
に
対
す
る
請
求
は
適
正
な
理

由
を
欠
く
こ
と
、
ま
た
上
告
人
に
対
す
る
副
署
を
命
ず
る
執
行
命
令
は
違
法

で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
事
実
審
は
上
告
人
に
対
し
、
右
の
支
払
い
令
書
に
副

署
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
「
即
時
職
務
執
行
命
令
」
を
発
し
た
。
そ
こ
で
上

告
人
プ
ル
ア
は
右
執
行
命
令
の
取
消
を
求
め
て
州
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

州
最
高
裁
は
マ
イ
ザ
(
忌
号
吋
)
判
事
が
次
の
よ
う
に
意
見
を
述
べ
た
。

ω
一
九
一
二
年
州
法
二
一
四
章
七
四
九

O
節
は
、

普
通
学
校
区
内
の
学
校
は
事
情
に
応
じ
閉
鎖
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、

そ
の
場
合
に
は
、
学
校
区
は
児
童
の
利
益
を
考
慮
に
入
れ
て
適
当
な
措
置

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
場
合
学
校
区
は
児
童
の
輸
送
を

行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
あ
る
い
は
児
童
の
下
宿
費
用
を
支
払
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
児
童
が
学
校
区
外
の
学
校
を
選
定
し
た
場
合
に

は
授
業
料
を
学
校
区
の
基
金
か
ら
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
学
校
区
の
処
置
に
不
服
あ
る
両
親
、
お
よ
び
保
護
者
は

郡
の
監
管
官
に
対
す
る
不
服
の
・
申
立
が
で
き
、
こ
れ
に
対
す
る
右
監
督
官

の
決
定
は
最
終
的
で
あ
る
こ
と
、
を
定
め
て
い
る
。
(
傍
点
筆
者
)
。

ω
ま
た
、
一
九
二
二
一
年
州
法
一
七

O
章
七
四
八
五
節
は
、
学
校
区
委
員

会
は
郡
の
監
督
官
の
命
令
に
従
う
べ
き
こ
と
、
を
定
め
て
い
る
。
、
、
、
、

ω
し
か
し
な
が
ら
、
右

ω、
お
よ
び

ωが
あ
る
と
し
て
も
、
児
童
が
選

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

定
す
べ
き
学
校
は
特
定
さ
れ
た
公
立
校
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り

両
親
が
任
意
に
選
定
し
た
学
校
に
自
己
の
児
童
を
送
る
よ
う
な
場
合
に
、

そ
れ
を
許
容
し
、
そ
の
費
用
を
支
払
う
義
務
ま
で
学
校
区
委
員
会
に
課
し

て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
(
傍
点
筆
者
)
。

ω
た
し
か
に
一
般
的
に
、
自
己
の
選
択
す
る
学
校
に
児
童
を
入
学
さ
せ

る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
公
金
を
そ
の

目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
教
区
校

門

2
)

が
公
立
校
の
組
織
の
外
に
あ
る
こ
と
は
判
例
の
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る。制
こ
れ
に
対
し
、
支
払
い
令
書
に
学
校
区
委
員
長
が
副
署
す
べ
き
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
被
上
告
人
に
対
し
右
の
令
書
に
副
署
す
べ

き
こ
と
を
職
務
執
行
命
令
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
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か
。
こ
の
点
は
連
邦
最
高
裁
の
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
(
回
目
昆
Em)
判
事
の
見

(
3
)

陵

解
に
一
不
さ
れ
る
よ
弘
に
、
「
職
務
執
行
命
令
は
権
利
の
問
題
と
し
て
で
は

な
く
、
健
全
な
司
法
上
の
裁
量
権
の
行
使
を
行
な
う
際
に
付
与
さ
れ
て
い

る
特
別
な
救
済
手
続
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
誤
り
を
訂
正
す
る
た
め
に
発

せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
誤
り
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
」

(

4

)

 

同
時
な
こ
と
は
他
の
判
例
に
お
い
て
も
「
職
務
執
行
命
令
の
目
的
は
法
律

上
の
権
利
を
創
設
す
る
た
め
で
は
な
く
て
、
す
で
に
確
立
し
た
権
利
を
実

現
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
所
は
要
旨
右
の
よ
う
に
述
べ
、
更
に
続
け
て
職
務
執
行
命
令
が
発
せ

付

ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
権
利
が
争
い
が
な
い
ほ
ど
に
明
ら

アメりカ合衆国における政教分離の原則

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
今
更
一
ボ
す
必
要
が
な

い
ほ
ど
に
初
歩
的
な
原
理
な
の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
被
上
告

人
に
は
、
「
即
時
職
務
執
行
命
令
」
を
請
求
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い
、
と
結
ん
だ
。

こ
の
判
決
に
は
ポ
レ
イ
(
司
o
z
a
)
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
(
わ
mwB-ug--)
、
ゥ
ォ

レ
シ
(
当
日
月
ロ
)
、
ル
ド
ル
フ
(
同
邑
c-
ち
)
の
各
判
事
が
賛
成
し
、
全
員
一

致
で
上
告
人
の
立
場
を
支
持
し
た
。

こ
の
判
決
は
先
の
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
l
ト
ン
対
ミ
ル
ク
イ
ヅ
ト
事
件
(
間
)

と
同
様
、
学
校
の
閉
鎖
に
と
も
な
う
処
置
か
ら
生
じ
た
通
学
費
用
の
支
払
の

問
題
で
あ
る
。

前
の
事
件
で
は
具
体
的
な
輸
送
が
問
題
と
さ
れ
た
の
に
対

し
、
木
件
で
は
公
立
校
が
閉
鎖
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
父
兄
が
自
由
に
選
択

し
た
学
校
(
教
区
校
)
に
通
学
す
る
費
用
の
支
払
の
適
否
が
問
題
と
な
っ
て

判
決
は
制
定
法
に
定
め
る
「
学
校
区
外
の
学
校
」
を
、

コぃ
壬:る
点の町、
で、で
なあ
ける
れ。

ば
な
ら
な
L 、
Lー

と
し
て

選
択
権
の
行
使
の
範
囲
を
限

定
し
て
解
し
た
結
果
、

教
区
校
通
学
の
場
合
の
支
払
を
拒
絶
し
た
の
で
あ

る
o

そ
の
理
由
を
判
決
は
公
金
の
不
当
な
支
出
と
言
う
点
に
置
い
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
判
決
は
特
に
引
用
を
し
て
い
な
い
が
こ
れ
は
明
ら
か

に
教
区
校
に
対
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
み
る
の
が

適
当
で
あ
ろ
う
。
判
決
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
被
上
告
人
(
原
告
)
請
求

の
職
務
執
行
令
状
の
請
求
を
棄
却
し
た
原
審
判
決
を
認
容
し
た
の
で
あ
る
。

判
決
が
伺
以
下
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
右
の
執
行
命
令
は
い
わ
ば
司
法
上
の

裁
量
の
問
題
で
あ
っ
て
権
利
と
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
理
由
を

前
提
に
し
て
本
件
の
判
決
を
書
い
て
い
る
の
は
、
裁
判
所
が
公
金
に
よ
る
教

区
校
通
学
費
用
の
支
払
を
適
法
と
考
え
な
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
が
前
の
事
件
(
川
)
お
よ
び
こ
の
後
に
触
れ

る
他
の
事
件
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
直
接
に
は
教
育
委
員
会
等
に
よ
る
パ
ス

輸
送
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
輸
送
費
の
支
払
を
問
題
と
し
て
い

る
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
輸
送
費
の
支
払
、
ま
た

は
そ
の
償
還
が
連
邦
最
高
裁
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
一
九
四
七
年
に
至
っ
て

北法18(2・79)293



料

か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
こ
れ
を
五
対
四
で
合
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

合
憲
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
に
は
本
件
判
決
後
一
六
年
を
経
過
し
、
そ
れ
ま

資

で
に
後
に
触
れ
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
州
最
高
裁
の
判
決
の
論
議
を
要
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
E
o
r
g』釦〈
-
F
2
9
M
8
2・
巧
-
N
8・

(

2

)

問
。
司
O
口
己
主
5
ロ

m
g
L
C品
mwE自
己
C
ロ
D
聞
の
0
5
5
0ロ

ω円
}Moo-

巴切同

H
5・。同
nt(ω
・
ロ
)Nω
串

H
4
・
巧
・
忍
ω・

(

3

)

ロ
5
8ロ
吋
C
者ロ
m
F
Z
(
U
0
・
〈
・
司
B
ロ
E
5
関

-
F
S
P
M
a
c
-
ω
・
8
∞-

ω
∞
ω
-
m
U
F
甲
山

y
m
h
w
問
、
.
同
凶
仏

-
u
o
u・

(

4

)

己ロ
F
Z
円
同
盟
え

g
〈-
Y
向巳一
D
P
E
〉℃司

-
u・。・
MAP-ωN
司・

(N門
目
)

品
回
印
・

一
九
三

0
年
代
の
第
二
の
事
件
は
、
右
判
決
の
二
年
後
、
す
な
わ
ち

今。九=
一
四
年
に
生
じ
て
い
る
。
こ
の
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
最
高
裁
の
ト
ラ
ウ
ブ
対
ブ

ラ
ウ
ン
事
件
、
吋
日
忌
ぐ
・
∞
同
O
J
き
で
は
、
教
区
校
児
童
に
対
す
る
無
料
パ
ス

輸
送
の
便
宜
の
供
与
を
求
め
て
、
教
区
校
児
童
の
無
料
輸
送
を
定
め
る
州
法

に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
に
対
す
る
右
の
行
為
を
請
求
す
る
職
務
執
行
命
令

を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

事
案
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ワ
州
、
ウ
イ
ル
ミ
ン
ト
ン
市

(
c
q
D『
巧
ニ
ヨ
口
問
・

吉
田
)
郊
外
の
一
二

1
・
カ
ヅ
ス
ル

2
2
P邑
叩
)
郡
居
住
の
三
人
の
上

告
人
か
ら
、
次
の
事
実
を
前
提
と
し
て
右
請
求
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
上
告
人
の
児
童
は
隻
ピ
l
タ

l
ズ
・
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
所
属
、
お
よ
び
聖
ジ
ョ
ン
ズ
・
ロ

1
7
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
所
属
の
教

区
校
に
通
学
し
て
い
た
。

そ
こ
で
上
告
人
等
は
、

ハ
2
v

ω
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
第
三
節
は
、

「
教
会
あ
る
い
は
宗
教
団
体
に
よ
っ
て
維
持
経
営
さ
れ
、
ウ
イ
ル
ミ
ン
ト

ン
市
外
に
所
在
す
る
全
日
制
無
料
学
校
に
通
学
す
る
児
童
」
の
輸
送
に
充

て
る
た
め
の
資
金
の
支
出
を
定
め
て
お
り
、
従
っ
て
教
育
委
員
は
同
法
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
規
則
等
を
制
定
し
こ
れ
を
執
行
す
る
義
務
が
あ

る
こ
ん
」
、
ω
し
か
る
に
同
教
育
委
員
会
は
、
右
法
律
の
定
め
る
義
務
を
遂
行
せ
ず

原
告
等
の
請
求
に
対
し
て
も
こ
れ
を
拒
否
し
、
そ
の
通
知
を
も
怠
っ
て
い

る
こ
ル
ス

川

W

従
っ
て
被
告
教
育
委
員
会
は
右
制
定
法
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
の

必
要
な
規
則
を
制
定
し
、
そ
の
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
。
裁
判
所
は
右
の

義
務
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
の
即
時
職
務
執
行
命
令
を
発
す
べ
き
こ
と
、

を
主
張
し
た
。

」
れ
に
対
し
被
上
告
人
は
以
下
の
二
点
の
反
論
を
述
べ
た
。

(1) 

同
法
第
三
節
に
基
づ
き
、
教
区
校
児
童
の
通
学
に
充
て
る
た
め
五

O

f 
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i

-
a
S
3
6
 

0
0
0
ド
ル
を
支
出
し
た
が
、
後
、
教
育
委
員
会
は
そ
の
支
払
を
停
止
し

た
o

そ
の
理
由
は
、
同
法
三
節
は
デ
ラ
市
エ
ア
州
憲
法
一

O
条
三
項
に
違

反
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ω
ま
た
同
法
三
節
は
、
州
憲
法
二
条
二
ハ
項
に
違
反
す
る
。
同
節
の
定

め
る
児
童
の
輸
送
は
刈
の
公
立
校
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
そ
の
理
由
を
あ
げ
、
被
上
告
人
は
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
憲
法
一

O

条
三
項
の
規
定
を
引
用
し
た
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

的

「
現
存
す
る
い
か
な
る
資
金
、
あ
る
い
は
今
後
、
教
育
目
的
の
た
め
に
支

出
さ
れ
、
あ
る
い
は
租
税
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
い
か
な
る
資
金
も
、
教

派
、
教
会
あ
る
い
は
宗
派
の
学
校
に
対
し
て
、
支
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ

れ
ら
に
よ
り
使
用
さ
れ
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
援
助
の
た
め
に
用
い
ら
れ
で

は
な
ら
な
い
。
」

アメリカ合衆国における政教分離の原則

こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
、
上
告
人
等
は
憲
法
の
禁
ず
る
の
は
「
学
校
基

金
」
か
ら
の
支
出
で
あ
り
、
「
一
般
基
金
」
か
ら
の
支
出
を
禁
ず
る
も
の
で

は
な
い
、
と
再
反
論
を
行
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
裁
判
所
は
ラ
イ
ン
ハ

l
ド
(
河

2
5阻
み
片
)
判
事
が
代
表
意
見

を
述
べ
、
右
に
言
う
「
学
校
基
金
」
と
「
一
般
基
金
」
と
は
本
質
的
に
区
別

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
上
告
人
の
主
張
を
否
定
し
、
次
に
憲
法
の
規
定

す
る
「
教
派
、
教
会
、
宗
派
の
学
校
」
と
は
、
こ
れ
ら
教
派
等
の
コ
ン
ト
ロ

e 

g 

J 

(
8
)
 

l
ル
を
受
け
る
学
校
を
意
味
す
る
こ
と
は
判
例
も
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
向
法
第
三
節
に
示
す
学
校
は
こ
の
よ
う
な
教
派
の
影
響
下
に
あ
る
学
校

そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。

更
に
、
上
告
人
の
主
張
す
る
、
支
出
は
学
校
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
制
定
法
中
の
「
援
助
」
(
巴
仏
)
の
定

義
に
触
れ
、
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
州
最
高
裁
の
ダ
コ
タ
長
老
会
対
州
事
件
、
ニ

ユ

l
・
ヨ
!
ク
州
最
高
裁
の
ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ

l
事
件
を
引
用
し
た
。
す

な
わ
ち
、
「
援
助
」
と
は
、
「
成
功
を
手
助
け
す
る
た
め
の
力
ま
た
は
手
段
を

付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
持
す
る
こ
と
」
(
ダ
コ
タ
長
老
会
事
件
)

り
、
「
児
童
は
学
校
の
一
部
な
の
で
あ
っ
て
」
(
ス
ミ
ス
事
件
)
、

こ
の
よ
う

な
児
童
の
通
学
輸
送
を
援
助
す
る
こ
と
は
、
結
局
学
校
経
営
に
力
を
貸
す
こ

と
に
通
ず
る
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
我
々
は
、
教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
に
無
料
輸
送
を
行
な
う
こ
と
は
学

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

校
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
組
織
と
し
て
の
学
校
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

成
立
さ
せ
、
強
化
し
、
そ
し
て
成
功
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。

上
告
人
生
曹
は
右
に
引
用
し
た
判
例
と
異
な
る
判
決
、
す
な
わ
ち
ボ
l
デ

(
6
)
 

γ
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
を
引
用
す
る
が
、
我
々
は
こ
の
事

件
の
理
由
づ
け
を
採
用
し
な
い
。
こ
れ
に
は
強
い
反
対
意
見
が
あ
る
。
多

教
意
見
は
四
人
に
よ
り
、
反
対
意
見
は
三
人
の
判
事
に
よ
り
支
持
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
判
決
は
明
ら
か
に
孤
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、 で

あ
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料

我
々
は
右
の
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
事
件
、
お
よ
び
ニ
ュ

l

・ヨ

l

p
事
件
の

結
論
に
賛
成
す
る
。
さ
ら
に
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
1
ト
ン
対
ミ
ル
ク
イ
ッ
ト

散
の
判
決
も
適
切
な
も
の
と
考
え
る
。
」
(
傍
点
筆
者
三

資

右
の
引
用
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
判
決
は
、
児
童
福
祉
論
に
つ

き
、
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
事
件
の
少
数
意
見
(
と
言
っ
て
も
四
対
三
の

少
差
で
あ
る
が
)
、
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
傍
点
の
部
分
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
件
の
判
決
で
は
通
学
輸
送
が

そ
の
児
童
の
通
学
す
る
学
校
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
り
、
分
離
原
則
に
反
す

る
と
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
判
決
も
引
用
し
て
い

る
よ
う
に
ニ
ュ

l

・
ヨ
ー
ク
州
の
ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ

l
事
件
の
取
っ
た
も

の
で
、
同
事
件
で
は
教
科
書
の
供
給
は
学
校
に
対
す
る
間
接
援
助
で
あ
る
だ

け
で
は
な
く
、
学
校
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、

こ
れ
は
直
接
援
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
る

(
一
七
巻
一
号
一
一

O
頁
判
旨
引
用
部
分
参
照
)
。

本
件
の
場
合
、

こ
の
点
は
同
様
で
、
一
つ
の
組
織
体
で
あ
る
学
校
を
成
立
さ
せ
、
強
化
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
(
傍
点
部
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
本
件
の
場
合
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
憲
法
ハ
一

O
条
三
項
)
と
ニ
ュ
ー
-
ヨ

ー
ク
州
憲
法
(
九
条
一
項
、
四
項
)
の
規
定
の
趣
旨
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と

も
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
ニ
ュ
1

・
ヨ
ー
ク
州
憲
法
が
特

に
教
派
的
学
校
に
対
す
る
援
助
の
禁
止
を
特
に
か
か
げ
、
詳
細
な
規
定
を
設

け
て
い
る
点
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
判
決
は
教
科
書
事
件
を
取
り
扱
っ
た
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
事
件

の
少
数
意
見
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
が
後
の
カ
ク
ラ
ン
対
ル

イ
ジ
ア
ナ
事
件
で
は
同
州
最
高
裁
は
同
様
に
四
対
三
の
判
決
を
書
き
、
ま
た

連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
は
こ
の
多
数
意
見
の
立
場
を
全
員
一
致
で
認
容
し
て

い
る
こ
と
は
す
で
に
第
三
章
二
節
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
件
判
決
が

こ
の
連
邦
で
の
カ
ク
ラ
ン
事
件
の
全
員
一
致
の
意
見
(
こ
れ
は
本
件
判
決
が

引
用
す
る
ボ
l
デ
ン
事
件
の
多
数
意
見
と
同
様
な
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る

が
〉
を
引
用
参
照
せ
ず
に
、
州
最
高
裁
で
の
カ
ク
ラ
ン
事
件
の
少
数
意
見
を

採
っ
た
理
由
は
何
故
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
本
件
判
決
が
一
九

三
四
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
判
決
の
引
用
す
る
ボ
l
デ
ン
事
件

が
一
九
二
九
年
、
そ
し
て
同
事
件
と
同
様
な
事
案
を
取
り
扱
っ
た
カ
ク
ラ
ン

事
件
の
最
高
裁
判
決
が
一
九
三

O
年
に
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
の
を
考
慮
に

入
れ
て
み
る
と
こ
の
点
が
一
一
層
明
確
に
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
判
決
は
右
の
ラ
イ
ン
ハ

l
ド
裁
判
長
、
お
よ
び
リ
チ
ャ
l
ズ

(EnrE

由
同
仏
国
)
両
判
事
に
よ
っ
て
開
廷
さ
れ
た
小
法
廷
に
お
い
て
下
さ
れ
た
も
の
で
、

反
対
意
見
は
な
い
。

(

1

)
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∞
ω
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叶
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m
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h
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ω
E
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・
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ω
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8

Z
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巧
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S
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アメリカ合衆国における政教分離の原則

叩

一

九

四

0
年
代
に
入
っ
て
パ
ス
輸
送
を
違
憲
と
し
た
事
案
は
、
ォ
ク
ラ

ホ
マ
最
高
裁
に
お
け
る
一
九
四
一
年
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
、
ガ
l
ニ
イ
対

フ
ア
グ
ソ
ン
事
件
。
日
ロ
ミ
〈
・
ヲ
民
間
g
oロ
で
は
、
原
告
の
ロ

2
3
等
が
、

被
告
明
記
官
ω
ロ
ロ
等
に
対
し
て
、
後
述
の
州
法
の
規
定
に
従
っ
て
、
公
金
に

よ
る
教
区
校
児
童
の
パ
ス
輸
送
を
行
な
う
よ
う
職
務
執
行
命
令
を
請
求
し
た

も
の
で
あ
る
。

、宅

原
審
は
こ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
原
告
等
は
州
最
高
裁
に
上
告
に

及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
同
裁
判
所
は
原
審
判
決
を
支
持
し
、
上
告
人
の
請
求

を
棄
却
し
た
。
裁
判
長
ウ
エ
ル
チ
(
巧
包
各
)
は
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

本
件
で
の
問
題
は
一
九
三
九
年
の
州
法
三
四
章
一
一
節
が
合
憲
か
ど
う
か

に
あ
る
。
同
法
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
い
か
な
る
学
校
区
も
、
:
:
:
:
:
:
公
立
校
に
通
学
す
る
児
童
の
輸
送
に

つ
い
て
準
備
を
す
る
場
合
に
は
、
当
州
の
義
務
教
育
法
の
下
で
の
、
当
該

学
校
委
員
会
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
ル

l
ト
の
沿
道
、
ま
た
は
そ
の
附
近

の
私
立
校
、
あ
る
い
は
教
区
校
に
通
学
す
る
全
児
童
、
が
、
こ
の
よ
う
な
地

区
の
学
校
委
員
会
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
場
合
と
同
等
の
権
利
、
利
益
お

よ
び
特
権
を
平
等
に
享
受
で
き
る
よ
う
に
取
り
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

(

2

)

 

ぃ。」
こ
の
制
定
法
に
よ
り
、
学
校
区
委
員
会
は
、
公
け
の
バ
ス
を
準
備
し
、
こ

れ
ら
の
学
校
に
通
学
す
る
児
童
の
往
復
の
輸
送
に
当
る
義
務
を
有
す
る
こ
と

と
な
る
。
と
こ
ろ
で
同
法
が
川
憲
法
二
条
五
項
に
違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う

か
に
つ
き
、
ま
ず
同
憲
法
条
項
を
引
用
し
た
。

「
公
金
お
よ
び
公
け
の
財
産
は
、
直
接
ま
た
は
間
接
を
問
わ
ず
、
い
か
な

る
教
派
、
教
会
、
宗
派
、
ま
た
は
宗
教
団
体
の
使
用
、
収
益
ま
た
は
維
持

北法18(2・83)297 



料

の
た
め
に
も
支
出
さ
れ
、
充
当
さ
れ
、
供
用
さ
れ
、
ま
た
は
使
用
さ
れ
て

は
な
ら
ず
、
ま
た
、
い
か
な
る
僧
職
者
、
説
教
者
、
教
会
担
当
者
、
あ
る

い
は
他
の
同
様
な
宗
教
上
の
教
師
、
聖
職
者
、
あ
る
い
は
教
派
の
施
設
の

使
用
、
収
益
、
ま
た
は
維
持
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」

資

ウ
エ
ル
チ
裁
判
官
は
右
の
条
項
の
引
用
の
後
、
上
告
人
の
主
張
は
、
右
憲

法
条
項
中
に
は
、
学
校
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
ま
た
、
右
憲

法
に
言
う
「
教
派
の
施
設
」
(
百
円
宮
口
2
5
ω
汁

E
t
g
)
の
用
語
は
教
派
ま

た
は
教
区
校
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
右
の
主
張

を
否
定
し
て
、
教
派
の
施
設
と
は
教
会
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、

コ
ン
ト
ロ

ー
ル
を
受
け
る
学
校
、
そ
の
他
の
教
育
施
設
を
青
山
味
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ

た
。
裁
判
所
は
棄
却
の
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。

州
憲
法
五
条
二
項
は

あ
る
い
は
教
派
の
学
校
に
対
す
る
公

教
区
校
、

金
、
お
よ
び
公
財
産
の
使
用
を
禁
じ
て
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

上
告
人
は
、
問
題
の
法
律
の
条
項
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
教
派
ま
た
は
教
区
の

学
校
の
利
益
、
あ
る
い
は
維
持
の
た
め
に
公
金
が
使
用
さ
れ
る
結
果
と
な
る

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
利
益
は
、
施
設
た
る
学
校
と
は
区
別
さ
れ
る

個
荷
の
児
童
ま
た
は
児
童
の
集
団
の
利
益
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
か
ら
生

ず
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
が
3

こ
れ
と
同
様
な
議
論
は
す
で
に
、
ジ

【

q
d」

ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件

T
在
ぐ
・
切
D
阻
み
え
明
全
両
国
神
5
2
に
お
い
て
否

こ
の
よ
う
な
性
質
の
公
金
の
支
出

は
、
憲
法
上
の
制
約
を
越
え
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

州
に
は
こ
の
よ
う
な
教
派
の
学
校
を
維
持
す
る
権
限
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る。 定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ま
た
、
公
立
校
の
た
め
ス
ク
ー
ル
・
パ
ス
を
運
営
し
、
そ
れ
を
維
持
、
管

理
す
る
こ
と
は
結
局
公
立
校
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
論

理
を
進
め
る
と
、
こ
の
パ
ス
を
使
用
し
て
教
区
校
児
童
を
輸
送
す
る
場
合
に

(
4
)
 

こ
れ
が
教
区
校
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

更
に
裁
判
所
は
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
1
の
問
題
に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
触
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
輸
送
が
一
般
的
に
児
童
の
利
益
の
た
め
で
あ
り
、
学
校
の
利

益
で
は
な
い
、
と
言
う
議
論
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
輸
送
は
警
察
権
能
の

範
囲
の
交
通
規
制
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
本
来
、
州
の
児
童
の
健
康
、

安
全
を
促
進
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
主
張
が
な
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
統
合
学
校
区
対
ラ
イ
ト
事
件

(
U
O
E
O
-
E
m
R
L

m
n
z
c
二
M
m
F
〈
・
当
H
H
m
Z
に
お
い
て
、
児
童
の
輸
送
は
、
憲
法
、
法
律
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
教
育
計
画
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
な
さ
れ
た
行
為

で
あ
る
、
と
す
で
に
判
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
援
助
計
画
が
、
公
立

掛
か
か
掛
一
世
掛
貯
宮
へ
と
拡
t
r
F
作
か
場
ム
l
b
一
昨
、
ひ
い
V

ル
レ
ル
や
す
で
ひ
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右
に
引
用
し
た
憲
法
の
制
限
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
三

裁
判
所
は
重
ね
て
、
判
例
を
引
用
し
、
私
立
校
ま
た
は
教
区
校
が
公
立
校

門

6
〉

組
織
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
従
っ
て
公
金
支
出
の
対

象
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
本
件
で
の
裁
判
所
の
結
論
は
、
ジ

(

7

)

(

8

〉

ャ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
の
ほ
か
、
ト
ラ
ウ
ブ
対
ザ
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
、
ダ
コ
タ

(
9〉
(

凶

〉

長
老
会
対
州
事
件
、
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
1
ト
ン
対
ミ
ル
ク
イ
ヅ
ト
事
件
、
ウ

ハ
H
V

ィ
リ
ア
ム
ズ
対
ス
タ

γ
ド
ン
評
議
会
事
件
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

最
後
に
裁
判
所
は
、
政
教
分
離
の
原
則
に
つ
い
て
触
れ
、
立
法
府
が
直
接

円

ま
た
は
間
接
に
、
公
金
に
よ
っ
て
教
区
校
を
援
助
乃
至
維
持
す
る
場
合
に

アメリカ合衆国における政教分離の原則

は
、
そ
れ
は
一
方
で
は
さ
ら
に
新
た
な
援
助
を
行
な
う
第
一
歩
に
通
ず
る
こ

と
と
な
り
、
ま
た
他
方
で
は
こ
れ
ら
の
学
校
に
対
す
る
コ
ン
ト

?
i
ル
へ
の

第
一
歩
を
導
く
こ
と
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
い
ず
れ
の
方
向
へ
の
第
一
歩
を

も
た
だ
ち
に
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
州
憲
法
は
こ
の
よ
う

な
方
向
づ
け
を
永
久
に
禁
止
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
結
ん
だ
。

こ
の
判
決
に
は
六
人
の
賛
成
(
わ
D
2・
担
-o予

O
争

2
P
F三
mp
出
日
巴

お
よ
び
り
ω
5
8口
)
、
が
あ
り
、

反
対
意
見

(
E
Z
S
)
は
特
に
掲
げ
ら
れ

て
い
な
い
、
欠
席

FED-L)
が
一
名
で
あ
り
上
告
人
の
請
求
が
棄
却
さ
れ

た。

i
i
 
、

、

ノ

こ
の
裁
判
所
の
判
決
が
ポ
リ
ス
・
バ
ワ
ー
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
右
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
判
決
が
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
を
全
面

的
に
否
定
し
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は

「
児
童
の
輸
送
が
教
育
計
画
を

実
効
あ
ら
し
め
る
上
役
立
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
計
画
が
公

立
校
か
ら
私
立
校
に
拡
張
さ
れ
る
場
合
に
こ
れ
が
憲
法
上
の
制
約
を
越
え
て

い
る
」
、
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
判
決

は
、
児
童
の
輸
送
そ
の
も
の
が
右
句
警
察
権
能
の
行
使
の
範
聞
外
の
問
題
で

あ
る
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
私
立
校
児
童
に
対
す
る

輸
送
で
あ
る
故
に
憲
法
上
の
制
約
に
服
す
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
憲
法
上
の
制
約
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
政
教
分
離
原
則
を
定
め
た

同
州
憲
法
二
条
五
項
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
本
件
判
決
は
警

察
権
能
の
理
論
と
政
教
分
離
の
原
則
と
の
要
請
に
お
い
て
、
後
者
に
傾
い
た

立
場
の
判
決
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
件
判
決
が
右
に
触
れ
た

意
味
で
、
一
般
福
祉
の
増
進
と
言
う
立
場
を
積
極
的
に
と
ら
ず
、
宗
教
的
目

的
に
対
す
る
公
金
の
支
出
禁
止
の
角
度
か
ら
理
由
を
述
べ
、
判
旨
引
用
の
諸

判
例
を
先
例
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
前
の
閣
の
判
決

に
お
い
て
も
評
し
た
よ
う
に

一
九
三

O
年
の
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州

教
育
委
員
会
事
件
の
判
決
の
多
数
意
見
、
そ
の
他
の
判
決
に
対
し
て
も
考
慮

が
払
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
の
感
が
残
る
の
で
あ
る
。
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∞
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章
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節
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項
五

m
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本
誌
一
七
巻
一
号
一
一
一
一

一
頁
)
お
よ
び
三
章
三
筋
一
項
ニ
知
(
本
号
八

O
頁
)
参
照
。

(
9
)
S
D
O仏
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E
r
o
s
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ω
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z
・
4
弓・

8
N・

、，B
J
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r
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章
一
節
一
項
ニ
川
三
六
巻
四
号
一

一
七
|
一
一
八
頁
て
な
ら
び
に
(
一
七
巻
一
号
一
二

O
頁
)
参
照
。

(

刊
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)
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問

片

O
O
H
司
-
-
〈
g

g

g克
巳

〈

-
Z
H
Z
S仲
間

nroo-

↓B
F
-

同
∞
。
当
2
・
H
S・
3
N
Z・
4
司・

8
N・
(
一
七
巻
一
号
一
一
二
三
頁
)
参

照。

(

日

)

4
司
王
宮
包
凶
主
回
一
-
〈
・
∞
。
間
同
与
え
吋
同
5
8
2
ω
S
D岬
0
3
(
U
o
g
ヨ
03

ω符nrzOgD♀-り巴↑凹

ロ.品&印
ω.
三
章
一
節
一
項
ニ
凶
(
一
六
巻
四
号
一
二
三
頁
)
、
(
一
七
巻

r
t
L
 

一
号
一
三
=
一
頁
)
参
照
。

明
右
の
オ
ク
ラ
ホ
マ
最
高
裁
判
決
の
六
年
後
、
す
な
わ
ち
一
九
四
七
年
に

は
ア
イ
オ
ワ
州
最
高
裁
の
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
の
シ
ル
ヴ

7
1
・
レ
イ
ク
統
合
学
校
区
対
パ

l
ヵ
l

事
的

2
5
r
rゅ

の
OEO-正
巳
作
品

ωnroo-
】)仲間丹江口

2
・
宮
同
W
2
で
は
、
右
学
校
区
が
同
学
校

区
内
の
私
立
校
に
通
学
す
る
児
童
の
輸
送
に
つ
き
、
権
限
、
義
務
お
よ
び
責

任
を
有
す
る
と
す
る
宣
言
的
判
決
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
上
告
入
学
校
区
は
以
下
の
二
点
に
つ
き
、
向
州
最
高
裁
の
判

断
を
求
め
た
。

第
一
点
は
、
同
学
校
区
が
、
同
学
校
区
内
の
学
校
か
ら
一
マ
イ
ル
以
上

離
れ
た
地
域
に
居
住
す
る
ふ
克
童
の
た
丸
山
、
通
学
の
輸
送
手
段
を
供
す
る

権
能
、
権
限
、
お
よ
び
義
務
を
有
す
る
こ
と
(
傍
点
筆
者
)
。
ま
た
、
一

九
四
六
年
の
州
法
二
八
五
章
の
規
定
す
る
学
校
区
の
費
用
償
還
請
求
権

は
、
同
学
校
区
が
教
区
校
児
童
を
輸
送
す
る
場
合
に
も
失
わ
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
。

第
二
点
は
、
同
学
校
区
内
の
、
学
校
か
ら
一
マ
イ
ル
以
上
離
れ
て
居
住

す
る
児
童
の
両
親
が
、
そ
れ
ら
児
童
の
通
学
費
用
を
支
払
う
と
言
う
条
件

で
右
バ
ス
輸
送
を
認
め
る
場
合
、
同
学
校
区
の
料
金
償
還
を
受
け
る
権
利

.~ 
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j

z
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e
E奪
還

は
喪
失
、
乃
至
失
効
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
ま
た
こ
の
場
合
、
同
学

校
区
が
、
同
一
の
ハ
ス
に
よ
り
公
立
校
お
よ
び
私
立
校
児
童
を
同
時
に
輸

送
す
る
よ
う
に
運
営
を
行
な
う
契
約
を
締
結
す
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
の
契
約
で
は
、
同
一
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
一
定
の
路
線
を
運
行

し
、
輸
送
費
の
按
分
し
た
額
を
そ
れ
ら
両
親
が
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
公

立
校
児
童
の
輸
送
費
に
つ
い
て
は
割
引
い
た
率
で
計
算
を
行
な
う
こ
と
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
イ
オ
ワ
州
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
事
件
の
中
心
的
問
題

が
、
私
立
校
に
通
学
す
る
児
童
の
輸
送
に
関
す
る
、
学
校
区
の
権
限
、
権

利
、
義
務
お
よ
び
責
任
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
の
点
に
あ
る
と
指
摘

付

し
て
、
ヘ
イ
ル
(
白
色
巾
)
判
事
が
代
表
意
見
を
述
べ
た
。
彼
の
意
見
は
要
旨

アメリカ合衆国における政教分離の原則

以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

同
法
は
、
州
内
の
す
べ
て
の
学
校
区
が
通
学
児
童
に
対
し
無
料
輸
送
を
行

な
う
こ
と
、
こ
の
場
合
学
校
区
は
そ
の
費
用
に
つ
き
、
同
法
の
定
め
る
法
に

従
っ
て
償
還
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
、
を
定
め
て
い
る
。

本
件
の
問
題
は
、
右
の
輸
送
を
定
め
る
州
法
が
、
学
校
区
の
、
公
立
校
へ

通
学
す
る
児
童
の
輸
送
の
み
を
行
な
う
権
利
、
義
務
を
定
め
て
い
る
の
か
ど

(
2
)
 

う
か
、
の
点
に
あ
る
。

こ
の
点
、
州
法
二
五
七
|
コ
一

O
五
章
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
公
立
校
と
は
一

部
ま
た
は
全
部
、
租
税
に
よ
っ
て
維
持
運
営
さ
れ
て
い
る
学
校
を
意
味
し
、

私
立
校
と
は
そ
れ
以
外
の
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
に
定
め
が
な

、!ノ、

/ 

い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
公
笠
校
に
つ
い
て
の
み
学
校
区
の
権
限
が
及
ぶ
の
で
あ

へ3
)

っ
て
、
そ
の
権
限
は
州
法
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
州
法
の
諸
規
定
を
前
提
と
し
て
考
え
て
み
る
と
、
学
校
区
に

は
パ
ス
輸
送
を
行
な
う
右
に
定
め
た
範
囲
で
の
義
務
が
あ
り
、
学
校
区
は
こ

れ
に
必
要
な
行
為
の
委
託
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
委
託
の

範
囲
は
、
学
校
区
の
管
糖
下
に
お
か
れ
た
児
童
に
対
し
て
の
み
限
定
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
州
法
に
よ
れ
ば
、
学
校
区
は
同
二
八

O
章
固
に

定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
校
舎
に
国
旗
を
掲
げ
る
こ
と
、
英
語
で
教
育

す
べ
き
謀
自
の
指
定
、
ア
メ
リ
カ
の
市
民
、
憲
法
、
歴
史
に
つ
い
て
の
指
導

に
あ
た
っ
て
私
立
校
に
対
し
管
轄
権
を
行
使
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

外
の
行
為
に
つ
い
て
私
立
校
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
パ
ス
輸
送
は
こ
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ

る
、
と
し
た
。

次
に
裁
判
所
は
第
二
点
に
つ
い
て
触
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

原
告
学
校
区
は
一
九
三
九
年
の
州
法
四
二
七
回
、

O
六
節
を
あ
げ
て
い

る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
教
育
委
員
会
は
、
無
料
輸
送
の
受
益
資
格
を
欠
く
児
童
の
両
親
が
、

同
輸
送
費
の
按
分
比
分
を
支
払
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
児
童
の
、
同
輸
送

施
設
の
利
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
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料

こ
の
法
律
は
一
九
三
三
年
の
第
四
五
議
会
で
定
め
ら
れ
た
法
律
第
五
九
章

の
一
部
な
の
で
あ
る
が
、
同
章
は
「
学
校
施
設
お
よ
び
輸
送
」

(
ω
n
r
o
o
-
3・

n
E円
F
E
E
L
吋

3
5宮門
g
t
oロ
)
の
タ
イ
ト
ル
の
下
で
以
下
の
規
定
を
有
す

資

る
。
す
な
わ
ち
、

「
一
つ
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
学
校
区
は
、
そ
れ
ら
学
校
区
内
の
児
童

に
対
し
、
一
定
の
条
件
の
下
で
の
輸
送
を
含
む
初
等
学
校
の
施
設
を
整
備

す
る
た
め
、
他
の
学
校
区
と
合
同
で
、
ま
た
は
単
独
で
、
契
約
を
締
結
す

る
権
能
を
有
す
る
。
」

さ
ら
に
こ
の
点
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
同
節
第
三
項
は
、

「
委
員
会
が
こ
れ
ら
の
施
設
を
整
備
す
る
場
合
に
は
、
幼
稚
園
か
ら

第
八
学
年
ま
で
の
全
学
童
(
色
一
円
E
5
5ロ
)
に
対
す
る
適
当
な
輸
送
手
段

を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
右
学
校
か
ら
二
マ
イ
ル
、

ま
た
は
そ
れ
以
上
離
れ
て
居
住
す
る
児
童
を
含
む
も
の
と
す
る
o
」
(
傍
点

筆
者
)
。

と
定
め
て
い
る
。

原
告
学
校
区
は
第
二
点
を
基
礎
、
、
つ
け
る
理
由
と
し
て
、
右
第
三
項
の
「
全

学
童
」
(
白
Z
n
y
E
Bロ)

の
意
味
が
、
公
立
校
の
み
な
ら
ず
、
私
立
校
児
童

を
も
含
む
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
特
に
法
律
で

定
め
の
な
い
か
ぎ
り
、
公
立
校
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
州
の
学
校
法
は
も

つ
ば
ら
公
立
校
の
み
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
点
、
第
二
点
に
つ
き
裁
判
所
は
、
オ
リ
ヴ
7
1
(
2・

ぞ

2)
裁
判
長
以
下
、
ブ
リ
ス
(
巴
日
)
、
ガ
l
フ
ィ
ル
ド
(
の
R
r
o
E
)
、
ス

、ス

(mB広『)、

マ
ン
ツ
(
宮

S
Z
)
、

マ
ロ
ニ
イ
(
宮
口
町
O
ロミ)、

ズ
(
出
ミ
凹
)
各
判
事
賛
成
の
全
員
一
致
で
下
級
審
の
判
決
を
認
容
し
、
原
告

の
請
求
を
棄
却
し
た
。

本
件
判
決
で
の
争
点
は
、
も
っ
ぱ
ら
州
教
育
法
の
定
め
る
規
定
の
意
味
に

置
か
れ
て
い
る
。
上
告
人
た
る
学
校
区
の
主
張
が
、
州
法
の
規
定
す
る
「
全

児
童
」
に
対
す
る
輸
送
手
段
を
供
与
す
る
権
能
は
そ
の
中
に
私
立
校
を
も
ふ

く
む
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
解
釈
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
裁
判
所
は
こ

の
主
張
を
否
定
し
て
、
州
教
育
法
の
規
定
は
も
っ
ぱ
ら
公
立
校
に
限
る
、
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
学
校
区
の
行
為
を
警
察
権
能
の
範
囲
に
入
る

か
否
か
、
は
直
接
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
州
憲
法
の
宗
教
活
動
に

対
す
る
公
金
の
支
出
の
禁
止
の
問
題
も
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
点
で

は

mに
あ
げ
た
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
l
ト
ン
対
ミ
ル
ク
イ
ヅ
ト
事
件
と
同
様
で

あ
る
。
同
事
件
は
も
っ
ぱ
ら
契
約
の
効
力
の
問
題
で
、
実
態
に
つ
き
検
討
を

加
え
、
学
校
区
の
行
為
を
そ
の
権
限
の
範
囲
を
越
え
た
も
の
、
と
し
た
の
で

あ
っ
た
。
本
件
も
も
っ
ぱ
ら
州
教
育
法
の
解
釈
を
通
じ
て
学
校
区
の
権
能
の

問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
点
は
右
事
件
と
同
様
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
こ イ
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亀全

の
よ
う
に
み
る
と
本
件
に
お
い
て
も
ま
た
、
一
般
福
祉
の
増
進
と
言
う
警
察

権
能
の
要
請
と
政
教
分
離
の
要
請
と
の
衝
突
と
言
う
問
題
は
生
じ
て
い
な
い

と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
こ
の
事
件
が
一
九
四
七
年
に
生
じ
て

い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え
て
み
る
べ
き
で
、
同
年
に
お
い
て
は
後
に

触
れ
る
連
邦
最
高
裁
の
エ
ヴ
ァ
ソ
ン
事
件
が
、
右
の
二
つ
の
要
請
の
問
題

を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件
判
決
は
直
接
触
れ
て
は
い
な
い
に
し
て

も
、
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
!
の
理
論
を
否
定
的
に
解
し
、
分
離
原
則
を
厳
格
に
解

す
る
立
場
に
立
っ
て
事
案
を
解
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

村

(
1
)
ω
己〈
2
F
m
w
}
向。

n
cロωo一五伊丹。
ι
m
n
y
c
c一
U
E
F

〈
・
可
町
民
日
向
巾
円
。
昨
日
「

同
由

Z
.
4ぐ・
M
L
N
F

(

2

)

N

∞
Z
・4
司
・
包
N
H
N

(
3
〉
そ
の
先
例
と
し
て
∞
E
問問。

B
E
〈
-
H
E。
唱
。
邑
o
E
m
口roo-
虫
色
・

Z

0
・
A
T
N
N
叶
円
。
者
卵
白

2
・
N
S
Z
-

当
・
印
・
を
あ
げ
る
。

(
4〉

N
U
Z
-

翼
民
N
N
0・

アメ 1カ合衆国における政教分離の原則

一
一
一
、
無
料
パ
ス
輸
送
を
違
憲
と
し
た
州
の
判
例

以
上
に
あ
げ
た
聞
か
ら
悶
ま
で
の
判
決
群
に
対
し
、
以
下
に
あ
げ
る
一
一
一
つ

の
違
憲
判
決
は
後
に
憲
法
修
正
、
法
律
の
制
定
に
よ
り
無
料
、
ハ
ス
輸
送
を
容

同

認
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず

r6j 

ニュ

l

・ヨ
l
ク
州
に
お
け
る
パ
ス
斡
送
事
件
は
一
九
三
八
年
の
同
州

r、守

最
高
裁
(
の
2
1
c
h
〉
宅
g
F
)

A
1
v
 

に
お
け
る
ジ
ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件

』

E
E
2
m
w
}・
〈
・
回
O
即丘
G
同

開

ι
ロg
t
Dロ
C
同

C
g
c口
明
月
。

ωnycc一口回目
F

Z
G・
M-

で
あ
る
。

」
の
事
件
で
は
、
右
教
育
委
員
会
に
よ
る
私
立
校
、
ま
た
は
教
区
校
児
童

の
無
料
輸
送
の
差
し
止
め
、
お
よ
び
右
目
的
の
た
め
の
課
税
の
停
止
を
求
め

た
納
税
者
訴
訟
が
扱
わ
れ
た
。
原
審
裁
判
所

(ω
右
足
旨
ゆ
(
U
2
H
F
〉
毛
色
伊
丹
命

ロ
2
2
5ロ
)
は
、
右
目
的
の
た
め
に
原
告
ジ
ヤ
ド
(
の
・
「
]
ロ
庄
)
等
の
財
産

に
対
す
る
課
税
、
そ
の
徴
収
権
、
お
よ
び
そ
の
先
取
特
権
の
取
消
な
ら
び
に
無

ハ
2
〉

効
を
求
め
る
、
右
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
原
告
等
は
同
州
最
高
裁
に
上

告
し
た
。
同
州
最
高
裁
で
は
リ
ベ
イ
(
侵
害
ミ
)
判
事
が
意
見
を
述
べ
、
原

判
決
破
棄
差
戻
し
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
れ
に
は
レ
!
?
ン

(rrEE)
、

右ブ
裁ス
判(
所 F
F寺0""'

克 E
t工、
カ込 フ

なィ
リン

委チ
tこ可1
わ日
た2:

z明
の争
、、が
£賛
る成

ぞ主
ま。

ず

妻
関

係
に
つ
い
て
要
旨
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

従
来
の
州
教
育
法
に
よ
れ
ば
、
身
体
障
害
児
童

G
S
m片同一
q
Z
E
T

S
黒
河
門
戸
宮
古
ゲ
)
の
た
め
の
通
学
輸
送
は
私
立
校
ま
た
は
教
区
校
児
童
に

行
な
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

ω
一
九
三
六
年
に
州
議
会
ば
右
教
育
法
を
改
正
し
、
以
下
の
括
弧
書
部

分
を
つ
け
加
え
た
。

・
・
・
・
:
州
学
校
区
内
に
居
住
す
る
住
民
は
同
学
校
区
に
居
住
す
る
す

)
 

唱

i
''E
‘、
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末十

べ
て
の
児
童
の
輸
送
を
:
:
:
:
・
帥
・
・
:
:
、

ω右
学
校
区
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
る
学
校
に
対
し
、
お
よ
び
「
右
学
校
区
ま
た
は
隣
接
の
学
校
区
あ
る

い
は
市
に
存
在
す
る
公
立
校
以
外
の
学
校
に
対
し
」
行
な
う
権
能
を
有
す

る
。
「
居
住
民
の
投
票
に
よ
っ
て
、
児
童
輸
送
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
、

学
校
区
お
よ
び
そ
の
理
事
者
は
、
当
該
学
校
区
内
の
学
令
の
全
児
童
が
、

平
等
に
輸
送
の
便
宜
を
享
有
し
う
る
よ
う
に
、
必
要
に
応
じ
、
一
乃
至
そ

れ
以
上
の
路
線
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

ゆ
一
九
三
七
年
一
月
七
日
、
学
校
区
投
票
者
に
よ
る
特
別
集
会
が
開
催

さ
れ
、
教
区
校
通
学
児
童
の
輸
送
費
支
出
の
提
案
は
拒
否
さ
れ
た
。
右

提
案
の
姫
否
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
つ
き
、
教
育
委
員
は
、
改
正
現
行

教
育
法
に
よ
れ
ば
無
料
輸
送
が
公
立
校
児
童
に
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、

同
学
校
内
に
所
在
す
る
私
立
校
お
よ
び
教
区
校
児
童
に
対
し
て
も
同
様
に

行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
そ
こ
で
第
二
回
投
票
に
お
い

て
右
目
的
の
た
め
の
支
出
、
お
よ
び
課
税
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
、
公
け

の
費
用
に
よ
る
教
区
校
児
童
の
輸
送
は
、
州
教
育
法
二

O
六
節
に
対
す

る
一
九
三
六
年
の
改
正
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ

る。

資

(4) 

そ
こ
で
本
件
原
告
は
、
こ
の
よ
う
な
支
出
を
認
め
る
同
法
改
正
は
ニ

ュ
l
・
ヨ
l
p
州
憲
法
九
条
に
違
反
す
る
と
主
張
、
右
の
取
消
を
請
求
し

た
。
原
審
は
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
上
告
人
は
当
裁
判
所
に
上
告
し

た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
続
い
て
州
憲
法
第
九
条
ハ
一
八
九
四
年
制
定
)
に
つ
い
て
要
旨
次

(
4〕

の
よ
う
に
触
れ
た
。

ω
同
条
第
一
項
は
州
の
公
立
校
組
織
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、
こ
の

中
に
は
教
区
校
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
一
八
一
二
年
州
法
、
同
一
三
年

州
法
、
同
一
四
年
州
法
、
お
よ
び
同
一
九
年
州
法
に
よ
り
右
と
同
様
な
趣

旨
に
従
い
、
公
立
校
基
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
支
出

は
公
立
校
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
一
八
一
二
年
制
定
の
州

憲
法
七
条
一

O
項
、
同
四
六
年
憲
法
九
条
、
同
九
四
年
九
条
三
項
に
同
様

な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ω
現
行
憲
法
九
条
二
項
、
お
よ
び
一
七
八
四
年
州
法
に
よ
っ
て
、
州
内

の
公
立
校
教
育
は
公
け
の
支
配
を
排
他
的
に
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ゆ
同
条
四
項
は
、

「
州
お
よ
び
そ
の
下
部
機
関
は
、
州
の
財
産
、
信
用
、
ま
た
は
公
金
を
直

接
も
し
く
は
間
接
に
、
宗
教
教
派
の
支
配
も
し
く
は
監
督
を
全
部
、
ま
た

は
一
部
受
け
、
も
し
く
は
教
派
的
信
条
ま
た
は
教
義
が
教
え
ら
れ
る
学

校
、
あ
る
い
は
教
育
施
設
の
援
助
、
ま
た
は
維
持
の
た
め
に
使
用
し
ま
た

は
権
能
を
与
え
、
も
し
く
は
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
審
査

ま
た
は
検
査
の
場
合
も
除
く
。
」
と
定
め
る
。
こ
の
点
か
ら
右
条
項
が
公

金
の
支
出
の
範
囲
を
公
立
校
の
教
育
目
的
に
の
み
限
定
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

川
何
本
州
が
組
織
さ
れ
て
以
来
、
公
立
校
と
教
区
校
の
聞
に
は
完
全
な
分

離

宮

内

O
B立
巳
巾
田
君
。
お
宮
市
)
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
八

O
五

年
州
法
は
、
ニ
ュ
l
・
ヨ
l
p
市
の
貧
国
児
童
収
容
の
無
料
校
創
設
の
基

金
を
定
め
た
が
、
こ
れ
に
は
宗
教
団
体
に
所
属
す
る
児
童
は
そ
の
対
象
か

-< 

司

北法18(2・90)30-! 



ら
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
四
二
年
州
法
一
回
節
は
教
区
校
の

た
め
の
公
金
の
支
出
を
一
切
禁
止
し
た
。
更
に
一
八
四
四
年
州
法
は
こ
の

こ
と
を
一
層
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
八
五
三
年
に
は
、

宗
教
団
体
員
た
る
州
民
が
教
区
校
の
設
立
、
お
よ
び
公
金
の
教
区
校
に
対

す
る
支
出
を
議
会
に
対
し
請
願
し
た
が
、
議
会
の
委
員
会
は
教
会
と
国
家

の
分
離
の
一
般
政
策
に
基
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
請
願
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
し
た
。
そ
の
際
、
も
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
な

ら
、
教
派
間
の
、
右
資
金
護
得
の
た
め
の
争
い
が
生
ず
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

同
と
こ
ろ
で
右
憲
法
条
項
の
趣
旨
に
つ
き
、
こ
れ
が
公
福
祉
政
策
の
要

求
に
依
る
こ
と
、
ま
た
援
助
は
学
校
で
は
な
く
児
童
に
対
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
す
る
議
論
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
世
論
お
よ
び
公
立
校
組
織
を

設
立
し
た
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
と
な
っ
て
採
用
し
が
た
い
。
右
第
九
条
の

趣
旨
は
一
九
三
三
年
の
法
の
改
正
の
際
に
も
再
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

紛
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
州
の
場
合
完
全
な
教
会
と
国
家
の
分

離
が
常
に
保
持
さ
れ
、
ま
た
確
聞
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。
教
育
の
分
野
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
政
策
実
現
は
、

個
人
も
し
く
は
階
級
の
聞
の
差
別
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
何
人

の
宗
教
上
の
権
利
を
も
奪
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
国
は
児
童
を
公

立
校
に
通
学
さ
せ
る
べ
く
強
制
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
ピ

(

6

)

 

ア
ス
対
シ
イ
ス
タ

l
ズ
事
件
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
教
区

校
に
通
学
す
る
か
ど
う
か
は
も
っ
ぱ
ら
両
親
と
児
童
の
選
択
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
費
用
は
公
け
の
問
題
外
な
の
で
あ

円アメリカ合衆国における政教分離の原則j

2
2
f
a
 

る
。
従
っ
て
直
接
、
間
接
を
問
わ
ず
、
公
金
に
よ
る
教
区
校
援
助
の
た
め

の
支
出
は
、
教
会
と
国
家
の
分
離
の
完
全
な
分
離
の
概
念
に
反
す
る
こ
と

(
6〉

と
な
る
。

」
の
よ
う
に
述
べ
た
裁
判
所
は
続
い
て
判
例
を
取
り
あ
げ
、
判
例
の
立
場

か
ら
も
当
裁
判
所
の
見
解
は
是
認
さ
れ
る
も
の
、
と
し
た
。
ま
ず
、
ト
ラ
ウ

円

7
)

ブ
対
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
輸
送
の
目
的
が
教
区
校
の
利
益

を
促
進
す
る
こ
と
と
な
る
」
の
で
あ
り
、

「
組
織
と
し
て
の
学
校
を
成
立
さ

せ
、
強
化
し
、
そ
し
て
成
功
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
あ
る
」
と
そ
の
判

へ8
〉

旨
を
引
用
し
た
。
更
に
ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ

l
事
件
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
ス

内

O
U
】

タ
ン
ト
ン
評
議
会
事
件
に
お
い
て
も
右
の
見
解
と
同
様
な
立
場
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
っ
て
、
更
に
裁
判
所
は
本

件
と
ほ
ぼ
事
案
を
等
し
く
す
る
こ
事
件
す
な
わ
ち
、
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
l

(刊
)

(

U

)

ト
ン
対
ミ
ル
ク
ィ
ッ
ト
事
件
、
お
よ
び
ト
ラ
ウ
ブ
対
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
に
お
い

て
、
輸
送
が
州
憲
法
に
反
す
る
と
さ
れ
た
点
を
あ
げ
た
。

ま
た
、
裁
判
所
は
、
教
科
書
供
給
事
件
に
お
け
る
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア

ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
が
連
邦
最
高
裁
で
合
憲
と
な
っ
た
点
に
つ
き
、
こ
れ

は
連
邦
の
問
題
で
は
な
く
州
の
問
題
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
ま
た
こ
こ
で
の
判

決
は
、
連
邦
修
正
一
四
条
に
よ
り
私
的
目
的
の
た
め
個
人
の
財
産
に
課
税
を

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
、
と
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半ヰ

評
価
し
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
連
弗
最
高
裁
に
お
け
る
カ
ク
ラ
ン
事
件
判

決
を
導
い
た
、
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
の
多
数
意
見

よ
り
は
少
数
意
見
に
む
し
ろ
音
、
採
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
多
数
意

見
、
少
数
意
見
は
四
対
三
に
分
れ
た
こ
と
は
前
に
触
れ
た
。

資

対
すリ
るべ
公イ
金判
支事
出は
のこ
禁の
止少
に数
よ意
つ見
てか
最ら
も
Iロー「

選旦
さ却、
の

れ守百

乏荏
土

与整
るぺ
部門教
分日区
を校
ヲIiこ

き
、
公
共
の
福
祉
の
促
進
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
考
え
方
を
示
し
た
。
裁
判

所
は
重
ね
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
ス
タ
ン
ト
ン
-
評
議
会
事
件
、
オ
ト
ケ
ン
対

ラ
ム
キ
ン
動
、
ダ
コ
タ
長
老
会
話
襲
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
議
会

に
対
す
る
裁
判
所
の
見
解
の
丸
山
此
、
ロ
ー
了
カ
ト
リ
ヅ
グ
孤
児
院
対
ブ
ル

ッ
ク
リ
ン
市
事
件
お
よ
び
サ

l
ジ
エ
ン
ト
対
教
育
委
員
会
事
件
を
引
用
し
、

教
区
校
に
対
す
る
直
接
、
間
接
の
援
助
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

裁
判
所
は
、
更
に
警
察
権
能
の
行
使
の
問
題
に
つ
き
被
告
の
主
張
を
否
定

し
て
、
た
と
え
警
察
権
能
の
行
使
の
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
行
使

は
、
国
の
基
本
法
た
る
憲
法
条
項
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
判
例
の
一
亦
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
憲
法
条
項
に

違
反
す
る
よ
う
な
場
合
二
ほ
、
国
の
警
察
権
能
の
行
使
を
目
的
と
す
る
制
定

法
に
は
何
の
効
力
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
ま
た
、
こ
の
点

(
白
〉

は
コ
ロ
ン
対
リ
ス
ク
事
件
に
お
い
て
す
で
に
表
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
、
と
し
た
。

結
局
、
こ
の
よ
う
に
し
て
州
最
高
裁
は
、
本
件
被
告
委
員
会
の
教
区
校
児

童
の
輸
送
目
的
の
た
め
の
三
、
一
二
五

0
ド
ル
の
支
出
行
為
、
右
目
的
の
た
め

の
課
税
お
よ
び
こ
の
た
め
の
私
有
財
産
に
対
す
る
国
の
先
取
特
権
を
容
認
し

た
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。

」
の
判
決
に
つ
い
て
は
ク
レ
イ
ン

(
(
U
Sロ
巾
)

判
事
に
よ
る
反
対
意
見
が

あ
る
。
同
判
事
の
反
対
意
見
の
要
旨
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ω
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
は
前
記
の
州
教
育
法
二

O
六
節
で

あ
る
。
こ
れ
が
違
憲
で
あ
る
唯
一
の
根
拠
と
し
て
憲
法
九
条
四
項
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ω
州
教
育
法
二
三
条
は
義
務
教
育
に
つ
き
規
定
を
置
き
、
同
六
一
一

O
節

で
は
す
べ
て
の
未
成
年
者
の
通
学
義
務
を
定
め
、
六
一
二
節
は
そ
の
該
当

年
令
、
六
二
五
節
は
そ
の
内
容
を
定
め
、
こ
れ
ら
各
条
項
に
違
反
し
て
通

学
を
行
な
わ
ぬ
者
は
州
の
出
席
調
査
官
(
主
席
ロ
含
ロ
8
0
E
8同
)
が
こ
れ

を
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
、
出
席
を
強
制
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
な
お
、
右
条
項
違
反
に
は
罰
金
を
課
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

制
ま
た
、
児
童
お
よ
び
そ
の
両
親
が
、
公
立
校
あ
る
い
は
私
立
校
を
自

由
に
選
択
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ピ
ア
ス
対
シ
ィ
ス
タ

l
ズ
事
件
が
明

ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
、
要
す
る
に
児
童
冷
公
立
あ
る
い
ほ
私

立
の
い
ず
れ
か
の
学
校
に
お
い
て
修
学
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

d 
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内

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ω
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
義
務
教
育
制
度
の
結
果
と
し
て
、
学
校
区
住
民

は
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
児
童
の
通
学
方
法
に
つ
き
適
当
な
措
置

を
と
る
権
能
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
法
の
目
的
は
、

も
っ
ぱ
ら
児
童
の
出
席
を
確
保
し
、
ま
た
彼
ら
の
健
康
を
保
障
す
る
目
的

に
出
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
教
会
乃
至
宗
教

活
動
を
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ω
従
っ
て
こ
こ
に
は
、
両
親
が
彼
ら
の
児
童
を
こ
の
よ
う
な
輸
送
手
段

に
よ
っ
て
通
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、
両
親
の
う
ち
の
あ
る
者

が
彼
ら
の
児
童
を
こ
の
よ
う
な
教
区
校
に
送
り
こ
む
か
も
知
れ
な
い
、
と

い
う
意
味
で
の
偶
然
の
利
益
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
場
合
以
外
に
は
、

、
、
、
、

学
校
に
対
す
る
利
益
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
憲
法
条
項

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
は
宗
教
的
指
導
が
行
な
わ
れ
て
い
る
学
校
を
不
利
益
に
取
り
扱
い
、
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
を
廃
止
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
(
傍
点

筆
者
)
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則j

グ
レ
イ
ン
判
事
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
原
判
決
は
継
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
し
た
。
こ
の
反
対
意
見
に
は
オ
ビ
リ
エ
ン

(Qppg)、
ロ
ウ
グ
ラ

ン

(F2同
y
gロ
)
両
判
事
が
賛
成
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
ニ
ュ

l
・
ヨ

l

F

州
最
高
裁
は
四
対
三
の
対
立
意
見
で
児
童
輸
送
を
定
め
た
州
法
を
違
憲
と
し

た
。
こ
の
判
決
多
数
意
見
が
後
に
見
る
よ
う
に
、
違
憲
と
判
断
す
る
他
州
の

最
高
裁
判
決
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

?
?
 

、
'
P
 

こ
の
判
決
が
一
に
紹
介
し
た
判
決
群
と
著
し
く
異
な
る
点
は
警
察
権
能
の

理
論
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
最
後
の
第
三
項

「
ま
と
め
」
の
部
分
で
も
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
山
か
ら
問
ま
で
の
州

最
高
裁
判
決
は
一
般
福
祉
の
促
進
と
言
う
理
念
か
ら
の
考
慮
を
い
ず
れ
も
閑

却
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
本
件
で
は
四
対
三
で
こ
の
理
念
が
容

認
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
吾
首
え
、
少
数
意
見
の
中
で
強
く
主
張
さ
れ
た
こ
と
は

ハ
ス
輸
送
事
件
に
関
す
る
最
初
の
右
理
念
の
導
入
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ

し、
。

こ
の
判
決
多
数
意
見
が
先
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

多
数
意
見
要
旨
の
中
に
あ
る
よ
う
に
ト
ラ
ウ
ブ
事
件
、
ス
ミ
ス
事
件
、
ゥ
イ

リ
ア
ム
ズ
事
件
、
お
よ
び
ボ
l
デ
ン
事
件
少
数
意
見
で
あ
る
が
、
パ
ス
輸
送

の
事
例
は
最
初
の
ト
ラ
ウ
ブ
事
件
の
み
で
、
第
二
、
第
四
の
引
用
は
教
科
書

供
給
、
第
一
一
一
は
委
託
費
支
払
の
事
件
な
の
で
あ
る
。
事
例
を
ほ
ぼ
等
し
く

す
る
こ
の
最
初
の
ト
ラ
ウ
ブ
事
件
を
支
配
し
た
の
は
、
こ
の
第
二
の
ス
ミ
ス

事
件
お
よ
び
第
四
の
ボ
l
デ
ン
事
件
少
数
意
見
で
あ
り
、
両
事
件
は
教
科
書

供
給
が
結
局
学
校
に
対
す
る
利
益
の
供
与
と
な
る
と
し
て
児
童
福
祉
論
を
否

定
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
が
、
ボ
ー
デ
ン
事
件
と
事

案
を
等
し
く
す
る
カ
ク
ラ
ン
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
で
否
定
さ
れ
た

こ
と
は
三
章
二
節
で
詳
細
じ
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
州
最
高
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裁
判
決
の
流
れ
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
そ
作
で
は
本
件
多
数
意
見
は
、
右
カ

ク
ラ
ン
事
件
の
連
邦
最
高
裁
意
見
に
ど
う
言
う
批
判
を
な
し
て
い
る
か
、
が

資

問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
本
件
多
数
意
見
は
、
管
轄

権
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で

問
題
と
な
っ
た
教
科
書
の
供
給
は
連
邦
の
問
題
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
州
の

問
題
に
と
ど
ま
る
、
と
し
て
、
先
例
性
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
少
数
意
見
は
、
児
童
の
通
学
が
義
務
教
育
法
に
よ
っ
て
強
制

さ
れ
て
お
り
、
州
は
児
童
の
安
全
に
つ
い
て
の
責
務
を
有
し
、
こ
の
場
合
の

配
慮
に
お
い
て
、
教
区
校
を
不
利
益
に
差
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す

る
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
少
数
意
見
の
立
場
は
そ
の
地
域
社
会
に

お
い
て
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
州
の
利
益
供
与
に
際
し
て
、
児
童
が
教
区
校

に
通
学
す
る
故
を
も
っ
て
こ
れ
を
除
外
す
る
の
は
む
し
ろ
平
等
条
項
に
反
す

る
、
と
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
四
対
三
に
よ
る
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
た
後
、
一
九
三
八
年
の

憲
法
改
正
に
お
い
て
、
ニ
ュ
1
・
ヨ
i
ク
州
は
、
問
題
の
九
条
四
項
を
修
正

し
、
州
内
に
存
在
す
る
学
校
、
そ
の
他
教
育
施
設
に
対
し
通
学
パ
ス
を
供
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
改
正
を
行
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
一
九
三
八
年
一
一
月
八
日
修
正
の
一
一
条
四
項
で
あ
る
。
同

条
は
右
修
正
前
は
九
条
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
三
八
年
の
憲
法

修
正
の
結
果
改
節
変
更
さ
れ
、

一
一
条
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正

は
、
多
数
意
見
中
川
w
の
憲
法
九
条
の
部
分
の
条
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
た
だ
し
、
立
法
府
は
学
校
、
あ
る
い
は
教
育
施
設
へ
の
児
童
の
往
復

の
輸
送
に
つ
い
て
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

同
州
が
こ
の
一
九
三
八
年
の
憲
法
修
正
に
よ
り
、
一
般
福
祉
を
促
進
す
る

方
向
に
向
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

1

)

』
広
島
門
戸
己
主
・
〈
・
回
D
R円山口同開内田口
g
c
cロ
え

C
E
D口
明
日
。
∞
円
}Moo-

U
F
2・
Z
0・
NW
吋

od〈ロ

ch
問
。
同
国
官
R
邑・

2
8
E
C
わ

Dロロ
q
・
2
巳
-

N

斗∞

Z
・J
ヘ-
M
O
O
-

三
章
二
節
一
項
ニ
叩
(
一
七
巻
一
号
一
一
一
一
頁
)

参
照
。
同
一
一
一
一
頁
同
説
明
に
お
い
て
「
教
科
書
供
給
」
と
な
っ
て
い

る
の
は
「
無
料
通
学
輸
送
」
の
誤
り
で
あ
る
。

(
2
)
N印
ω
〉
沼
v
r
U
2・申
{
)
J
?
ω
Z・
J円・

ω
-
N仏

ω@AF・

(

3

)

円、問看
ω
D同
巴
ωhynr・
2
日・

5
丘町
0
2
ω
名
g
g
r角

Y
H
申
ω∞・

(

4

)

回
目

Z
・開
e

N

《日明、吋也・

(
5
)
E
2
9
〈・

ω
C
2
0
q
o『
任
命

ω
Z
R虫
色
吾
何
回
o
q
z
m
W
8
2
D同

』
巾
回
口
回
目
邑
宮
R
M
J
N
S
C・
ω・日
H
0
・
8
ω
・ゎ
F

印
叶

y
g
円、.何-

H
O
斗0
・
8
P
F
-
m
-
怠
∞
・
二
章
五
節
ニ
凶
(
二
ハ
巻
一
号
一
一
二
|

一
一
一
一
一
頁
)
参
照
。

(
6
)
5
2・開
-
N
ι

日∞
N
・

ヨぜ

〈
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(
部
)
こ
の
改
正
部
分
に
つ
い
て
「
但
し
、
立
法
部
は
、
学
校
又
は
教
授
機

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

関
関
の
児
童
の
転
校
に
つ
い
て
規
定
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
傍
点
筆
者
)
と
す
る
訳
が
あ
る
が
(
衆
・
参
院
法
制
局
、
国
立
国
会

図
書
館
、
調
査
立
法
考
査
局
、
「
ア
メ
リ
カ
州
憲
法
集
第
一
集
ニ
ュ

l

-
ヨ
ー
ク
州
憲
法
」
昭
和
二
六
年
、
八
七
頁
)
、
こ
れ
は
誤
り
で
本
文
訳

出
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
タ
イ
ト
ル

の
部
分
「
片
岡
吉
田
吉
見
回
片
岡
O
ロ
え

n
z
r
r
g
E仔
O
H
反
乱
」
も
「
児
童
の

輸
送
の
承
認
」
と
で
も
す
.
へ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(
釘
)
ニ
ュ

l

・ヨ

l

p
州
の
場
合
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
一
般
的
福
祉
の

促
進
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
孤
児
院
等
に
対

す
る
公
金
の
支
出
を
定
め
る
州
憲
法
八
条
一
四
項
(
一
九
三
八
年
修
正

以
前
)
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
サ

l

ジ
エ
ン
ト
対
教
育
委
員
会
事
件

(
=
一
章
一
節
一
項
ニ
問
、
一
六
巻
四
号
一

O
六
|
一

O
九
頁
参
照
)
に

お
け
る
公
金
の
支
出
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
一
九
三

八
年
の
修
正
で
は
一
七
条
に
社
会
保
障
の
項
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
第
二

項
は
州
社
会
福
祉
委
員
会
の
権
能
・
義
務
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
置

R-o 

lu
ふ
7
h

資

更
に
私
立
校
児
童
の
通
学
輸
送
を
定
め
た
州
立
法
の
合
憲
性
を
否
定
し

ヲーた
事
件
と
し
て
、
一
九
四
二
年
の
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
最
高
裁
(
わ

aaご
比
〉
マ

岡村山

r)
の
事
案
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
エ
ラ
l
ド
対
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
郡
教
育

委
員
会
事
炉

P
E
R
T
-
E
3
8
p
g
q
回

C
R
L
C
{
E
5
5ロ
で

あ
る
。
事
案
は
原
告
シ
エ
ラ
ー
ド
(
戸
開
露
目
同
防
止
)
等
が
、
以
下
に
あ
げ
る

一
九
四

O
年
州
法
六
六
章
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
宣
言
的
判

決
断

r基
づ
き
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
郡
巡
回
裁
判
所

(CRE2DEME-

雪
印
ロ
ロ
回
同
血
口
口

r
m
o
n
o
E
U
E
a
g
)
に
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
問
題
の
一
九
四

O
年
州
法
六
六
章
は
、
一
九
三
四
年
州
法
六
五

章
を
改
正
し
、
公
立
校
以
外
の
学
校
に
通
学
す
る
児
童
の
輸
送
を
定
め
る
章

を
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
同
章
は
以
下
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

「
学
校
は
家
庭
か
ら
歩
い
て
適
当
な
距
離
の
範
囲
内
に
居
住
す
る
小
学

校
段
階
の
児
童
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
以
外
の
場

合
に
お
い
て
教
育
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
距
離
の
範
囲
以
外
に
居
住
す

る
小
学
校
段
階
の
児
童
の
た
め
に
、
教
育
委
員
会
の
一
般
基
金
か
ら
、
児

童
の
輸
送
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
;
:
。
私
立
校
に
通
学

す
る
児
童
も
ま
た
、
右
に
規
定
し
た
公
立
校
児
童
と
同
様
な
権
利
、
お
よ

(
8〉

び
特
権
を
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

」
れ
に
対
し
て
原
告
は
、
右
法
律
の
合
憲
性
を
争
っ
て
同
州
民
事
訴
訟
法

(任。

ci戸
わ
邑
ゆ
え

P
R
2
8
)
六
一
一
一
九

a節
、
お
よ
び
宣
言
的
判
決
法

に
基
づ
き
、
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
巡
回
裁
判
所
に
宣
言
的
判
決
を
請
求
し
た
。
そ

， . 

〈
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の
理
由
は
、
右
改
正
に
よ
っ
て
、
州
教
育
委
員
会
の
一
般
的
基
金
ー
ー
と
れ

は
公
立
校
児
童
の
用
に
の
み
供
す
る
た
め
に
支
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

が
ー
ー
が
教
派
校
あ
る
い
は
教
区
校
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
憲
法
一
二
、
五
、
五
九
、
一
七

一
、
一
八
回
、
一
八
六
、
一
八
八
お
よ
び
一
八
九
の
各
条
に
違
反
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
述
べ
た
。

」
れ
に
対
し
、
被
告
教
育
委
員
会
の
抗
弁
は
要
旨
次
の
よ
う
で
あ
る
。

同
法
改
正
条
項
は
州
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
冶
く
、
同
法
の
規
定
は

警
察
権
能
の
有
効
な
行
使
な
の
で
あ
る
。
私
立
校
に
通
学
す
る
児
童
は
州
の

付

義
務
教
育
法
の
要
求
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
州
教
育
委
員
会

アメリカ合衆国における政教分離の原則

の
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
郡
教
育
委
員
会
は
右
制

定
法
の
定
め
る
義
務
を
単
に
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
法
律
の
定
め

て
い
る
援
助
は
学
校
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
児
童
に
対
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
(
傍
点
原
判
決
)
。

こ
れ
に
対
し
、
同
州
第
一
審
裁
判
所
た
る
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
郡
裁
判
所

(
C
H
n
a

件。2同
F

室町
2
8
∞s
p
n
y
ω
o
n
o
E
E
4
5
5ロ
)
の
パ

l
ニ
ッ
ト

(
の
・
回
日

53)
判
事
は
、
原
告
の
請
求
を
却
下
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
本

件
に
お
い
て
は
州
教
育
委
員
会
が
必
要
的
共
同
被
告
守
口
市
白
叩

g
q寝
込
可
)

で
あ
り
、
原
告
の
請
求
に
は
こ
れ
を
欠
く
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告

は
そ
こ
で
事
案
を
州
最
高
裁
に
持
ち
込
ん
だ
。

こ
れ
に
対
し
州
最
高
裁
は
、
ラ
ト
リ
フ
(
宮
壬
主
判
事
が
意
見
を
述
べ

た
。
そ
の
要
旨
は
以
下
で
あ
る
。

ω
ま
ず
、
本
件
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
訴
訟
適
格
の
問
題
が
あ
る
。
こ

ハ
4
v

の
点
は
、
先
例
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
と
同
様
に
、
州
教
育
委
員
会
が

被
告
と
な
る
こ
と
が
よ
り
望
ま
し
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
必
要

的
要
件
と
解
す
る
必
要
は
な
い
。

ω
ま
た
、
第
一
審
裁
判
官

(
p
o
n
Eロ
2
2
0
4
の
述
べ
た
他
の
理
由
と

し
て
、
本
件
は
州
全
体
の
問
題
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
す

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
州
教
育
委
員
会
が
被
告
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

ω
次
に
、
本
案
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
。
ま
ず
、
本
法
は
憲
法
の
条
項

の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
の
問
題
が
あ
る
o

憲
法
一
七

一
条
は
議
会
に
よ
る
課
税
権
を
、
一
八
三
条
は
議
会
に
よ
る
公
立
校
に
関

す
る
立
法
権
を
、
一
八
四
条
は
公
立
校
基
金
は
公
立
校
の
目
的
の
み
に
支

出
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
同
目
的
以
外
に
支
出
す
る
目
的
で
課
税
す
る
場

合
に
は
議
会
に
お
い
て
投
票
に
付
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
を
定
め
て
い
る
。

(

5

)

 

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
言
う
「
公
立
校
」

(noggoロ
伊
rcc])
は
先
例
お
よ

び
制
定
法
に
も
あ
る
よ
う
に
、
公
金
に
よ
っ
て
維
持
、
経
営
さ
れ
る
「
公

共
」
の
、
「
無
料
」
の
学
校
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
で
は

な
い
。被
告
は
本
件
立
法
が
合
憲
で
あ
る
理
由
と
し
て
そ
れ
が
警
察
権
能
の
行

北法18(2・97)311 



料

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

守
使
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
利
益
が
児
童
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

学
校
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
連
邦
最
高
裁
の
先
例
と
し
て

(
6
)
 

カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
を
あ
げ
る
(
傍
点
原
判
決

、
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。

資

し
か
し
、
右
判
決
が
被
告
の
主
張
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
本
州
憲
法
、
こ
れ
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
同
様
な
規

定
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
右
判
決
、
お
よ
び
右
判
決
と
趣
旨

を
等
し
く
す
る
判
決
の
結
論
に
従
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
我
々
が
適
当

(

7

)

 

で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
ガ

l

ニ
イ
対
フ
ア
グ
ソ
ン
事
件
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
私
立
校
児
童
の
通
学
を
定
め
た
州
法
を
違
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。
同

様
な
議
論
は
右
事
件
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ジ
ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事

〈

8
v
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
教
区
校
児
童
へ
の
支
出
は
憲
法
の
定
め
る
義
務
の

範
囲
を
越
え
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
州
に
は
教
派
の
学
校
を
維
持

す

す
る
権
限
が
な
い
の
で
あ
る
、
と
す
る
同
事
件
で
の
結
論
は
本
件
の
場
合
(
9
U
 

に
も
同
様
で
あ
る
。
同
事
件
で
は
更
に
、
統
一
学
校
区
対
ヲ
イ
ト
事
件
を

引
用
し
て
い
る
が
、
右
事
件
で
は
児
童
の
輸
送
は
警
察
権
能
の
範
囲
の
問

題
で
あ
り
、
州
の
児
童
の
健
康
お
よ
び
安
全
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
、

こ
れ
が
憲
法
の
予
定
し
た
教
育
計
画
を
効
果
あ
ら
し
め
る
も
の
、
と
判
断

し
た
。
し
か
し
、
我
々
は
輸
送
が
児
童
に
対
す
る
援
助
で
あ
る
と
言

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぅ
、
こ
の
判
決
の
立
場
を
、
輸
送
が
児
童
に
対
す
る
援
助
で
あ
れ
ば
、
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
が
教
区
校
児
童
に
拡
大
さ
れ
る
と
き
に
、
こ
の
こ
と
が
我
々
の
州
憲
法

U
Fれ
か
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
、
と
考
え
る
(
傍
点
筆
者
)
。

更
に
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
同
様
な
判
決
と
し
て
、
ト
ラ
ウ
ブ
対

(

叫

げ

)

F

(

U

〉

ブ
ラ
ウ
ン
事
件
、
ダ
コ
タ
長
老
会
対
州
事
件
、
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ

l
ト
ン

(

臼

)

(

日

)

対
ミ
ル
ク
イ
ヅ
ト
事
件
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
ス
タ
ン
ト
ン
評
議
員
会
事
件

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
取
り
あ
げ
て
考
え
て
み
る
と
、
被
告
が
引
用
し
、
依
拠
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
カ
ク
ラ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
お
よ
び
少
数
の
他
の
事

件
は
、
以
上
に
あ
げ
た
多
く
の
権
威
あ
る
判
決
の
結
論
に
反
す
る
結
果
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
説
得
す
る
に
十
分
な
理
由
づ
け
、
お
よ
び

論
理
に
欠
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

b

従
っ
て
我
々
は
本
件
制
定
法
が
違
憲
無
効
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

裁
判
所
は
要
旨
右
の
よ
う
に
述
べ
、
ガ
l
ニ
イ
対
フ
ア
グ
ソ
ン
事
件
の
判

旨
(
州
事
件
判
決
の
理
由
部
匂
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
理
由
づ
け
に
か
え

た

」
の
よ
与
に
裁
判
所
は
、
全
員
一
致
で
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
原
審

に
差
戻
し
た
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
判
決
は
ラ
ト
リ
フ
(
〉
・
「
列
弘
正
問
)
が
書
い
て

い
る
が
、
こ
の
一
九
四
二
年
度
の
州
最
高
裁
判
事
は
フ
ル
ト
ン
(
巧
・
出
・

E
Z
Dロ
)
、
ト
マ
ス
(
の
・
吋
7
0
2
ω
)
、
カ
ム
マ
ッ
ク
(
』
・
巧
-
P
5
5
2
r
)
、

テ
イ
ル
フ
ォ
ー
ド
(
出
-
H
、

E
向
。
昼
、
リ
l
ズ
(
当
・
国

-Fg)、
シ
ィ
ム
ズ

(句

'
ω
5凶
)
、
ス
タ
ン
リ
ィ

(
0・4
ぐ・

2
2
0可
)
、
モ
リ
ス
(
わ

-
E・
冨

0
5山)、

ヴ
ア
ン
セ
ン
ト
(
戸
ゎ
・
〈

S
F豆
、
お
よ
び
ヴ
ィ
ヅ
ク
ベ
リ
(
巧
・

5nr
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j

j

 
J

i

i

i

 

H
M
O

口
可
)
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
同
裁
判
所
は
、
翌
一
九
四
三
年
六
月
、
右
事
件
の
再
審
理
請
求
を
却

下
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
が
前
の
閣
の
シ
エ
ラ
ー
ド
対
ジ
エ
フ
ア
ソ

γ
郡
教
育
委
員
会
事

件
よ
り
も
一
層
明
確
な
態
度
で
パ
ス
輸
送
を
違
憲
と
し
て
い
る
こ
と
は
判
旨

に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
全
員
一
致
の
判
決
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
を
支
配
し
た
見
解
が
凶
に
あ
げ
た
ガ
l
ニ
イ

対
フ
ア
グ
ソ

γ
事
件
の
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
、
判
決
が
結
び
の
部
分
で
同

事
件
判
旨
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
裁
判
所
意
見
に
代
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も

約

明
ら
か
で
あ
る
。
判
決
が
違
憲
と
し
た
理
由
は
「
州
の
学
校
」
は
公
立
校
の

アメリカ合衆国における政教分離の原則

み
を
意
味
し
、
公
金
は
こ
れ
ら
公
立
校
に
対
す
る
支
出
に
限
ら
れ
る
と
す
る

従
来
の
立
場
に
と
ど
ま
る
。
従
っ
て
私
立
校
児
童
の
輸
送
を
定
め
る
州
法
は

憲
法
の
定
め
る
州
の
権
能
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の

全豪
張で
の木
、件

利判
益決
はも
児、ま
童、た
に警
対察
す権
る能
もの
の理
で論
学、を
校、明
にら
対か
すに
る否
も定
のし
でた
vi 。
な上
い告

と
す
る
見
解
を
裁
判
所
は
採
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
つ

て
こ
の
立
場
か
ら
、
上
告
人
が
あ
げ
た
カ
ク
ラ
ン
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
決

を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
カ
ク
ラ
ン
事
件
の
依
拠
し
た
ル
イ

ジ
ア
ナ
州
憲
法
一
条
四
節
、
四
条
八
節
、
同
一
二
節
、

一
二
条
二
ニ
節
(
一
七 毛

-a
、

巻
一
号
二
四
i
一
一
五
頁
参
照
〕
と
、
本
件
の
ケ
ン
タ
ー
キ
l
州
憲
法
の

規
定
は
多
数
意
見
の
認
め
る
よ
う
に
ほ
ぼ
同
様
な
規
定
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
前
提
に
し
て
、
本
件
判
決
が
な
お
右
の
カ
ク
ラ
シ
事
件
判
決
の
立
場
を
採

用
し
な
か
っ
た
点
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
が
出
て
コ
一
年
後
の
一
九
四
五
年
に
は
同
様
な
事
案
が

同
じ
く
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
最
高
裁
で
争
わ
れ
(
ニ
コ
ル
ズ
対
へ
ン
リ
イ
事

件
)
、
本
件
判
決
後
の
一
九
四
四
年
改
正
州
法
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
合
憲
と

し
た
。
そ
こ
で
は
警
察
権
能
の
理
論
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
古
川
は
四
で
触
れ
る
。

(
1
)
ω
r
R
S
H
L
く
・
』
え
な
g
cロ
(
い
O口
口
々
回

O同吋門同

D同
何
円
四
戸
口
忠

FDロ
内
庁
内
L・

N
Z
関
可
・
品

S
L
2
ω
・
巧
・

M
仏
申
8
.

な
お
同
州
に
お
け
る
他
の
判

決
と
し
て
本
節
一
項
四
印
(
本
号
一
一
一
一
頁
)
参
照
。

(

2

)

ロ
o
n
F
g
g
q
』ロ仏問。

B
ゆ
え
〉
n
p
m
R
-
g
r・

(
3
〉
同
三
・

ω・
巧
-

N
仏
由

E-

(

4

)

回
DmpH門H
C同
開
門
同
戸
g
-
Z
Cロ
C同
F
D
C岡田三一
}σ

〈
・
(
い
ユ
可
。
問
問
、
。
己
戸
田
〈
正
巾

2
ω
一-
-
N
g
阿内可・

g
N・
5斗
ω・
巧
-
N
ι
ω
ω
〆
ω串
N・

(
5
)
F
-
-
E
〈

-
F
2
5・
2
同一

J
N
S

尽
-
S
O
L
C
∞
ω
・
実
包

2
・

品、吋
ω-HHω

〉
・
円
、
.
岡
山
・
品
目
出
回
・
お
よ
び

ω
o
n
t
cロ
AFω
由
MlNu
の印同
-HO--J

関
市
ロ
門
戸
ロ
-
h
可
∞
S
同口同巾的・]弓]{∞・

4JNNιmw品品・

(

6

)

わ

D円
r
g
D
〈
-
F
C
C
5
5ロ白

m
gけ
何
回

C白円
L
C『
開
門
日
ロ
s
t
o
p
N∞
H
C
-

∞・

ω
8
.
8
ω
・

0
・
ω
8
.
戸
「
何
仏
・

2ω
・
教
科
書
供
給
を
定
め
た
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料

立
法
を
合
憲
と
し
た
も
の
。
三
章
二
節
一
項
四
川
(
一
七
巻
一
号
一
一

九
|
一
二
五
頁
)
参
照
。

(

7

)

の
己
吋
ロ
巾
可
。
同
国
一
-
〈
・
明
日
間

5
0ロ
免
田
---H由
。
。
E
-
N
2・
HNM匂・

包

g
S
L
o
g
-
本
節
一
項
ニ
凶
(
本
号
八
三
頁
〉
参
照
。

(

8

)

』
口
込
片
山
〈
・
回

cmw叫
L
D同開向山口
s
t
o
p
N斗∞

Z
・J
円

-MOO-H印
Z
・
開
-N門日

日
斗
夕
日
∞
N
-

ロ
∞
〉
-
F
・
戸
寸
∞
∞
・
本
節
一
項
三
働
(
本
号
八
九
頁
〉

参
照
。

(9){UOHMS-MLmgιmnroc-
虫
丸
・
〈
・
者
江
町
r
p
H
N∞
。
E
・
5
ω
-
N
2

同

vr

申印
ω・
印
品
〉
・

F-m・
H

印N
・

(ω)
臼
5

2

E
・、
H，s
c
r
〈

-
p
g
p
由

実

巧

-
F
P
E
-
-
H
戸

コN
〉
・
∞
ω
印
・
本
節
一
項
ニ
明
(
本
号
八

O
頁
)
参
照
。

(日〉

ωヨ
5

2『

F
r
o
g
〈

-
F
F
N
m
d
0・
ω
F
E
Z
-
d司・

8NW

E
F
-
M
N
-
P
企
∞
・
三
章
一
節
一
項
一
叩
(
一
六
巻
四
号
一
一
七
|

一
一
八
貰
)
参
照
。

(
ロ
)
∞
g
g
z
E・
〈
B
E
E
Rロ
〈
・
宮
二
宮
内

p
w
r
o
o
-
吋
お
国
F
-

5
0
Jそ
F
H
S
-
S
N
Z・
巧
・

8Nt

本
節
一
項
二
川
〈
本
号
七
三

頁
)
参
照
。

望雪

(
臼

)
5
-
-
5
2
2
m一
-
〈
・
∞
S
己

D同
F
5
5
m
∞窓口岬
S
P
E
E
Dロ

問。
700一
u
u
f
コω
同ハ吋・斗
O∞・

S
H
ω
・
巧
・
印
。
叶
・
ド
・
剛
山
・
〉
・
同

2

8・

品印
ω・
三
章
一
節
一
項
一
日
(
一
六
巻
四
号
二
一
一
一
一
一
員
)
参
照
。

(

U

)

(

6

)

参
照
。

(

日

)

(

日

)

(

7

)

(

本
号
一

O
O頁
〉
参
照
。

Z
年
5
2
2
曲一-〈
-
E
s
q
-
S
H
ω
・
者
-
N仏

8
0・
本
節
一
項
四

明
(
本
号
一
一
二
頁
)
参
照
。

[8J 

同
様
に
パ
ス
輸
送
を
違
憲
と
し
た
判
決
と
し
て
、

ワ
シ
ン
ト
ン
州
に

お
け
る
一
九
四
三
年
の
ミ
ヅ
チ
ェ
ル
対
統
合
学
校
区
事
件
忌

5z-了、
.

円

UOEO-年
間
同
色
∞
円
}MOD-
口
百
円
・
が
あ
る
。

事
案
は
ア
イ
ラ
ン
ド
郡

(rzE)
の
第
二

O
一
統
合
学
校
区
内
居
住
の
納

税
者
ミ
ヅ
チ
ェ
ル
が
、

「
統
一
宣
言
判
決
法
」
(
己
口
氏
。
H
B
U
R
-
Rえ
o
q

』孟同
g
g
g
)
に
基
づ
き
、

一
九
四
一
年
州
法
五
三
章
の
違
憲
性
を
争
い
、

宣
言
判
決
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
原
審
裁
判
所

(ω
己
完
己
記

(UBH門
)
は
、

被
告
右
学
校
区
の
抗
弁
を
容
れ
ず
、
右
法
律
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び

同
学
校
区
の
、
右
法
律
に
基
づ
く
公
金
の
支
出
を
差
止
め
る
宣
言
的
判
決
を

下
し
た
。
そ
こ
で
被
告
は
州
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

問
題
の
法
律
は
以
下
の
タ
イ
ト
ル
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
本
州
の
法
律
に
従
い
、
初
級
学
校
な
ら
び
に
高
等
学
校
に
通
学
す
る

児
童
の
健
康
、
福
祉
お
よ
び
安
全
に
関
す
る
法
律
、
な
ら
び
に
公
立
校
児

童
の
輸
送
を
規
定
す
る
条
項
の
遂
行
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
私
立
校
お

よ
び
教
区
校
通
学
児
童
の
輸
送
に
関
す
る
法
律
」

同
第
一
節
に
は
、
そ
の
要
旨
を
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

本
法
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
州
の
警
察
権
の
行
使
に
よ
り
、
ま
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た
、
州
の
学
校
教
育
法
に
従
っ
て
通
学
す
る
義
務
を
有
す
る
児
童
の
事
故

お
よ
び
交
通
上
の
困
難
を
防
止
し
、
こ
れ
を
減
少
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
(
傍
点
筆
者
)
。

と
定
め
、
ま
た
第
二
節
に
は
、
州
の
学
校
区
委
員
会
の
義
務
を
次
の
よ
う

に
規
定
す
る
。

制

「
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
法
律
に
従
レ
、
学
校
区
委
員
会
が
公
立
校
通
学
児

童
の
輸
送
を
行
な
う
場
合
に
は
、
本
州
の
義
務
教
育
法
に
従
っ
て
、
右
委

員
会
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
ル

1
ト
に
添
い
、
あ
る
い
は
そ
の
近
く
に
存

在
す
る
私
立
校
、
お
よ
び
数
区
校
に
通
学
す
る
全
児
童
も
、
右
公
立
校
児

童
が
付
与
さ
れ
る
と
同
様
な
輸
送
に
関
す
る
権
利
、
利
益
お
よ
び
特
権
を

付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

アメリカ合衆国における政教分離の原則

こ
の
教
区
校
児
童
の
輸
送
を
義
務
づ
け
た
州
の
制
定
法
に
つ
い
て
、
同
州

最
高
裁
は
ブ
レ
イ
ク
(
盟
品
。
)
判
事
が
意
見
を
述
べ
、
右
の
法
律
が
定
め
る

児
童
の
通
学
輸
送
は
、
州
憲
法
の
定
め
る
禁
止
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
、

違
法
な
警
察
権
能
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
す
る
理
由
を
要
旨
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。

ω
本
案
前
の
問
題
と
し
て
、
納
税
者
原
告
は
本
件
宣
言
的
判
決
を
求
め

る
資
格
を
有
す
る
こ
と
、
お
よ
び
原
審
裁
判
所
は
、
州
宣
言
的
判
決
法
の

(

2

)

 

下
で
の
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
、
が
明
ら
か
で
あ
る
。

1・ j

ω
警
察
権
能
の
行
使
に
は
一
定
の
制
約
が
あ
り
、
明
白
な
、
疑
う
余
地

内角。、

の
な
い
憲
法
上
の
制
約
に
反
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

ω
と
こ
ろ
で
、
州
憲
法
四
条
四
項
は
、
「
公
金
に
よ
っ
て
全
部
ま
た
は

一
部
、
維
持
経
営
さ
れ
る
学
校
は
、
教
派
的
支
配
あ
る
い
は
影
響
か
ら
永

久
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
ま
た
第
一
条
一
一
項
は
、

「
公
金
あ
る
い
は
公
財
産
は
、
い
か
な
る
宗
教
的
礼
拝
、
宗
教
的
活
動
あ

る
い
は
指
導
、
ま
た
は
い
か
な
る
公
け
の
宗
教
を
定
め
る
た
め
に
も
支
出

さ
れ
、
ま
た
は
用
い
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

ω
こ
れ
ら
の
憲
法
条
項
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
問
題
の
一
九
四
一
年
州

法
五
三
章
は
、
警
察
権
能
の
行
使
の
範
囲
を
越
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
被
告
は
、
本
件
の
場
合
の
輸
送
に
よ
り
学
校
区
に
特
別
な
負
担
を

課
す
る
も
の
で
は
な
い
と
抗
弁
す
る
が
、
本
件
の
場
合
二
万
四
千
人
の
学

生
が
私
立
校
に
通
学
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
負
担
は
か
な
り
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
本
件
の
輸
送
が
教
区
校
に
対
し
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
右
学

校
が
宗
教
的
施
設
で
あ
る
こ
と
は
被
告
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
前
記
憲
法
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

制
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
援
助
が
児
童
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
学
校
そ

の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
の
抗
弁
が
出
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
議
論
を
一
応
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
他
の
憲
法
条
項
、
す

な
わ
ち
第
八
条
七
項
の
、

「
郡
、
市
、
町
、
あ
る
い
は
他
の
公
共
団
体
は
、

:
:
j
i
-
-貧
困
者
、

病
弱
者
に
必
要
な
保
護
を
与
え
る
場
合
を
除
い
て
、

-
j
i
-
-
:
・
い
か
な
る

他
人
に
対
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
援
助
の
た
め
に
も
、
金
員
、
財
産
あ
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料

る
い
は
金
員
の
貸
付
、
あ
る
い
は
信
用
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る

規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
あ
る
。

納
ま
た
、
我
々
は
こ
の
場
合
の
援
助
は
学
校
に
対
す
る
も
の
で
は
な

い
、
と
言
う
議
論
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
憲
法
上
容

認
さ
れ
る
の
は
公
立
校
の
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法

(
4〉

九
条
、
ラ
ン
プ
ィ
ア
対
ト
レ
イ
シ
イ
統
合
学
校
区
事
件

F
E司
E
2
〈-

(
5
v
 

吋

S
Q
(
U
C
E
D
-
-
∞ロ
r
o
o
-
D
F
2・
、
統
合
学
校
区
対
ラ
イ
ト
事
件

(UDロa

m
G
]
広
三
E
m
n
}
H
O
D
-
U
E
-
Z
0・
同
〈
・
巧
ユ
m
y円
、
ヴ
ア
ン
ス
ト
ラ
1

ト
ン

{
6
)
 

対
ミ
ル
ク
イ
ヅ
ト
事
件
、
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〔

7
)

伺
ま
た
、
す
で
に
ジ
ヤ

F
対
教
育
委
員
会
事
件
は
次
の
よ
う
に
判
示
し

て
い
る
。
「
・
:
:
:
・
児
童
の
無
料
輸
送
は
学
童
の
登
校
を
誘
引
す
る
の
で

あ
り
、
輸
送
の
目
的
は
私
立
校
あ
る
い
は
宗
教
的
、
ま
た
は
教
派
的
施

設
の
利
益
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
そ
れ
は
組
織
と
し

て
の
学
校
を
設
立
さ
せ
、
強
化
し
、
そ
し
て
成
功
に
導
く
の
で
あ
る
。
』

児
童
な
く
し
て
は
学
校
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
教
師
の
雇
用
、
教

科
書
お
よ
び
設
備
、
そ
の
他
の
施
設
の
供
給
が
援
助
で
あ
る
の
に
、
輸
送

(
8
)
 

が
援
助
と
な
ら
な
い
と
言
う
の
は
非
論
理
的
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
児
童
の
無
料
輸
送
が
学
校
そ
れ
自
身
に
対
す
る
援
助
で
あ
り
、

育
成
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
一
う
結
論
に

な
る
。
そ
の
際
、
児
童
お
よ
び
両
親
が
こ
の
こ
と
か
ら
付
随
的
な
利
益
を

得
る
、
と
雪
一
回
う
の
は
問
題
外
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

〈

9
〉

ω
ま
た
、
パ
ル
テ
イ
モ
ア
郡
教
育
委
員
会
対
フ
ィ
ー
ト
事
件
の
見
解
は

本
件
で
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
し
い
。

資

以
上
多
数
意
見
は
、
ジ
ヤ
ド
対
ニ
ュ

l

・
ヨ
ー
ク
事
件
の
判
旨
を
引
用
し

しっ
たつ

裁児

詳警
は輪
、送
右が
に学
み校
Tこ kこ
ょ対
う'る
lミ援
ー幼

警と
察な
権り
能
の州

需雲
をに
も反
否す
定る
しと

た。
こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
は
、
シ
ィ
ン
プ
ソ
ン

(
2
5官
D
ロ
)
、
ミ
ラ
ー
ド

(
忽
己
貸
仏
)
お
よ
び
ス
タ
イ
ナ
l
ト

(
ω
8
5
2同
)
の
各
判
事
が
賛
成
し
、
更

に
グ
ラ
デ
ィ
(
の
B
L可
)
判
事
が
次
の
よ
う
な
賛
成
補
足
意
見
を
述
べ
た
。

ω
原
審
判
決
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
多
数
意
見
に
は
賛
成
で
あ
る

が
、
問
題
の
一
九
四
一
年
州
法
五
三
章
が
ま
っ
た
く
違
憲
で
あ
る
と
す
る

考
え
に
は
同
意
で
き
な
い
。
同
法
は
公
金
に
よ
り
教
区
校
児
童
の
輸
送
を

定
め
る
も
の
で
あ
り
、
州
憲
法
九
条
四
項
、
一
条
一
一
項
に
該
当
す
る
と

言
一
う
が
、
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。

ω
同
法
は
公
道
上
の
危
険
に
対
し
、
州
の
義
務
教
育
法
の
下
で
通
学
す

る
児
童
を
保
護
す
る
目
的
か
ら
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
立

法
権
の
範
囲
内
の
行
為
な
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
は
反
対
意
見
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
(
知
o
r
z
a

g
ロ
)
判
事
の
も
の
で
、
同
判
事
は
ガ
l
ニ
イ
対
フ
ア
グ
ソ

γ
事
一
向
か
例
を

引
き
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
二
条
五
項
と
ワ
シ
ン
ト
ン
州
憲
法
一
条
一
一
項

を
比
較
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
多
数
意
見
に
反
対
し
た
。

北法18(2・102)316 
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ω
多
数
意
見
が
引
用
し
、
依
拠
し
て
い
る
ガ

i

ニ
イ
対
フ
ア
グ
ソ
ン
事

件
で
問
題
と
さ
れ
る
オ
グ
ラ
ホ
マ
州
憲
法
二
条
五
項
(
凶
事
件
八
三
一
員
参

照
)
と
本
件
で
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
憲
法
一
条
一
一
項
(
多
数
意
見
ゆ
参

照
)
を
比
較
す
る
と
、
私
に
は
両
憲
法
の
規
定
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る

、
、
、
、
、

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
オ
グ
ラ
ホ
マ
州
憲
法
で
は
「
直
祭
ま
た
は
間
接

(
傍
点
原
判
決
イ
タ
リ
ヅ
グ
)
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
を
す
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
同
州
で
は
教
区
校
財
産
の
免
税
さ
え
も
違
憲
と
す
る

ほ
ど
の
強
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
趣

旨
の
規
定
は
我
憲
法
に
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ω
多
数
意
見
の
引
用
す
る
判
決
群
は
い
ず
れ
も
支
配
的
権
威
を
有
す
る

に
至
つ
て
は
い
な
い
。

同
ア
メ
リ
カ
市
民
、
と
り
わ
け
旧
北
西
部
に
居
住
す
る
市
民
は
、
一
七

円

U
)

八
七
年
の
「
北
西
部
条
約
」
の
規
定
の
「
宗
教
、
道
徳
お
よ
び
知
識
が
良

き
政
府
、
お
よ
び
人
類
の
幸
福
に
必
要
で
あ
る
故
に
、
学
校
お
よ
び
教
育

の
手
段
は
今
後
末
永
く
促
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
保
障
を

享
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
文
の
執
筆
者
は
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ア
ソ

ン
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
彼
は
こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
、
宗
教
は
学
校
に
お

(
印
)

い
て
教
え
ら
れ
る
べ
き
、
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ω
と
こ
ろ
で
こ
の
、
ガ

l

ニ
イ
対
フ
ア
グ
ソ
ン
事
件
は
ジ
ャ
ド
対
教
育

委
員
会
事
件
の
多
数
意
見
判
旨
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
:
:

:
輸
送
は
私
立
校
、
ま
た
は
宗
教
的
、
あ
る
い
は
教
派
的
施
設
の
利
益
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

促
進
す
る
こ
と
と
な
る
。

j
j
i
-
-
-
児
童
な
く
し
て
学
校
は
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
(
傍
点
原
判
決
イ
タ
リ
ッ
ク
)
」
と
す
る
見
解
が
判
決
を
支
配

アメリカ合衆国におげる政教分離の原則

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ハ
ス
な
く
し
て
学
校
は
あ
り
得
な
い

だ
ろ
う
、
と
言
う
議
論
を
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
り
容
認
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
公
立
校
を
維
持
す
る
た
め
の
税
金
を
払
っ
た
上
で
、
な
お
更
に
教

、
、
、
、

区
校
に
通
学
さ
せ
る
た
め
の
高
い
費
用
を
支
払
う
両
親
が
、
パ
ス
を
利
用

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
き
る
か
ど
う
か
、
と
言
う
こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
子
弟
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

教
区
校
に
通
学
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
き
め
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
児
童
な

く
し
て
学
校
な
し
と
す
る
議
論
は
こ
の
意
味
か
ら
も
認
め
が
た
い
の
で

(
日
)

あ
る
(
傍
点
筆
者
〉
。

ω
一
九
四
一
年
州
法
五
三
章
は
通
学
児
童
の
安
全
を
は
か
る
た
め
の
も

の
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
は
警
察
権
能
の
行
使
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
使
は

憲
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

紛
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
明
ら
か
に
違
憲
と
は
言
え
な
い
憲
法
問
題
に
つ

い
て
は
立
法
府
に
有
利
な
解
釈
を
す
べ
き
と
考
え
る
。

こ
の
反
対
意
見
に
は
ビ

l
ル
ズ

B
z
r
)、
ジ
ェ
フ
ァ

l
ズ
(
』
丘
町
角
田
)
判

事
が
賛
成
を
示
し
た
。

更
に
マ
レ
リ
イ
(
去
と
百
三
判
事
は
次
の
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

ω
多
数
意
見
が
、
本
件
は
州
憲
法
九
条
二
項
、
同
四
項
、
一
条
一
一

項
、
お
よ
び
八
条
七
項
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る
。
私
は
こ
れ
ら
に
つ
き

以
下
の
反
論
を
す
る
。

ω
右
九
条
二
項
は
、
公
立
校
基
金
は
公
立
校
を
「
維
持
す
る
(
∞
毛
宮
E

え
と
す
る
以
外
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
定
め
る
。
多
数
意
見
は
こ

北法18(2・103)317



料

れ
を
「
間
接
利
益

(
5全
5
2
Z
5
b同
)
」
と
同
義
語
と
理
解
し
て
考
え
て

い
る
。
し
か
し
両
語
の
聞
に
は
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
区
校
は
市

の
消
防
部
か
ら
、
誰
で
も
が
享
有
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
「
利
益
」
を

受
け
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
教
区
校
の
「
維
持
」
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
児
童
が
輸
送
か
ら
利
益
を
受
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

な
利
益
は
、
こ
れ
が
学
校
の
維
持
と
な
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
問
題
と

は
な
ら
な
い
。

仙

w

九
条
四
項
は
、
す
べ
て
の
公
立
校
の
教
派
的
支
配
か
ら
の
自
由
を
定

め
る
。
多
数
意
見
は
こ
れ
を
引
用
す
る
が
本
件
に
は
直
接
関
係
を
有
す
る

も
の
で
は
な
い
。

制
一
条
一
一
項
は
公
金
等
の
宗
教
施
設
へ
の
支
出
の
禁
止
を
定
め
る
。

し
か
し
学
校
ハ
ス
は
宗
教
と
無
関
係
で
あ
り
、
本
件
の
場
合
公
金
、
公
財

産
等
は
宗
教
施
設
に
支
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ω
八
条
七
項
は
、
都
市
等
公
共
団
体
の
公
金
等
の
個
人
へ
の
支
給
を
禁

止
す
る
。
し
か
し
本
件
で
の
学
校
区
、
ま
た
は
学
校
は
右
の
い
づ
れ
の
範

囲
に
も
該
当
し
な
い
。

紛
最
後
に
上
告
人
、
被
上
告
人
の
閑
で
提
起
さ
れ
た
論
点
の
う
ち
、
多

数
意
見
が
触
れ
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
た
い
。

州
憲
法
九
条
一
一
項
は
「
州
は
そ
の
領
域
内
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
児
童

の
教
育
に
つ
き
、
人
種
、
色
、
身
分
、
お
よ
び
性
を
理
由
と
し
て
差
別
あ

る
い
は
特
権
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
一
般
的
、
包
括
的
な
規
定
を
設
け
る

義
務
を
有
す
る
」
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
数
意
見
に
従

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

え
ば
、
私
立
校
に
お
け
る
宗
教
的
教
育
の
享
有
を
放
棄
し
な
い
か
ぎ
り
学

資

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

校
パ
ス
の
利
用
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
州
の
教
育
を
行

な
う
上
で
、
宗
教
を
理
由
と
す
る
差
別
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
チ
ャ
ン
ス
対
教
科
書
委

(

日

)

員
会
事
件
に
お
い
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
州
の
義
務
と
し
て
は
、
病
人
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
の
付
与
、
貧
困

者
に
対
す
る
保
護
等
を
行
な
う
場
合
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
背
景
に
つ
い

て
も
広
く
許
容
す
る
態
度
で
こ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
「
ま
さ
に
、
公
務
に
就
く
も
の
に
何
の
宗
教
的
資
絡
を
も
要
求
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
な
ら
な
い
と
同
様
に
、
市
民
が
所
属
し
て
い
る
、
あ
る
集
団
に
対
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

認
め
ら
れ
て
い
る
特
権
に
つ
き
、
宗
教
的
な
理
由
に
よ
る
資
格
の
剥
奪
も

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(

凶

)

し
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
傍
点
原
判
決
イ
タ
リ
ヅ
ク
)
。
」

原
判
決
は
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
取
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
判
決
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
の
九

人
の
裁
判
官
の
う
ち
、
多
数
意
見
に
は
五
、
反
対
意
見
に
は
四
と
な
巧
て
い

て
、
わ
ず
か
の
差
で
原
判
決
維
持
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
の
多

数
意
見
、
少
数
意
見
は
そ
れ
ぞ
れ
、
前
者
が
す
で
に
触
れ
た
ジ
ヤ
ド
対
教
育

委
員
会
事
仰
い
ガ

l
ニ
イ
対
フ
ア
グ
ソ
ン
事
怖
い
お
よ
び
後
者
が
チ
ャ
ン
ス

対
ミ
シ
シ
ザ
ピ
l
教
科
書
委
員
事
例
ザ
判
旨
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
見
解
の
差
は
、
結
局
、
前
者
二
事
件
、
お
よ
び
後
者
一
事
件
の
間
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
分
離
原
則
を
厳
格
に
解
し
て
、
公
金
は
一

切
公
立
校
に
の
み
支
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
児
童
福
祉

北法18(2・104)318 



気
f
f

・-'

論
を
認
め
る
余
地
は
な
い
、
と
す
る
立
場
と
、
平
等
な
保
護
を
与
え
る
の
は

州
の
義
務
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
警
察
権
能
の
行
使
の
一
態
様
な

の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
も
し
教
区
校
に
通
学
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
こ
の

種
の
援
助
を
一
切
認
め
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
は
む
し
ろ
宗
教
を
理
由
と
す

る
差
別
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
立
場
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
州
最
高
裁
の
見
解
が
、
五
対
四
で
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
立
場

に
分
れ
て
い
る
点
は
衝
に
あ
げ
た
ジ
ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
と
同
様
で
あ

る。

付

こ
の
事
件
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
反
対
意
見
で
は
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
二
条
五
項

と
ワ
シ
ン
ト
ン
州
憲
法
一
条
一
一
項
の
比
較
か
ら
、
前
者
が
よ
り
厳
し
い
公

アメリカ合衆国における政教分離の原則

金
の
支
出
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
、
通
学
パ
ス

の
有
無
が
教
区
校
選
択
の
決
め
手
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
触
れ
、
こ
れ

を
否
定
的
に
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
警
察
権
能
の
理
論
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、
マ
レ
リ
イ
反
対
意
見
は
「
援
助
」
と
「
維
持
」
の
区
別
か
ら
、
警
察

権
能
の
行
使
を
理
由
づ
け
て
お
り
、
更
に
通
学
パ
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
教
区

校
を
除
外
す
る
の
は
、
彼
ら
児
童
か
ら
教
区
校
で
の
学
校
教
育
を
受
け
る
権

利
を
奪
う
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
今
よ
う
に
み
る
と
、
こ
の
事
件
も
ま
た
憲
法
の
規
定
す
る
政
教
分
離
の

原
則
か
ら
の
要
請
と
、
警
察
権
能
の
行
使
の
理
論
を
基
礎
と
す
る
児
童
福
祉 !
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論
の
要
請
に
お
い
て
、
前
者
に
傾
い
て
書
か
れ
た
判
決
と
言
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
判
決
の
後
一
九
四
五
年
、
同
州
議
会
は
再
び
教
区
校
児
童
の

輸
送
を
認
め
る
立
法
を
制
定
し
、
こ
の
判
決
の
反
対
意
見
の
立
場
を
採
用
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
崎
、
町
、
脱
の
事
件
は
い
ず
れ
も
違
憲
と
す
る
判
決
の

後
、
憲
法
修
正
、
法
律
の
改
正
、
法
律
の
制
定
を
通
じ
て
パ
ス
輸
送
を
容
認

す
る
方
向
に
踏
み
き
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
通
性
を
有
す
る
。
特
に
問
、
貯

の
両
事
件
は
分
離
原
則
と
警
察
権
能
の
両
者
を
比
較
衡
量
し
、
結
局
前
者
の

立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
賛
成
、
反
対
の
差
は
一
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
が
次
の
四
に
扱
う
合
憲
判
決
を
導
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
青
山
味
で
こ
れ
ら
の
判
決
が
違
憲
、
合
憲
の
判
決
群
の

中
聞
に
位
置
す
る
も
の
、
と
言
え
よ
う
か
。
更
に
は
こ
れ
ら
の
判
決
が
一
九

四
七
年
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
で
の
連
邦
最
高
裁
多
数
意
見
を

導
く
こ
と
と
な
っ
た
と
も
評
価
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
は
更
に
後
に
項
を
改
め

て
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

(
1
)
宮
止
の
「
巳
-
〈
・
円
U
C
E
C
一
与
え
作
品

mnroc-

ロ
5
・
Z
0・
8
H
Z
N
L・
E印

同

ν
・
N
仏

4
p

(
2
)
E
H
g
〈

-
n
o
}
-
E
U叶
巧

g
y
-
E
N
O
W
叶
泊
予

E

N
・

]Drag
〈・

∞
け
伊
丹
m
r
H
∞
叶

d
J
H
E
m
-
w
・
品
。
日
‘
白
C
H
V
・
M
ハ
】

A

山∞
H
・
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料

(
3
)

』国円
crmC口
〈
-
V向白
m
g
n
F
5
2
F
S叶
C
・
ω・
口
、

S

F・開・

2ω
・

(
4
)

戸釦口同】
}dH巾
同
〈
・
吋
gnv、わ
G
口凹
o--m円
700一
口
5F-NNAFH04司白

HOω
日・

NN斗

Z
・
4
弓・

4-怠
"
ロ
∞
〉
・

F
・列
-
E
H・

(
5
)
(
υ
D
E
o
-
-
E
a
m
n
r
o
o
-
E
m
F
Z
0・
H
戸
巧
ユ
悶
r
p
H
N

∞。E
・

s
u
-
N由
同

開

Hrgω
・
g

p

r

m・
5N1

(

6

)

盟
3
2
5
}・
〈
g
m
g
g
〈・

5-』固め件、
H
g
巧
F
H
O
P
S
N

z・
4
司・

8N-
本
節
一
安
二
川
(
本
号
七
三
頁
〉
参
照
。

(

7

)

』
戸
在
〈
・
回
口
ωみ
え

E
居
住
o
p
N寸∞

Z
・
J

へ-MN8・
5

2・
刊
誌

印寸∞

L
H∞
〉
-
F
・岡山・

J13・
本
節
一
項
四
川
(
本
号
一

O
六
頁
)
参
照
。

(
8
)
H
ω
日司・

M
L

∞M
-

(

9

)

国
富
丘

O同
開

P
E
E
D同

E
Z
B
O
R
E
g
q
〈
・
者
Z
F
H記

豆島・

ωHAH-S申
〉
・
由
N∞
・
本
件
の
立
法
と
ほ
ぼ
同
様
な
規
定
を
有
し

て
い
た
が
、
こ
れ
を
警
察
権
能
の
行
使
の
問
題
と
し
て
容
認
し
た
も

の。

(

ω

)

の己
5
3
〈

-Hり
民
間
戸
田

Oロ
5
0
0
E
-
N
2・
5NMM-
包

HOCN-
本

節
一
一
慎
二
凶
(
本
号
八
三
頁
)
参
照
。

(
日
)
同
条
約
に
つ
い
て
は
一
章
二
節
一
(
一
五
巻
三
号
七
三
頁
)
お
よ

び
、
二
章
一
節
五
(
一
五
巻
四
号
九
五
|
九
六
頁
)
参
照
。

(
ロ
)
し
か
し
こ
の
点
、
こ
の
反
対
意
見
が
以
下
に
引
用
す
る
よ
う
な
立
場

か
ら
起
草
(
ヴ

7

1
ジ
ニ
ア
法
案
|
|
ヴ
7

l
ジ
ニ
ア
信
教
自
由
法
|

|
北
西
部
条
例
)
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の

点
は
逆
で
あ
ろ
う
。
な
お
(

U

)

引
用
部
分
参
照
。

岡山印句・
N
A
日∞印・

資

(
日
)

(
M
)
(
v
r回
目
円
巾
〈
-
Y
R
n
F
g
G
Y
ω
s
z
、叶め阿仔
ocr
問
山
門
戸
口
問
白
同
岡
山
句
史
目

n
V
8
5四
回
C白丘・

5
。
宮
町
ω
・
品
目
-
M
o
o
r
-
J
3
9
三
章
二
節
一
項
五

m(一
七
巻
一
号
一
二
八

l
一
三
四
頁
)
参
照
。

(
お
)
本
誌
一
七
巻
一
号
一
三

O
頁。

(
路
)
こ
の
傍
点
部
分
は
す
で
に
、
右
(

M

)

事
件
の
紹
介
の
際
、
特
に
指

摘
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
右
一
一
一
一
一
頁
)
、
こ
の
反
対
意
見

で
も
同
様
に
イ
タ
リ
ヅ
ク
で
強
調
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
U
)
(
7
〉
参
照
。

(
日
)
(
叩
)
参
照
。

(
印
)

(

U

)

参
照
。

図
、
無
料
パ
ス
輸
送
を
合
憲
と
し
た
州
の
判
例

m
以
上
あ
げ
た
違
憲
判
決
に
対
し
、
州
最
高
裁
に
よ
る
合
憲
判
決
が
あ

〈

1
v

る
。
ま
ず
教
育
委
員
会
対
ウ
ィ

I
ト
事
件
回
8
三
え

E
=
g
Z
8
0『

F
T

江同国

O
B
P
E
Q
戸
巧
Z
白
円
で
あ
る
。

一
九
三
八
年
の
メ
リ
l
ラ
ン
ド
州
最
高
裁
の
判
決
は
公
立
校
児
童
に
対
す

る
と
同
様
の
条
件
で
、
私
立
校
児
童
の
パ
ス
輸
送
を
行
な
う
法
律
を
認
め
た

も
の
で
あ
る
。
同
事
案
は
パ
ル
テ
ィ
モ
ア

(
E
r
g
o
B
)
郡
の
ロ

l
マ
・
カ

ト
リ
ヅ
ク
に
属
す
る
教
区
校
児
童
の
一
人
に
対
し
て
認
め
ら
れ
た
、
郡
教
育

会
が
一
九
三
七
年
の
郡
の
法
律
に
従
っ
て
同
児
童
を
通
学
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
職
務
執
行
令
状
を
、
同
教
育
委
員
会
が
争
っ
て
上
告
し
た
も
の
で

あ
る
。
上
告
理
由
は
数
点
に
基
づ
く
が
、
主
た
る
理
由
は
、
伺
児
童
が
そ
の
両

北法18(2・106)320 
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親
の
選
択
に
基
づ
き
公
立
校
で
は
な
く
私
立
校
に
通
学
す
る
こ
と
、
こ
の
こ

と
は
川
の
人
権
宣
言
に
反
し
て
礼
拝
の
場
所
を
維
持
す
る
た
め
に
公
金
を
支

出
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
一
九
三
七
年
制
定
法
一
八
五
章
一
四
六
A
は
公
金
の
支
出
を
受
け
て
い

な
い
郡
内
の
全
学
校
児
童
で
、
郡
教
育
委
員
会
の
提
供
す
る
公
立
校
通
学
、
ハ

ス
通
路
近
辺
に
居
住
す
る
も
の
は
、
公
立
校
パ
ス
と
同
じ
期
間
、
同
パ
ス
の

路
線
を
変
更
せ
ず
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
を
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
一
四
六
B
は
こ
れ
に
必
要
な
経
費
の
支
出
を
一
五
、

0
0
0ド
ル
以
内
と
定
め
て
い
る
。

同

裁
判
所
は
ボ
ン
ド
(
切
。
ロ
仏
)
首
席
判
事
が
意
見
を
述
べ
、
ま
ず
同
法
の
タ

イ
ト
ル
が
憲
法
(
一
一
一
条
二
九
節
)
の
要
請
に
反
す
る
不
適
法
な
も
の
で
は
な

アメリカ合衆国における政教分離の原則

い
こ
と
、
ま
た
、
同
法
は
州
憲
法
(
三
条
三
三
項
〉
の
排
除
す
る
特
別
法
で

は
な
い
こ
と
、
を
指
摘
し
た
後
、
本
件
の
市
心
で
あ
る
公
金
の
私
的
目
的
の

た
め
の
支
出
の
問
題
に
触
れ
た
。

裁
判
所
の
見
解
は
、
本
件
の
パ
ス
輸
送
は
私
立
校
児
童
の
た
め
に
特
別
に

設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
公
立
校
児
童
の
通
学
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た

パ
ス
に
た
ま
た
ま
私
立
校
児
童
が
そ
の
一
部
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
取

扱
い
を
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
公
立
、
私
立
校
の
児

意
は
州
の
義
務
教
育
法
に
よ
っ
て
通
学
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が

8・ 7

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

更
に
本
件
の
パ
ス
輸
送
が
、
郡
の
「
統
合
学
校
」

(nOEO-己
主
邑
ωnzo})

児
童
に
対
し
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
公
立
校
児
童
の
利

用
の
た
め
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、
こ
の
パ
ス
輸
送

は
天
候
、
交
通
上
の
障
害
な
ど
か
ら
児
童
を
保
持
す
る
た
め
に
準
備
さ
れ

た
、
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
し
か
し
、
こ
の
当
初
の
目
的
が
、
後
に
交
通
事

故
か
ら
児
童
を
保
持
す
る
た
め
に
有
用
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
を
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
取
り
扱
う
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る

〈

2
)

こ
と
、
を
あ
げ
た
。

号従
設つ
備て
を、

私こ
すの

極集
対が
し可
て目芭

用z
るれ
こはf
と聞
が題
fi 

遥ル次
当に
か同
ど法
うの
か定
にめ
ある
る公
の立

で
、
こ
の
点
で
類
似
の
事
件
と
し
て
カ
ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員

(
B〉

会
事
件
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
事
件
の
州
最
高
裁
で
は
三
人
の
反
対
意
見
が
あ

る
が
連
邦
最
高
裁
で
は
教
科
書
が
直
接
児
童
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
を

理
由
に
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
こ
と

〈

4
)

を
指
摘
し
、
つ
い
で
他
の
先
例
を
あ
げ
た
。

更
に
宗
教
的
施
設
に
対
す
る
他
の
設
備
の
供
給
に
つ
い
て
扱
っ
た
判
決
に

〔

5
〉

は
ト
ラ
ウ
ブ
対
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
、
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
1
ト
ン
対
ミ
ル
ク
イ
ヅ

〈

e

)

(

7

〉

内

8
}

ト
事
件
、
ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ユ

l
事
件
、
オ
ト
ケ
ン
対
ラ
ム
キ
ン
事
件
が
あ

北法18(2・107)321 
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り
、
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
い
ず
れ
も
公
金
に
よ
る
整
備
を
否
定
し
た
も
の
で

あ
る
が
、

ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
州
の
下
級
審
で
は
公
費
に
よ
る
パ
ス
輸
送
を
適

資

法
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
イ
ス
対
教
育
委
員

〈

9
)

会
事
件
お
よ
び
ジ
ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
件
で
問

題
と
な
る
の
は
こ
の
よ
う
な
教
科
書
や
そ
の
他
施
設
の
整
備
の
問
題
で
は
な

く
、
輸
送
そ
の
も
の
の
適
法
性
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
本
件
に
つ
き
裁
判
所

は
、
州
は
公
、
私
立
校
児
童
の
修
学
義
務
を
要
求
し
て
い
る
反
面
、
こ
れ
ら

の
義
務
を
遂
行
せ
し
め
る
上
で
、
こ
れ
ら
の
パ
ス
輸
送
を
行
な
う
こ
と
が
適

法
な
権
能
の
行
使
と
考
え
る
。
た
だ
問
題
は
こ
の
よ
う
な
権
能
の
行
使
が
憲

法
上
の
制
約
を
逸
脱
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
立
法
府
は
第
一
次
的
に
憲
法
の
解
釈
に
つ
い

て
権
限
を
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
誤
用
が
著
し
く
、
か
つ
明
ら
か

で
あ
る
場
合
に
つ
き
裁
判
所
が
右
問
題
に
つ
き
判
断
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
点
に
つ
き
、
結
論
を
言
え
ば
、
同
法
は
児
童
に
修
業
を
義
務
づ

け
る
権
能
の
適
法
な
行
使
の
範
囲
内
に
あ
り
、
偶
然
そ
の
施
設
が
援
助
を

受
け
る
も
の
と
み
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
多
数
意
見
は
要
旨
右
の
よ
う

に
述
べ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ス
ロ
l
ン
(
包

S
ロ
)
判
事
は
多
数
意
見
に
賛
成
し
つ
つ
、

通
学
児
童
の
輸
送
を
定
め
る
一
九
三
七
年
州
法
一
八
五
章
、
か
支
持
さ
れ
る
べ

き
と
す
る
立
場
か
ら
補
足
意
見
を
述
べ
た
。
彼
の
意
見
は
次
め
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
州
法
二
二
回
節
に
よ
っ
て
児
童
に
は
修
学
義
務
が
課
さ
れ

て
お
り
、
児
童
の
両
親
お
よ
び
保
護
者
が
右
の
義
務
を
怠
る
場
合
に
は
五

O

ド
ル
以
下
の
罰
金
を
課
さ
れ
、
そ
の
不
作
為
行
為
(
あ
る
い
は
修
学
を
妨
げ

る
作
為
行
為
、
こ
の
中
に
は
怠
学
を
勧
誘
す
る
行
為
を
含
む
)
は
軽
罪
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

同
法
二
二
五
節
に
よ
れ
ば
、

州
の
出
席
調
査
官

更
に
、

(巳件。ロ《同
ωロ円
m
w
O
R
F
n
2
)

は
そ
の
管
轄
区
内
の
児
童
の
出
席
に
つ
き
調
査
を

行
な
い
、
児
童
が
こ
の
義
務
を
悌
怠
す
る
場
合
に
は
こ
れ
を
逮
捕
し
、
保
護

者
も
し
く
は
教
師
に
引
渡
し
、
こ
れ
ら
に
つ
き
た
だ
ち
に
管
轄
区
域
内
の
学

校
委
員
会
に
報
告
す
る
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
二
二
八
節
に
よ
れ

ば
、
公
、
私
立
学
校
(
傍
点
原
判
決
イ
タ
リ
ッ
ク
)
の
校
長
お
よ
び
教
務
主

任
は
、
八
週
の
う
ち
理
由
な
く
三
日
間
欠
席
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
児
章

の
氏
名
を
州
の
学
校
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
州
は
七
才
か
ら
一
六
才
ま
で
の
州
内

の
全
児
童
の
教
育
、
お
よ
び
出
席
に
関
し
、
こ
れ
ら
児
童
が
公
立
、
あ
る
い

は
私
立
の
い
ず
れ
に
通
学
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
支
配
権
を
有
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

更
に
本
州
で
の
「
統
合
学
校
」
へ
の
通
学
輸
送
が
、
州
の
義
務
教
育
法
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
補
助
的
手
段
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
な
の
で
あ
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る
。
多
数
意
見
は
当
初
ハ
ス
輸
送
が
児
童
を
天
候
、
交
通
障
害
か
ら
保
護
す

る
目
的
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
‘
こ
れ
に
賛

成
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
九
三
七
年
学
校
法
一
八
五
章
は
容
認
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
多
数
意
見
と
、
補
足
賛
成
意
見
に
対
し
、
パ
ー
ク

(E円
rz
一
判
事

の
反
対
意
見
要
旨
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

付

ω
多
数
意
見
は
、
一
九
三
七
年
州
法
一
八
五
章
が
合
憲
で
あ
る
と
す

る
。
こ
の
場
合
、
バ
ル
テ
ィ
モ
ア
郡
教
育
委
員
規
則
に
よ
り
、
児
童
は
学

校
か
ら
半
径
一
マ
イ
ル
以
上
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
も
の
に
限
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
結
果
と
し
て
公
立
校
児
重
で
あ
っ
て
も
、
右
距
離
の
範
囲
内
に

居
住
す
る
児
童
は
輸
送
の
対
象
と
は
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一

九
三
七
年
州
法
一
八
五
章
が
採
用
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

制
限
下
に
輸
送
が
行
な
わ
れ
た
白
人
お
よ
び
黒
人
の
全
児
童
数
は
六
、
九

四
一
で
あ
り
、
こ
れ
に
要
し
た
経
費
は
一

O
六
、
五
二
三
・
一
一
一
一
ト
ル
で
あ

っ
た
。
こ
れ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
同
学
校
区
の
多
く
の
児
童

は
、
右
の
輸
送
の
利
益
を
受
け
て
お
ら
ず
、
公
道
上
を
歩
い
て
通
学
す
る

か
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
の
通
学
方
法
に
よ
っ
て
通
学
し
て
い
た
も
の
と

恩
わ
れ
る
。

、
、
、
、
、
、

ω
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
公
道
上
を
歩
行
す
る
児
童
の
安
全
を
は
か
る

と
言
う
こ
と
は
、
一
九

O
四
年
の
議
会
に
お
い
て
無
料
輸
送
を
導
入
し
た

唯
一
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
と
雪
一
口
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
「
統
合
学
校
」
に
通
学
す
る
児
童
に
の
み
パ
ス
輸

アメリカ合衆国における政教分離の原則

、，

， ， 

兵
一
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
同
校
か
距
断
的
に
遠
回
畑
地
に
お

、
、
、
、
、

か
れ
、
通
学
上
の
困
難
の
解
消
を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
一
九

O
四
年
州
法
が
無
料
輸
送
を

規
定
し
た
理
由
は
、
公
金
の
支
出
を
受
け
な
い
学
校
の
児
童
に
対
し
、
公

、
、
、
、
、

立
校
児
童
で
公
道
を
遠
距
離
通
学
す
る
児
童
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る

と
同
一
条
件
で
、
輸
送
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

従
っ
て
こ
の
法
律
の
目
的
は
、
私
立
校
、
教
区
校
児
童
に
、
例
パ
ル
テ

イ
モ
ア
郡
の
公
立
統
合
学
校
へ
児
童
を
輸
送
す
る
場
合
と
同
一
条
件
で
運

行
す
る
無
料
バ
ス
、
お
よ
び
、
帥
州
の
公
立
校
へ
輸
送
す
る
場
合
と
ほ

ぼ
同
一
路
線
を
運
行
す
る
無
料
バ
ス
、
を
供
給
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)
。

ω
次
に
多
数
意
見
は
、
こ
の
立
法
の
当
初
の
起
源
、
目
的
は
公
道
上
の

児
童
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
し
か
し
、
も

し
こ
の
よ
う
な
立
法
が
憲
法
の
許
容
す
る
権
能
の
適
法
な
行
使
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
違
憲
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
す
る
。
ま
さ
に
本
件
で
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
議
論
は
こ
の

点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
多
数
意
見
は
こ
の
立
法
が
州
の
警
察
権
能
の
範

囲
内
の
行
為
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
放
に
同
法
が
容

ハロ)

認
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
警
察
権
能
の
行
使
も
、
憲
法
の
定
め
る
限
界
を

(
凶
)

越
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
判
例
は
こ
の
行
使
の
限
界
に
つ
い
て

開
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

制
警
察
権
能
の
合
理
的
な
行
使
が
、
学
童
の
無
料
輸
送
を
行
な
う
百
的
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料

に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
行
使
に
あ
た
っ
て
差
別
な
し
に
行

な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
児
童
が
受
益
者
で

あ
っ
て
学
校
が
そ
の
結
果
と
し
て
付
随
的
な
利
益
を
受
け
る
か
も
知
れ
な

い
。
こ
の
点
は
す
で
に
判
決
、
そ
の
他
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で

〈

時

〉

あ
る
。し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
こ
の
一
九
三
七
年
の
州
法
一
八
五
章
の
定

め
る
無
料
輸
送
が
、
公
立
校
か
ら
、
つ
い
で
私
立
校
お
よ
び
教
区
校
に
拡

、
、
、

大
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
同
法
は
全
児
童
(
傍
点
原
判
決
イ

タ
り
ず
タ
)
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
警
察
権
能
が
同
様
な
環
境
お
よ
び
状
態
に
あ
る
一

つ
の
階
層
に
対
し
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
階
層
に
属
す
る
全
員
に

対
し
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
一

つ
の
階
層
内
部
に
お
い
て
は
常
に
統
一
し
た
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
立
法
の
目
的
が
そ
の
階
層
の
う
ち
特
別
の
も

の
、
あ
る
い
は
限
定
し
た
も
の
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、

不
合
理
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
法
の
平
等
な
保
護
に
関
す
る
連
邦
の
保
障

(

河

川

〉

〈

凶

〕

に
反
す
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
点
も
先
例
の
一
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
同
様
な
環
境
、
あ
る
い
は
状
態
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
人
々
が
異

な
っ
た
取
扱
い
を
受
け
る
場
合
に
は
、
怒
意
的
な
、
き
ま
ぐ
れ
な
差
別
が

行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
警
察
権
能
の
行
使
は

同
一
階
層
の
中
に
お
い
て
統
一
的
に
機
能
す
る
も
の
と
は
雪
一
一
同
え
ず
、
従
つ

資

て
そ
の
よ
う
な
立
法
は
不
合
理
で
あ
り
不
平
等
で
あ
る
故
に
無
効
と
な
る

〈汀
V

の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
先
例
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ゆ
こ
の
よ
う
に
特
定
の
集
団
に
区
肌
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
た
め
に

は
、
そ
の
中
に
含
め
ら
れ
る
も
の
と
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
の
間

に
合
理
的
な
、
実
質
的
な
区
別
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
本
件
の
州
法
一
八
五
章
が
定
め
る
、
私

、
、
、
、

立
校
、
公
立
校
に
通
学
す
る
児
童
の
通
学
上
の
困
難
か
ら
、
あ
る
一
定
の

児
童
を
保
護
す
る
た
め
の
警
察
権
能
の
行
使
は
、
怒
意
的
な
、
き
ま
ぐ
れ

な
、
差
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
規
定
、
お
よ
び
区
分
に
基
づ

い
て
い
る
故
に
無
効
な
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
児
童
の
安
全

に
関
す
る
か
ぎ
り
、
私
立
校
と
教
区
校
の
学
童
聞
に
実
質
的
区
別
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
公
道
上
を
通
学
す
る
児
童
の
交
通
上
の
障
害

に
つ
き
実
質
的
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
見
る
と
、
本
件
の
立
法
が
、
学
校
か
ら
一
マ
イ
ル
以
内
に
居
住
す
る
全

児
童
、
こ
れ
は
公
立
、
私
立
を
問
わ
ず
、
か
ら
通
学
輸
送
の
利
益
を
奪
っ

て
い
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
児
童
に
、
響
察
権
能
の
合
理
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
行
使
と
言
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
歩
行
に
よ
る
通
学
を
余
儀
な
く
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
(
傍
点
原
判
決
イ
タ
リ
ヅ
タ
)

0

川

W

繰
返
し
て
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
結
局
、
児
童
を
輸
送
す
る
バ

ス
通
路
の
近
辺
に
居
住
し
て
い
な
い
児
童
は
こ
の
よ
う
な
州
の
付
与
す
る

利
益
を
享
受
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
歩
道
上
を
歩
き
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
同
様
な
交
通
上
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
道
を
歩
く
か
、
私
的
輸
送
手
段
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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1
2
，
 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
本
件
制
定
法
が
警
察
権
能
の
適
法
な
行
使
と
は

言
一
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

反
対
意
見
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
、
続
け
て
公
金
の
私
的
目
的
に
対
す
る

支
出
に
触
れ
、
こ
れ
が
州
憲
法
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
あ
内
か
。

こ
の
事
件
の
多
数
意
見
が
警
察
権
能
の
理
論
を
正
面
か
ら
採
用
し
て
い
る
こ

と
は
、
こ
の
判
決
が
一
九
三
八
年
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て

特
に
注
目
に
値
す
る
。
一
九
三
八
年
に
は
院
に
あ
げ
た
ニ
ュ

l

・
ヨ
ー
ク
の

ジ
ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
が
こ
の
警
察
権
能
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
四
対
三

約

で
こ
れ
を
否
定
的
に
解
し
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
本
件
判
決
が
右
事
件
下

級
審
の
議
論
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
多
数
意
見
引
用
の
と
こ
ろ
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
下
級
審
に
お
け
る
右
事
件
で
は
こ
の
理
論
を
認
め
て
い
る
の
で

アメリカ合衆国における政教分離の原則

あ
る
が
、
本
件
多
数
意
見
が
州
最
高
裁
の
判
決
を
参
照
し
て
い
な
い
と
思
わ

れ
る
こ
と
は
両
事
件
判
決
が
同
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
に

入
れ
て
み
る
と
理
解
が
容
易
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
本
件
の
反
対
意
見
が
警
察
権
能
の
理
論
を
ま
っ
た
く
否
定
し
て

い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
同
意
見
の
引
用
部
分
納
に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
一
集
団
の
中
で
の
差
別
の
な
い
平
等
な
取
り
扱
い
を
右
権
能
行
使
の
前

提
に
置
き
、
本
件
は
距
離
に
依
っ
て
こ
の
区
別
を
な
し
て
い
る
故
に
合
理
的

な
行
使
と
は
言
え
な
い
と
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
本
件

の
事
実
関
係
が
こ
の
よ
う
な
一
マ
イ
ル
以
上
と
言
う
よ
う
な
距
離
制
限
を
設

け
て
い
な
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
の
意
見
に
依
れ
ば
右
権
能
の
合
理
的
な
行

使
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
数
意
見
の
論
理
を
押
し
進
め
て
い
く
と
必
然

的
に
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
「
階
層
内

の
平
等
な
取
り
扱
い
」
を
本
件
で
行
な
っ
て
い
な
い
故
に
合
理
的
で
は
な

ぃ
、
と
言
う
考
え
に
立
つ
と
み
る
な
ら
ば
、
実
は
こ
の
反
対
意
見
自
身
、
警

察
権
能
の
理
論
の
採
用
の
全
面
的
否
定
と
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
本
件

事
案
が
た
ま
た
ま
、
右
の
定
義
づ
け
の
範
鴫
の
外
に
あ
っ
た
に
と
ど
ま
る
と

考
え
る
べ
き
で
、
そ
の
意
味
で
は
少
数
意
見
も
ま
た
、
右
権
能
の
行
使
を
前

提
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

」
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
と
反
対
意
見
を
含
め
て
、
本
件
判
決
の
場
合

に
は
明
ら
か
に
警
察
権
能
の
行
使
を
前
提
と
し
た
合
憲
判
決
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

(
1〉
切

O

向
島
忠
臣
居
住
O
ロ

o
h
F
5
8
0
5
P
E
Q
〈
・
当
宮
田
P
H
S

〉

-
S∞・

(

2

)

同
市
自
由
〉
・
白
白
・

(

3

)

(

わυ
Cロ

}r戸吋sω
ロ
〈
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円
戸
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口
ロE戸
EωEHE釦ロ内印
w
ω
s門
z巾∞
G州
ω員凶肖叫《
ι同

c町
開
《

ι凶ロ口
2ωv

C
.
ω
・
句
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"
印
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ω
-
D
-
ω
ω
印w

記
「
開
ι・由
Hω
・
コ
一
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二
節
一
項
四
山

(
一
七
巻
一
号
一
一
九

l
一
二
五
頁
)
参
照
。

(
4
)
切
O吋

L
2】
ぐ

「

D
己
』
丘
町
凶
ロ
ロ

m
g耳
切

D
臼

HL・
戸

市

山

∞
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P
H
O
C♂
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}
飢
え
と
・
〈
・

z
gミ
で
あ
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
同
州
納
税
者
た
る
へ
ン
リ
ィ
が
ブ
ア
イ
エ
ヅ
ト
(
司
3
r

z
g
)
郡
財
務
裁
判
所
(
百
円
と
の

23)
に
対
し
、
一
九
四
四
年
制
定
の
同

州
川
川
法
一
五
六
章
は
違
憲
で
あ
る
、
と
し
て
そ
の
宣
言
的
判
決
を
求
め
た
も

の
で
あ
る
。

同
法
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
、
お
よ
び
そ
の
前
文
に
立
法
目
的
を
要
旨
次
の
よ

う
に
定
め
て
い
る
。

内

本
法
は
、
歩
道
を
有
し
な
い
公
道
(
乞
問
r
d々
々
切
)
添
い
に
通
学
す
る

児
童
に
輸
送
手
段
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
、
健
康
、

安
全
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
通
学
の
際
、
右

の
公
道
上
を
歩
行
す
る
児
童
が
き
わ
め
て
危
険
な
状
態
に
お
か
れ
る
の
で

あ
り
、
更
に
悪
天
候
の
際
に
は
児
童
の
健
康
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
故
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
パ
ス
輸
送
は
公
立
校

(
g
g
g
oロ
Rroo-m)

児
童
に
対
し
て
現
在
行
な
わ
れ
て
お
り
、
右
以
外
の
学
校
に
通
学
す
る
児

童
に
対
し
て
も
、
等
し
い
ル

l
ト
を
通
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
費
用
を
徴

収
せ
ず
に
行
な
い
う
る
故
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
公
立
校
用
の
輸
送
費

は
学
校
基
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
義
務
教
育
法
で
定
め
ら

れ
て
い
る
右
以
外
の
学
校
の
輸
送
費
は
法
律
上
一
般
基
金
の
み
か
ら
支
払

わ
れ
得
る
故
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
公
道
上
を
通
学
す
る
児
童
を
保
護
す
る
目
的
で
以
下
の

法
律
を
定
め
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

F 

右
の
よ
う
に
立
法
趣
旨
を
述
べ
て
、
向
法
は
そ
の
輸
送
費
の
支
出
、
学
童

の
範
囲
に
つ
き
要
旨
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

郡
は
、
公
立
校
児
童
の
教
育
費
か
ら
で
は
な
く
、
郡
の
一
般
基
金
か

ら
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
義
務
教
育
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
小
学
校
に
通

学
す
る
全
児
童
の
援
助
と
利
益
を
は
か
る
た
め
、
同
小
学
校
か
ら
通
学
す

る
の
に
不
適
当
な
遠
距
離
に
住
み
、
か
つ
児
童
の
通
学
道
路
に
予
定
さ
れ

て
い
る
公
道
添
い
に
歩
道
が
な
い
場
合
、
こ
れ
に
対
し
パ
ス
輸
送
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
の
立
法
に
対
し
、
原
告
(
被
上
告
人
)
へ
ン
リ
ィ
・
(
戸
出
・

国

gq)
は
以
下
の
三
点
を
あ
げ
て
同
法
の
違
憲
性
を
争
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ω
同
法
は
州
憲
法
三
、
五
、
二
六
、

違
反
す
る
故
無
効
で
あ
る
。

ω
私
立
校
、
教
派
校
、
あ
る
い
は
教
区
校
に
児
童
が
通
学
す
る
の
は
任

意
な
選
択
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
同
法
は
一
般
基
金
か
ら
公
立
校
通
学
児

童
に
対
す
る
パ
ス
輸
送
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

ω
も
し
、
裁
判
所
が
右
法
律
を
合
憲
と
す
る
場
合
に
は
同
輸
送
は
通
学

に
不
適
当
な
遠
距
離
に
住
ん
で
い
る
も
の
、
お
よ
び
歩
道
が
設
置
さ
れ
て

い
な
い
地
域
に
の
み
限
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

一
七
一
お
よ
び
一
八

O
の
各
条
に

原
審
裁
判
所
に
お
い
て
は
原
告
勝
訴
。
そ
こ
で
被
告
ニ
コ
ル
ズ
は
州
最
高

北法18(2・113)327 



料

裁
に
上
告
し
た
。
同
最
高
裁
に
お
け
る
被
上
告
人
ヘ
ン
リ
ィ
は
右
の
三
点
に

つ
け
加
え
て
一
般
基
金
か
ら
教
区
校
児
童
の
通
学
の
た
め
の
費
用
を
支
出
す

資

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
の
場
合
、
右
基
金
が
す
べ
て
支
出
さ

れ
た
後
に
は
右
の
目
的
の
た
め
特
別
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
を
争
つ
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
同
州
憲
法
第
五
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち

「
法
律
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
宗
教
的
教
派
、
団
体
、
宗
派
に
対
し
て

も
特
権
(
買
え
命
日
足
立
が
与
え
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
い
か
な
る

特
定
の
信
条
、
礼
拝
の
方
法
、
あ
る
い
は
教
会
制
度
の
組
織

(ω

ヨ
8
5
丘

町

n
n
-
2
3
2
R弘
司

orq)
に
対
し
て
も
特
権
が
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
何
人
も
礼
拝
の
場
所
に
出
席
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
場
所

を
建
設
し
、
あ
る
い
は
維
持
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
教
会
担
当
者
の
俸

給
、
お
よ
び
生
活
の
維
持
を
行
な
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
何
人
も
そ
の
子
弟
を
、
自
己
の
良
心
に
適
し
な
い
学
校
に
入
学
さ

せ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
宗
教
的
信
条
、
教
義
あ

る
い
は
教
え
を
信
ず
る
か
、
あ
る
い
は
信
じ
な
い
か
を
理
由
と
し
て
、
基

本
的
権
利
、
特
権
あ
る
い
は
能
力
を
奪
わ
れ
で
は
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
縮

小
さ
れ
ま
た
は
拡
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
人
間
的
な
権
威
が
良
心
の
権
利
を
支
配

し
、
あ
る
い
は
干
渉
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」

s::: _ 
o 
E の
とJ よ

半1]-;:2_ 
事乙住

民存
霊号
塁手
孟件
でお

要ぞ
宵同
ヒミ 州
止最
う高
な裁

判は断、
を
行
な
っ

モ

リ

ス

た。

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
前
記
の
法
律
は
州
憲
法
五
条
に
列
挙
し
て

い
る
禁
止
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
、
い
ず
れ
を
も

骨
抜
き
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

同
法
の
目
的
は
、
単
に
今
日
の
公
道
上
の
交
通
の
危
険
、
お
よ
び
苛
酷

な
天
候
か
ら
児
童
を
保
護
す
る
た
め
の
、
警
察
権
能
の
行
使
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
被
上
告
人
主
張
の
、
教
区
校
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
教
義
、
か

指
導
さ
れ
る
と
言
う
問
題
は
、
本
件
に
お
い
て
右
法
律
の
目
的
、
効
果
を

変
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
特
定
の
教
義
に
優
先
的
取

扱
い
を
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
い
か
な
る
人
を
も

礼
拝
そ
の
他
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
右
の
判
断
を
前
提
と
し
て
、
政
府
の
一
般
的
権
能
、
租
税
賦

課
の
要
件
に
つ
き
、
憲
法
三
、
二
六
、

一
八

O
の
各
条
を
引
用

一
七
一
、

し
、
被
上
告
人
の
主
張
を
排
斥
し
、
結
局
、
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

「
同
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
:
:
:
同
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
援
助
は

公
立
校
に
通
学
す
る
児
童
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
私
立
校
、
教
派

校
お
よ
び
教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
に
対
し
て
も
同
様
に
、
平
等
に
行
な

(
3
)
 

わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
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付

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
人
道
的
な
、
社
会
的
諸
立
法
は
そ
の
発
展
的

過
程
に
あ
り
、
ま
た
児
童
は
公
道
上
の
多
く
の
障
害
、
お
よ
び
危
険
に
さ

ら
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
州
の
義
務
教
育
法
は
彼
ら
児
童
に
対
し
厳
格
に

適
用
、
施
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

、
、
、
、
、
、
、

て
み
る
と
、
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
い
て
も
、
州
の
児
童
に
対
す
る
安

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

全
な
輸
送
を
行
な
う
た
め
の
立
法
が
、
公
共
の
目
的
を
理
由
と
す
る
立
法

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
は
な
い
、
な
ど
と
言
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
法
お

よ
び
そ
の
た
め
の
租
税
が
、
教
会
に
対
す
る
援
助
、
あ
る
い
は
私
立
校
、

教
派
校
ま
た
は
教
区
校
に
対
す
る
援
助
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
立
法
お
よ
び
租
税
が
、
州
の
児
童
す
な
わ
ち
州
の
未
来
の

市
民
の
健
康
お
よ
び
安
全
を
は
か
る
巨
的
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ

る
。
厳
密
な
、
技
術
的
意
味
に
お
い
て
、
学
校
が
こ
の
よ
う
な
立
法
か
ら

間
接
的
な
利
益
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
と
言
う
事
実
は
、
同
立
法
に
表

明
さ
れ
た
目
的
、
お
よ
び
現
実
に
適
し
た
、
健
全
な
効
果
を
否
定
す
る
に

ハ
4
)

足
り
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)
」

アメリカ合衆国における政教分離の原則

州
最
高
裁
の
モ
リ
ス
判
事
は
右
の
よ
う
に
述
べ
、
更
に
被
上
告
人
の
あ
げ

た
、
公
立
校
基
金
は
私
立
校
通
学
児
童
の
輸
送
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
す
る
シ
エ
ラ

1
4ジ
ヱ
フ
ア
ソ
ン
郡
教
育
委
員
会
震
は
本
件
と

事
案
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
こ
れ
を
否
定
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
裁
判
所
は
問
題
の
立
法
が
州
憲
法
に
違
反
す

る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
事
件
を
原
審
に
差
戻
し
た
o

、
y 

」
の
判
決
に
は
ド
ウ
ソ
ン

(む丙
W
J

言
D
ロ)

判
事
欠
席
、

反
対
意
見
は
な

L 、
。

こ
の
一
九
四
五
年
度
の
最
高
裁
判
所
判
事
の
犠
成
は
リ

l
ズ
(
巧
・
国
-

H
N
2
m
)

首
席
判
事
の
ほ
か
、
ト
マ
ス
(
の
・
吋
7
0
自
民
)
、
シ
イ
ム
ズ
(
司
・

2
ヨω)
、
-
フ
テ
ィ
マ
(
ゎ
・
∞
-
F
巳
H
B
O
H
)

、
ヵ
ム
マ
ヅ
ク
(
』
・
冨
・

【

U
R出
B
R
r
)
、
ド
ウ
ソ
ン
(
同
J
m・
ロ
担
当
ω
D
ロ
)
、
シ
ィ
ラ
(
開
・

ω己
R
)

ス
タ

γ
リ
イ
(
。
・

4
司・

ω
S巳
ミ
)
、
代
表
意
見
を
書
い
た
モ
リ
ス
(
わ
・
国
・

7

向。gm)、
ヴ
ア
ン
セ
ン
ト

(
H
F

ゎ
・
ぐ

Eω
田
口
け
)
、
お
よ
び
ヴ
イ
ヅ
グ
ベ

リ
(
巧
・

5nrpHq)
と
な
っ
て
い
る
。

」
れ
ら
の
裁
判
官
の
う
ち
、
違
憲
判
決
を
出
し
た
一
九
四
二
年
度
の
裁
判

四
二
年
度
の
う
ち
フ
ル
ト
ン
首
席
判
事
、

イ
ル
フ
ォ
ー
ド
お
よ
び
代
表
意
見
を
書
い
た
ラ
ト
リ
フ
判
事
が
抜
け
て
、
か

わ
り
に
ラ
テ
ィ
マ
、
ド
ウ
ソ
ン
、
シ
ィ
ラ
の
三
判
事
が
入
っ
て
い
る
。

所
の
構
成
と
比
較
す
る
と
、

ン
タ
ッ
キ
l
州
最
高
裁
判
所
の
私
立
校
児
童
の
パ
ス
輸
送
に
つ
い
て
の
態
度

は
、
四
二
年
の
シ
ヱ
ラ
l
ド
事
件
か
ら
四
五
年
の
ニ
コ
ル
ズ
事
件
に
お
い
て

変
更
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
四
二
年
の
違
憲
判
決
の
結
果

一
九
四
四
年
に
州
法
一
五
六
章
を
設
け
、
こ
こ
で
輸
送
に
つ
い
て
の
規
定
を

お
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
合
憲
判
決
の
代
表
意
見
は
違
憲
判
決
を
下
し
た

四
二
年
度
在
席
の
モ
リ
ス
が
書
い
て
お
り
、
ま
た
交
代
し
た
三
人
の
う
ち
で

ド
ウ
ソ
ン
は
'
欠
席
し
て
い
る
の
で
、
一
二
入
の
交
代
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
見
解 アケ

北法18(2・115)329 



料

が
変
っ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
右
事
案
に
つ
い
て
は
同
裁
判
所
は

一
九
四
六
年
一
一
月
再
審
理
の

資

請
求
を
却
下
し
て
い
る
。

(

1

)

ヨ円
r
c
r
2
ω
一
-
戸
国
2
9
5
H
ω
・
者
-
M
L
S
0
・

(
2
〉

判

例

集

(SHm-
者
-
包

BH)
に
は
同
月
日
と
あ
る
が
、
こ
れ

は

忌

2
2
ω

の
誤
り
で
あ
ろ
う
o

(
3
)
H
S
ω
・

実

包

お

品

(
4
)
5
H
∞
・
実
包
お
印
・

(
5
)
ω
「
命
吋
包
同
島
〈
・
』
丘
町
内
5
0口
。
。
戸
口
同
可
切

O
R門同
C
同
開
品
口
口
出
江
o
p
N山本

同ハ可・品

gwH叶】
ω・
4
ぐ
・
出
呂

ω・
な
お
本
節
一
項
三
市
川
(
本
号
九
六

頁
)
参
照
。

の品理
由
に
合
憲
と
し
た
判
決
に
、
キ
ャ
リ
ア
オ
l
ニ
ア
州
に
お
け
る
一
九
四
六

年
の
ボ
ウ
カ

i
対

ベ

ー

カ

ー

詐

!
?
E
;ある
o

事
案
は

以
上
に
あ
げ
た
と
同
様
な
立
場
か
ら
パ
ス
輸
送
を
警
察
権
能
の
行
使
を

次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
四
三
年
九
月
一
一
一
日
、
学
校
区
の
-
評

議
員
会
に
お
い
て
、
以
下
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
以
下
の
条
項
に
基
づ
き
、
同
学
校
区
の
公
共
の
パ
ス
に
よ
り
、
私
立

お
よ
び
教
区
校
児
童
に
対
し
輸
送
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川W

同
学
校
区
の
パ
ス
に
乗
車
し
う
る
児
童
の
数
は
、
一
九
四
三
年
九
月

二
一
臼
火
催
日
現
在
に
お
い
て
、
私
立
校
お
よ
び
教
区
校
に
登
録
さ
れ
て

い
る
乗
車
許
容
児
童
数
以
上
に
増
加
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ω
右
輸
送
の
際
に
は
公
立
校
児
童
の
輸
送
に
つ
い
て
定
め
る
学
校
区
の

輸
送
規
則
お
よ
び
規
制
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

倒
教
区
校
、
お
よ
び
私
立
校
当
局
は
、
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
四
年

度
の
輸
送
許
可
が
、
戦
時
下
の
緊
急
の
状
態
に
対
処
し
、
家
庭
保
護
計
画

の
一
手
段
と
し
て
の
み
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

こ
の
決
議
は
二
対
一
で
決
定
し
た
。
原
告
は
こ
れ
に
反
対
し
た
。
そ
こ
で

原
告
は
、
右
決
議
に
従
っ
て
ロ

1
7
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
所
属
の
教
区
校
児

童
が
公
立
校
、
ハ
ス
を
利
用
し
て
い
る
の
は
州
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
実
施
を
差
し
止
め
る
よ
う
請
求
し
た
。
原
審
は
こ
れ
を
棄
却
、
そ

こ
で
州
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

州
最
高
裁
は
右
の
問
題
に
つ
き
、
マ
ー
ク
ス

(冨
R
F
)
判
事
が
意
見
を

述
べ
、
す
で
に
多
く
の
州
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
ポ
リ
ス
・

ハ
ワ
l
の
権
能
の
行
使
の
理
論
を
理
由
に
右
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

ま
ず
裁
判
所
は
右
の
教
育
法
が
州
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
原

告
の
主
張
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
要
旨
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ω
前
記
の
決
議
は
州
教
育
法
二
ハ
二
五
七
節
の
下
で
承
認
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
二
点
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

何
学
校
区
は
学
校
区
内
の
児
童
に
対
し
、
通
学
輸
送
を
行
な
う
こ
と

北法18(2・116)330 



i

i

 

I
‘
i
 

1

l

i

l

-

-

お
宅

3

8

6

1

s

が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
公
立
校
以
外
の
児
童
に
対
し
て
は
右
公
立
校

児
童
に
対
す
る
場
合
と
同
様
な
条
件
の
下
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

川
右
の
条
項
は
私
立
校
に
通
学
す
る
児
童
の
両
親
、
保
護
者
に
対
し

輸
送
費
用
担
当
額
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。

的

と
こ
ろ
で
州
憲
法
四
条
一
二

O
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
州
議
会
、
都
、
市
、
町
、
学
校
区
、
お
よ
び
そ
の
他
の
公
共
団
体

は
、
宗
教
教
派
、
教
会
、
宗
教
的
信
条
お
よ
び
教
滅
的
目
的
を
援
助
す

る
た
め
、
公
金
か
ら
の
支
出
お
よ
び
支
払
を
行
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま

た
、
宗
教
的
信
条
、
教
会
あ
る
い
は
宗
教
教
派
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て

い
る
学
校
、
大
学
、
病
院
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
施
設
を
援
助
し
、
支

援
し
、
ま
た
は
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

更
に
州
憲
法
九
条
は
教
育
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
が
、
そ
の

第
八
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
公
金
は
、
教
派
的
、
あ
る
い
は
宗
教
的
学
校
、
あ
る
い
は
公
立
校

職
員
の
排
他
的
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
な
い
学
校
の
維
持
の
た
め
に
支

出
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

ま
た
同
条
第
四
項
は
公
立
校
維
持
の
た
め
の
「
永
久
資
金
」
志
向
宮

Z
巳

P
D
L
)

を
定
め
る
。

ω 

アメリカ合衆国における政教分離の原則

ゆ
原
告
は
前
記
の
州
教
育
法
一
六
二
五
七
節
が
、
こ
れ
ら
憲
法
条
項
に

反
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
被
告
は
州
憲
法
九
条
一
項
が
、

「
知
識
お
よ
び
情
報
の
一
般
的
な
普
及
は
、
市
民
の
権
利
お
よ
び
自
由

の
保
持
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
立
法
府
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
な

ノ

手
段
を
通
じ
、
知
性
、
科
学
、
道
徳
お
よ
び
農
業
上
の
改
善
の
促
進
を

は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
定
め
て
い
る
の
で
、
本
件
で
は
右
条
項
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
更
に
重
ね
て
原
告
、
被
告
双
方
は
多
く
の
先
例

を
引
用
す
る
。

ω
ま
ず
、
原
告
の
引
用
す
る
以
下
の
各
州
の
諾
判
例
は
、
ジ
ヤ
ド
対
教

〈

2
)

育
委
員
会
事
件
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
立
場
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

R
B
)
 

す
な
わ
ち
、
ヴ
ア
ン
ス
ト
ラ

l
卜

γ
対
ミ
ル
ク
イ
ツ
ト
事
件
、
州
対
ブ
ラ

《

4

)

(

5

〉

ウ
ン
事
件
、
ガ
!
ニ
イ
対
フ
ア
グ
ソ

γ
事
件
、

V

エ
ラ
ー
ド
対
ジ
ェ

7

7

(

6

V

官
5・

)

ソ
γ
郡
教
育
委
員
会
事
件
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
対
統
合
学
校
区
事
件
、
エ
ヴ
ア

(
8〉

(
9
)

ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事
件
、
ネ
ヴ
ア
ダ
対
ハ
ロ
ヅ
ク
事
件
、
ジ
エ
ン
キ
ン

(
M
)
 

ス
対
ア
ン
ド
ウ
ヴ

7

1
事
件
お
よ
び
ダ
コ
タ
長
老
会
対
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ

〈

日

)

州
事
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
い
ず
れ
も
公
金
の
教
区
校
に
対

す
る
支
出
を
違
憲
と
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
o

原
告
は
更
に
右
の

ジ
ャ
ト
事
件
の
判
旨
を
引
用
し
、
「
児
童
の
無
料
輸
送
は
学
校
に
通
学
す

る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
輸
送
の
目
的
は
、
私
立
校
、

教
区
校
お
よ
び
教
派
の
施
設
の
利
益
を
促
進
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ブ
ラ

(ロ〉

ウ
ン
事
件
が
述
べ
る
よ
う
に
『
そ
れ
は
組
織
と
し
て
の
学
校
を
成
立
さ

せ
、
強
化
し
、
そ
し
て
成
功
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
L

の
で
あ
る
」
と
主

(
凶
〉

張
す
る
。

紛
こ
れ
に
対
し
、
被
告
は
以
下
の
各
州
の
諸
判
例
を
引
用
す
る
。
す
な

(

H

)

(

M

M

)

 

わ
ち
、
教
育
委
員
会
対
フ
ィ
ー
ト
事
件
、
ア
ダ
ム
ス
対
郡
理
事
事
件
、

〉

EEω
〈
・
ゎ
o
g
q
(
U
O
B
E
5
5
5
5、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
事
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料

(

同

)

〈

口

)

件
、
ニ
コ
ル
ズ
対
へ
ン
リ
イ
事
件
、
ボ

l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委

(

日

)

〈

M
M
V

員
会
事
件
、
カ
ク
一
フ
γ
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
川
教
育
委
員
会
事
件
、
チ
ャ
ン
ス

〔

却

〉

(

幻

〉

対
ミ
シ
シ
ッ
ピ

1
教
科
書
委
員
会
事
件
、
ゲ
ル
ハ

l
ド
対
へ
イ
ド
事
件
、

〈
幻
)

。2Y
R
L汁
〈
・
出
何
年
、
ァ
ト
ウ
ッ
ド
対
ジ
ョ
ン
ソ
ン
事
件
、
〉
2
5
0内山〈・

(mv 

』

D
F
5
0口
、
ニ
コ
ル
ス
対
視
学
官
事
件

Z
5
7
0
}
由〈・

ω口}
H
O
D
-
U
F
H
o
n
g
a

〈

れ

〉

内

初

)

お
よ
び
コ
ス
ト
対
シ
ノ
ウ
ル
ト
事
件
わ

oa
〈・

ωrgmw己
円
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
原
告
の
あ
げ
た
事
件
の
う
ち
、

資

エ
ヴ
ァ
ソ
ゾ
事
件
お
よ
び

シ
エ
ラ
ー
ド
事
件
の
立
場
は
被
告
の
あ
げ
た
後
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
、
お

よ
び
ニ
コ
ル
ズ
対
へ
ン
リ
イ
事
件
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
変
更
さ
れ
て
い
る

(
舗
)

こ
と
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
事
併
の
す
べ
て
が
本
件
と
事
例
を
同
じ
く
す
る
も
の

で
は
な
く
、
従
っ
て
適
切
な
先
例
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の

事
件
に
流
れ
て
い
る
合
憲
の
理
由
づ
け
の
背
景
に
は
疑
い
も
な
く
ポ
リ

ス
・
パ
ワ
ー
の
権
能
の
行
使
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
右
権
能
の
行
使
に
よ

っ
て
青
少
年
の
教
育
を
実
際
的
な
方
法
に
従
い
行
な
う
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
公
福
祉
政
策
を
促
進
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
で
す
で
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
バ
ス
輸
送
を
行
な
う
こ
と
冷
私
立
学
校
に
対
す

、
、
、
、
、
、

る
利
益
の
付
与
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
児
童
に
対
す
る
付
随
的
な
利
益

の
付
与
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
)
。
従
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
間
接
的
利
益
の
付
与
は
、
前
記
憲
法
の
各
条
項
の
禁
ず
る
、
公
金
の

私
的
目
的
へ
の
支
出
、
あ
る
い
は
教
派
校
援
助
@
た
め
の
使
用
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。

(6) 

更
に
キ
ャ
リ
ア
ォ

i
ニ
ア
州
に
は
公
費
に
よ
る
公
立
校
児
童
の
無
料

輸
送
に
つ
き
、
従
来
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

こ
の
点
は
州
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
本
件
に
つ
き
た
だ
ち
に
判
断
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い

が
、
青
少
年
の
知
的
水
準
を
向
上
さ
せ
、
か
つ
児
童
の
安
全
を
は
か
る
こ

と
は
政
府
の
本
来
の
役
割
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
警
察
権
能
に
基
づ
い

て
行
な
わ
れ
う
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
同
様
な
例
は
一
九
一
一
一
年
の
退
役

軍
人
教
育
法
が
第
一
次
大
戦
後
の
軍
人
の
教
育
に
つ
き
、
公
的
な
教
育
機

関
が
不
適
当
な
場
合
に
自
己
の
選
択
に
従
っ
た
私
的
教
育
機
関
を
定
め
、

こ
れ
に
対
す
る
通
学
費
用
を
支
払
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
は
す
で
に
判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

開
先
に
あ
げ
た
州
憲
法
九
条
一
項
が
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
我
が
州

の
憲
法
制
定
者
は
市
民
の
教
育
を
最
も
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

立
法
府
は
右
条
項
の
最
も
有
効
な
実
現
を
目
標
と
し
て
法
律
を
制
定
し
て

き
で
い
る
の
で
あ
る
o

そ
し
て
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
立
法
も
そ
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。
市
民
の
代
表
者
か
ら
成
る
立
法
府
に
は
こ
の
権
能
が

付
与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
憲
法
に
よ
っ
て
課
き

れ
た
責
務
に
付
随
す
る
と
こ
ろ
の
裁
量
権
を
行
使
し
て
き
た
こ
と
も
、
先

(mv 
例
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
先
例
に
よ
れ
ば
、
公
立
の

大
学
に
通
学
す
る
と
同
様
に
、
退
役
軍
人
の
選
択
し
た
私
立
の
教
育
施
設

に
通
学
す
る
費
用
を
支
払
う
こ
と
が
州
憲
法
の
下
で
認
め
ら
れ
る
以
上
、

教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
が
、
ス
ク
ー
ル
・
バ
ス
の
空
席
を
占
め
る
こ
と

を
認
め
て
も
、
こ
れ
が
細
川
憲
法
に
反
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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1 

的

ω
我
々
は
現
代
の
こ
の
複
雑
な
生
活
関
係
を
思
う
に
、
公
金
の
多
く
が

教
派
の
学
校
お
よ
び
高
等
教
育
機
関
に
対
し
、
直
接
、
間
接
の
利
益
を
与

え
て
い
る
と
考
え
る
o

す
な
わ
ち
舗
道
、
街
路
、
道
路
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
、

下
水
道
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
、
そ
の
宗
教
的
信
条
と
は
無
関
係
に

使
用
で
き
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
人
も
、
公

金
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
ハ
イ
ウ
ェ
イ
上
を
通
学
す
る
市
民
の
権
利
を
、

そ
の
市
民
の
宗
教
上
の
信
念
、
ま
た
は
宗
教
的
施
設
に
出
席
す
る
こ
と
を

理
由
に
否
定
し
た
例
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
消
防
、
警

察
の
機
関
か
ら
受
け
る
便
宜
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
州
の
広
範
な
警
察
権
能
の
行
使
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、

本
件
の
通
学
バ
ス
輸
送
を
定
め
る
立
法
が
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な

い
、
と
結
論
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

州
最
高
裁
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
原
審
判
決
を
認
容
し
た
。
こ
の
州
最
高

裁
第
四
部
は
バ
ー
ナ
ー
ド
(
宮
門
口
氏
仏
)
判
事
を
長
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他

に
グ
リ
フ
ィ
ン
(
の
江
主
ロ
)
判
事
が
い
る
が
、
両
判
事
と
も
に
賛
成
、
従
つ

て
小
法
廷
で
は
あ
る
が
全
員
一
致
の
判
決
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
が
こ

れ
ま
で
に
あ
げ
て
き
た
各
州
の
最
高
裁
判
決
を
い
わ
ば
集
大
成
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
原
告
、
被
告
両
者
の
指
摘
す
る
先
例
か
ら
容
易
に
首
肯
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
、
ポ
リ
ス
・
パ
ワ

1
に
基
づ
く
合
憲

判
決
の
立
場
が
、
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
に
お
い
て
認
容

さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
点
は
次
項
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ーμ

t 

(

1

)

回

C
4
r
R
〈

-
w
ω
r
2
巾

門

戸

了

目

白

叶

可

-
N円四

N印品・

(
2
)
】
戸
内
包
〈
・
回
O
R仏
司
同
開
円
四
戸
門
田
C
c
p
N寸∞

2
・
J

円
-
N
O
O
-
-印
Z-HW-

民
g
N・
本
節
一
項
三
知
(
本
号
八
九
頁
)
参
照
。

(
3
)
ω
s
z
a
H
O
-
-
〈

g
g
s
zロ
〈
・
豆
巳
宮
F
3
N
Z・
4司・

8
N

本
節
一
項
ニ
町
(
本
号
七
三
頁
)
参
照
。

(
4
)
ω
S
8
4・回同
Da宅

pω
白
り
己
・

5
Y
H
4
N
〉
・
∞
ω印・

(

5

)

。己sou-
〈
-MYM間口
m
o
p
H
N
N
司
・
包

EON-
本
節
一
項
ニ
均
(
本
号

八
三
頁
)
参
照
。

(

6

)

律
百
同
S
H
L
〈・】角川町向。
a
oロ
{
U
D
己ロ

q
問
。
回
忌
-
D
同開内田戸
gjtopNMWK酔

阿内『・串

S
-
H
3
m・
者
-

N弘
司

8
・
本
節
第
一
項
三
町
(
本
号
九
六
頁
)

参昭照山。
λ(円仔H
)

に
触
れ
る
よ
う
に
こ
の
州
の
立
場
は
後
に
改
め
ら
れ
る
。

(
7乙)
γ豆富向凸F
2.
ロ
印
刷
M

・
包
芯
・
本
節
一
項
三
市
川
(
本
号
一

O
O頁
)
参
照
。

(

8

)

開〈
2
8ロ
〈
・
切
D
阻
み
え
何
色
E
S
C
O
P
E
N
Z・
]
-
F
・申
myω
申
〉
・

民
4
日
・
な
お
上
告
人
引
用
の
こ
の
事
件
は
ロ
ω
Z
-
』・円、

.
8
0・
hR

〉・

M
L
g
ω

に
お
い
て
前
の
立
場
を
変
更
し
た
。
(
こ
の
点
被
告
の
側
の

引
用
は
後
の
事
件
に
よ
っ
て
い
る
。
)
な
お
、
後
に
連
邦
最
高
裁
判
決
が

出
さ
れ
て
い
る
。
本
節
二
項
町
(
本
号
二
二
頁
)
参
照
。

(
9
)
Z
o
g色
白

O
H司
r
g
〉
回
三
口
B
〈
・
民
主
-onr・
5
Z
2・
ω
3・一一一章一

節
一
項
ニ
知
(
一
六
巻
四
号
一
一
七
頁
)
参
照
。
た
だ
し
こ
の
事
件
は

パ
ス
輸
送
の
問
題
で
は
な
く
、
孤
児
院
内
の
学
校
が
通
常
の
学
校
と
同

様
に
扱
わ
れ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
に
対
す
る
公
金
の
支
出
の
合
憲
性
が

争
わ
れ
、
否
定
的
に
解
せ
ら
れ
た
。
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第
二
項

連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
判
例

川
以
上
に
取
り
あ
げ
て
き
た
州
最
高
裁
の
判
決
は
、
違
憲
、
違
憲
後
の
憲

法
修
正
に
よ
り
容
認
、
そ
し
て
合
憲
へ
と
次
第
に
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
ο

こ
の
よ
う
な
動
向
の
う
ち
に
一
九
四
七
年
に
は
連
邦
最
高
裁

が
パ
ス
輸
送
事
件
を
取
り
扱
う
に
至
る
。
す
な
わ
ち
e

、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
対
教
育

委
員
会
軒
炉
開

2
5
:
ω
C
E
D
E
ι
E
g
t
oロ
で
あ
る
。

事
案
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
2〉

ニュ

l
・
ジ
ャ

l
ジ
州
法
は
州

の
学
校
区
が
児
童
の
通
学
輸
送
パ
ス
を
運
営
で
き
る
旨
を
定
め
る
ほ
か
、
通

付

学
用
パ
ス
が
運
営
さ
れ
な
い
地
区
で
は
児
童
は
通
常
の
公
衆
パ
ス

(
Y
F開「

アメリカ合衆国における政教分離の原則l

=ar己ω)
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
州
は
そ
れ
ら
児
童
の
両

親
ま
た
は
保
護
者
に
対
し
、
そ
の
費
用
を
償
還
で
き
る
旨
を
定
め
た
。

そ
こ
で
ユ
ウ
イ
ン
グ
(
開
豆
品
)
町
教
育
委
員
会
は
同
法
に
基
づ
き
、
通

学
費
用
を
教
区
校
通
学
児
童
の
両
親
に
対
し
て
償
還
し
た
。
こ
れ
に
対
し
納

税
者
た
る
エ
ヴ
ァ
ソ
ン
が
こ
の
行
為
の
差
し
止
め
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、

(
1
〉
公
金
が
私
的
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

(
2
)

連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
同
修
正
一
条
は
州
に
対
し
て
も
適

用
さ
れ
る
も
の
て
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
こ
の
州
の
行
為
は
右
修
正
一
条

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

J 

を
あ
げ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
州
第
一
審
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
認
容
し
、
立
法
府
は
、

州
憲
法
の
下
で
は
こ
の
よ
う
な
償
還
を
定
め
る
立
法
を
制
定
す
る
権
限
が
与

え
ら
れ
て
い
な
い
と
そ
の
理
由
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
教
育
委
員
会
の

側
か
ら
の
控
訴
に
対
し
、

州
中
間
上
訴
裁
判
所
(
わ

E
ロ
え
阿
片
岡
C
H
m
g仏

〉
唱
刃
包
凹
)
は
右
判
決
を
棄
却
し
、
右
制
定
法
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
決
議
の

【

a-Z】

い
ず
れ
も
州
憲
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
だ
。

こ
れ
に
対
し
上
告
人
エ
ヴ
ァ
ソ
ン
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し

た
の
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
に
対
し
、
五
対
四
で
本
件
の
州
立
法
を
合
憲
と
し

た
。
代
表
意
見
は
ぜ
フ
ラ
ッ
ク
(
]
・
巴

RW)
判
事
が
書
い
て
い
る
。
彼
は
、
ま
ず

本
件
訴
訟
に
お
け
る
問
題
の
償
還
が
公
立
校
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
所
属
校

に
対
し
て
な
さ
れ
た
点
に
つ
き
、
こ
れ
が
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
の
平
等

条
項
違
反
を
理
由
と
し
て
は
上
告
人
か
ら
特
に
争
わ
れ
て
い
な
い
と
し
、
つ

い
で
こ
こ
で
の
問
題
は
一
般
的
に
州
内
の
学
童
に
対
す
る
輸
送
費
を
償
最
す

る
立
法
の
合
憲
性
に
限
定
さ
れ
る
、
と
し
た
。

同
判
事
は
更
に
上
告
人
の
主
張
は
、
ハ
門

人
の
財
産
に
課
税
寸
る
こ
と
、
な
定
め
る
同
法
は
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
の
適

右
の
輸
送
目
的
の
た
め
に
上
告

正
手
段
(
岳
町
ヌ
2
2
ω
)
条
項
に
反
す
る
こ
と
、
白
同
法
は
住
民
に
対
し
租
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料

税
の
納
付
を
強
制
し
、
こ
れ
ら
租
税
に
よ
り
学
校
を
維
持
さ
せ
、
こ
れ
ら
学

校
で
は
カ
ト
リ
ザ
ク
の
信
条
を
日
常
教
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は

資

連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
州
に
適
用
さ
れ
る
同
修
正
一
条
に
反
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
す
る
こ
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

そ
こ
で
裁
判
所
は
第
一
点
第
二
点
に
つ
き
要
旨
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

付
上
告
人
は
、
児
童
が
教
区
校
に
通
学
す
る
の
は
、
全
児
童
の
一
般
教

育
に
お
け
る
公
益
よ
り
は
む
し
ろ
両
親
の
叩
個
人
的
な
希
望
を
満
た
す
た
め

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
目
的
に
充
て
る
た
め
公
金
を
支
出
す
る
こ
と
は
適

正
手
続
に
反
す
る
、
と
言
う
o
こ
の
考
え
が
正
し
け
れ
ば
こ
れ
は
公
立
校
以

外
の
学
校
に
児
童
を
輸
送
す
る
た
め
の
支
払
は
す
べ
て
等
し
く
禁
止
さ
れ

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ニ
ュ

l
・
ジ
ャ

l
ジ
州
法
は
租
税
に
よ
る
公

金
を
、
教
区
校
を
含
む
全
児
童
の
通
学
輸
送
に
使
用
す
る
こ
と
を
定
め
、
州

最
高
裁
も
こ
れ
を
容
認
し
た
。
な
る
ほ
ど
連
邦
最
高
裁
が
こ
れ
ま
で
わ
ず

か
の
例
で
は
あ
る
が
租
税
に
よ
る
公
金
を
公
け
の
目
的
外
に
支
出
し
た
の

(
5
v
 

を
違
憲
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
違
憲

〔

6
)

の
判
断
を
下
す
の
は
き
わ
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
同
時

に
指
摘
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
公
益
を
促
進

す
る
た
め
の
州
の
立
法
権
は
縮
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

権
能
の
存
在
は
本
来
州
の
存
在
理
由
な
の
で
あ
り
、
州
民
の
一
般
的
福
祉

の
促
進
を
は
か
る
こ
の
よ
う
な
立
法
権
の
行
使
に
対
し
、
修
正
一
四
条
は

〈

T
V

制
約
を
課
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ω
ま
た
非
宗
教
的
通
常
教
育
を
児
童
に
与
え
る
機
会
の
供
与
を
目
的
と

す
る
立
法
が
公
け
の
目
的
達
成
の
た
め
で
あ
る
、
と
し
た
連
邦
最
高
裁
の

判
決
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
カ
タ
ラ
ン
対
ル

【

8
)

イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
、
お
よ
び
鉄
道
会
社
対
マ
サ
チ
ュ

l
セ
ツ

(
9
)
 

ツ
事
件
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ズ
意
見
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
児
童

が
交
通
上
の
危
険
、
障
害
を
避
け
る
た
め
公
衆
パ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う

〈
日
)

に
、
児
童
の
料
金
を
父
兄
に
対
し
て
償
還
す
る
場
合
に
も
同
様
に
採
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

従
っ
て
公
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
促
進
す
る
た
め
に
、
個
人
に
対
し
料
金

等
を
償
還
す
る
立
法
が
公
的
目
的
よ
り
は
私
的
目
的
を
遂
行
し
よ
う
と

〈
日
〉

し
て
い
る
と
す
る
非
難
は
当
ら
な
い
。

t 

次
に
第
二
の
点
で
あ
る
が
、
上
告
人
は
教
区
校
児
童
の
輸
送
費
を
償

還
す
る
こ
と
が
修
正
一
条
の
規
定
す
る
国
教
を
定
め
る
こ
と
の
禁
止
条
項

に
触
れ
る
と
主
張
す
る
。

ω
修
正
一
条
の
国
教
禁
止
条
項
は
言
う
ま
で
も
な
く
初
期
の
合
衆
国
市

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

車
内
の
、
宗
教
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当

時
に
お
け
る
ヨ

l

ロ
ヅ
パ
か
ら
の
植
民
者
か
ら
な
る
宗
教
各
派
は
そ
れ
ぞ

れ
に
他
の
教
派
を
迫
害
し
、
公
認
の
教
派
を
樹
立
し
、
租
税
に
よ
る
、
教
職

者
、
お
よ
び
教
会
の
維
持
経
営
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
他
の
教

派
に
属
す
る
も
の
の
信
教
の
自
由
を
保
持
す
る
た
め
に
修
正
一
条
が
制
定

さ
れ
た
こ
と
は
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
に
お

い
て
は
、
公
認
の
教
会
維
持
の
租
税
に
反
対
す
る
ト
マ
ス
・
ジ
エ
フ
ア
ソ

〔
印
)

ン
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
イ
ソ
ン
の
「
請
願
と
抗
議
の
書
」
に
よ
り
、
真
の

宗
教
は
法
律
に
よ
る
支
持
を
必
要
と
は
し
な
い
の
で
あ
り
、
何
人
も
い
か
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j

j
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!

;

 

な
る
種
類
の
宗
教
制
度
を
も
維
持
す
る
た
め
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
趣
旨
の
運
動
が
同
州
に
お
い
て
広
く
支
持
さ
れ

〈
臼
〉

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
果
と
し
て
「
ヴ

7

l
ジ
ニ
ア
信
教
自
由
法
」

が
制
定
さ
れ
た
こ
と
も
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
、
修

正
一
条
の
規
定
が
、
こ
の
「
ヴ
ァ
l
ジ
ニ
ア
信
教
自
由
法
」
と
同
じ
目
的
を

有
し
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
政
府
の
侵
害
か
ら
の
保
障
を
定
め
て
い
る

も
の
と
考
え
る
。
(
傍
点
筆
者
)
。

t) 

ω
修
正
一
四
条
の
制
定
以
後
、
同
一
条
が
州
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
宗
教
条
項
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

教
区
校
に
対
す
る
援
助
、
お
よ
び
公
立
校
に
お
け
る
宗
教
儀
式
の
問
題
で

あ
る
。
こ
こ
で
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
は
、
公
益
を
推
進
す
る
目
的
と
宗
教

施
設
を
援
助
す
る
目
的
と
の
聞
に
明
確
な
一
線
を
引
く
点
に
あ
る
の
で
あ

る
。
修
正
一
条
は
、
た
と
え
い
か
な
る
名
称
で
呼
ば
れ
、
い
か
な
る
形
態

を
と
ろ
う
と
も
、
宗
教
を
教
え
、
宗
教
儀
式
を
行
な
う
施
設
、
お
よ
び
宗
教

活
動
に
対
し
て
租
税
が
徴
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
ジ
ヱ
フ
ア
ソ
ン
の
表
現
を
借
り
る
と
、
修
正
一
条
の
法
意
は
「
教
会

(
H
)
 

と
国
家
の
間
の
分
離
の
壁
」
(
印
耳
色
。
同
月
宮
g
t
Dロ
Z
Z
Zロ
岳
民
各

国
ロ
仏

ω
押
印
門
伶
)
を
設
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
本
件

の
ニ
ュ

l

・
ジ
ャ

l
ジ
州
法
が
以
上
に
述
べ
た
制
約
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(3) 

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
州
法
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
州
の
権
能
の
範

囲
内
の
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
た
だ
ち
に
無
効
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
先
に
あ
げ
た
鉄
道
会
社
対
マ
サ
チ
ュ

. 

j 

〈
同
)

i

セ
ヅ
ツ
事
件
に
一
不
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
州
は
修
正
一
条
に
反
し
て

租
税
を
宗
教
上
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
他
方
州
は
、
市

民
が
自
己
の
信
仰
に
従
っ
て
行
な
う
自
由
な
宗
教
活
動
を
妨
げ
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
も
同
条
は
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結

果
と
し
て
「
州
は
、
個
々
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
ル

l
テ
ル
教
徒
、
回

教
徒
、
バ
プ
テ
イ
ス
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
、
無
信
仰
者
、

、
、
、
、

長
老
派
教
徒
、
あ
る
い
は
他
の
宗
教
団
体
の
メ
ン
バ
ー
を
ト
彼
ら
の
宗
教

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
信
条
、
ま
た
は
そ
れ
ら
を
有
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
公
け
の
福

内
同
}

祉
立
法
の
利
益
の
享
受
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」

(
傍
点
原
判
決
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
裁
判
所
は
つ
い
で
、
こ
の
よ
う
な
州
の
行
為
は
州

の
警
察
官
が
児
童
を
平
等
に
交
通
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
場
合
、
そ
の
他
、

消
防
、
下
水
道
処
理
、

歩
道
の
設
備
を
行
な
う
場
合
と
同
様
で
あ

り
、
一
般
的
福
祉
を
促
進
す
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
旨
を
つ
け
加
え
た
。

公
道
、

更
に
、
児
童
は
義
務
教
育
法
の
下
に
通
学
義
務
を
有
し
、
児
童
は
州
の
通
常
教

育
の
基
準
に
合
致
し
て
認
可
を
受
け
た
教
区
校
に
通
学
す
る
自
由
を
有
す
る

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
通
学
費
用
の
償
還
を
平
等
に
行
な
う

」
と
は
州
の
一
般
的
福
祉
を
促
進
す
る
行
為
で
あ
る
、
と
し
た
。
同
時
に
裁

判
所
は
、
こ
の
こ
と
は
修
正
一
条
の
目
的
と
す
る
、
高
く
保
た
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
分
離
の
壁
を
侵
犯
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
結
ん
だ
。
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料

こ
の
判
決
が
警
察
権
能
の
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、

右
の
一
般

的
福
祉
の
促
進
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特

資

に
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
語
を
用
い
て
い
る
か
否
か
は
結
果
に
影
響
を
持
つ
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
は
ジ
ヤ
V

ク
ス
ン
(
』
・

γnwgロ)

判
事
、
お
よ
び
ラ
ト
リ
ヅ
ジ
(
』

-m己
-
a
m
o
)
判
事
の
反
対
意
見
が
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
の
意
見
の
要
旨
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

∞
多
数
意
見
は
本
件
立
法
が
新
し
い
型
の
公
役
務
(
宮
r
z
n
8
2
w
g
)

を
遂
行
す
る
上
の
立
法
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
。
し
か
し
本
件
事
実
は
こ

の
結
論
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
本
件
に
お
い
て
町
は
ス
ク
ー

ル
・
パ
ス
を
運
営
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
右
に
言
う
公
役
務

を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。
本
件
で
は
こ
れ
に
反
し
て
児
童

は
公
衆
バ
ス
を
利
用
し
、
教
育
委
員
会
は
そ
の
費
用
を
償
還
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
本
件
で
は
公
金
の
支
出
が
輸
送
に
お
け
る
児
童
の
安
全
に
直
接

何
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
て
は
い
な
い
と
一
言
わ
ざ
る
を
得
な

、。、
L
V

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ω
こ
れ
に
加
え
て
、
本
件
で
は
償
還
は
公
立
校
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

教
区
校
通
学
児
童
に
の
み
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
多
数
意
見
は

こ
の
よ
う
な
差
別
に
目
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

は
他
の
私
立
校
お
よ
び
他
の
教
派
の
教
区
校
に
は
こ
の
立
法
の
利
益
が
及

ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
本
件
訴
訟
は
バ
プ
テ
イ
ス
ト
、
一
タ
ヤ
教
徒
あ
る

い
1
監
督
派
教
徒
、
ま
た
コ
右
の
差
別
を
受
ι
け
て
い
る
私
立
学
校
の
児
童

か
ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
一
納
税
者
か
ら
の
訴
訟
で
は
あ
る
が
、

こ
の
訴
訟
に
お
い
て
も
右
の
差
別
の
問
題
全
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
本
件
は
、
一
特
定
の
教
派
た
る
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
区
校
に

通
学
す
る
児
童
の
費
用
を
支
払
う
た
め
、
本
件
原
告
に
対
し
て
課
税
を
す

内
同
〉

る
こ
と
が
憲
法
に
反
じ
な
い
か
ど
う
か
、
の
問
題
と
な
る
。
(
傍
点
筆
者
)
。

ω
納
税
者
が
、
教
区
校
に
通
学
す
る
児
童
の
両
親
を
憲
法
上
援
助
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
は
ひ
と
え
に
そ
の
教
区
校
の
性
格
、
お
よ
び

そ
の
宗
教
団
体
と
学
校
と
の
関
係
に
か
か
っ
て
い
る
。

我
々
は
憲
法
の
禁
止
す
る
行
為
を
維
持
す
る
た
め
の
租
税
を
課
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
キ
ヤ
ン
ベ
ル
対
コ
ネ
テ
イ
カ
ヅ
ト

事
件
で
一
万
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
教
会
法
た
る
カ
ト
リ
ヅ
ク
校
規
程
(
円
Z
E
Z
H
n
aわ
巳
yczn

mnroc-ω
ョ
)
に
よ
れ
ば
、
同
教
徒
の
子
弟
は
同
教
派
の
指
導
お
よ
び
教
義

に
反
し
な
い
学
校
で
教
育
を
受
け
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
小
学
校
に

お
い
て
は
キ
リ
久
ト
教
が
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
を
定
め

て
い
一

u
r
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
み
る
と
、
ヵ
ー

リ
ヅ
ク
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
以
外
の
も
の
と
の
間
の
文
化
お
よ
び
価

値
に
つ
い
て
の
衝
突
と
言
う
も
の
は
、
主
と
し
て
学
校
政
策
に
集
中
し
て

い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
我
々
の
歴
史
を
考
え
て
み
る
と
、
公
立
校
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
考
え
方
の
産
物
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
カ
ト
リ
ヅ
タ
の
文

化
、
価
値
体
系
よ
り
は
む
し
ろ
前
者
の
文
化
お
よ
び
価
値
体
系
と
一
致
す

る
の
で
あ
り
、
約
一
八
四
つ
年
以
降
か
ら
ご
く
最
近
ま
で
の
発
展
の
歴
史

を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
学
校
に
お
い
て
は
今
日
必
要
な
知
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識
を
授
け
、
か
っ
宗
教
に
つ
い
て
の
厳
密
な
、
高
度
の
申
立
性
を
維
持
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
通
常
の
教
育
か
ら
一
切
の
宗
教
教
育
を
取
り
除
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
個
人
が
一
般
的
な
知
識
の
教
育

を
受
け
た
後
で
、
自
己
の
宗
教
を
選
択
す
る
の
が
最
も
適
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
と
言
う
仮
定
の
下
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
命

題
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
賢
明
で

あ
る
か
と
う
か
と
言
う
こ
と
は
こ
こ
で
答
え
る
必
要
の
な
い
問
題
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ヅ
ク
の
教
育
は
そ
の
全
体
系
が
依
存
し
て
い
る
堅
固
な
よ
り
ど

こ
ろ
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
教
区
校
を
援
助
す
る
た
め
の
租
税
の
賦

課
は
教
会
そ
れ
自
身
に
対
す
る
援
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
恩
わ
れ
る
。

付

ω
「
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
こ
の
公
金
の
支
出
に
よ
る
受
益
者

が
主
と
し
て
教
区
校
で
あ
り
、
付
随
的
に
児
重
で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い

は
援
助
が
児
童
に
直
接
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
間
接
的
に
学
校
に
対
し
て

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
は
重
要
で
は
な
い
。
州
は
教
会
を
維
持

イ
J
P」
4
d
ぺ
寸
た
小

L
、
同
時
に
掛
ム
r
rい
小
骨
」
い
か
恥
め
か
・
払
一
件
輪
島

ー
句
‘
司
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
・
ι

l

を
行
な
う
た
め
に
も
課
税
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
か
か
か
。
国
教
を
定

、
、
、
、
、
、
、
、
、
.

h

i

i

ーマ
?ι
リ
}
ゆ

u
f
t
は
、
・
宗
教
的
指
導
、
教
育
山
r
受
小
か
骨
ん
比
一
一
め
れ
か
静

i

ι

、
、
号
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
白
l

i

助
金
、
割
戻
し
金
、
あ
る
い
は
費
用
の
償
還
P
L
U

引
む
か
ホ
か
か
骨
か
い

(
れ
〉

の
で
は
な
い
(
傍
点
筆
者
三
」

アメリカ合衆国における政教分離の原則

仙
川
警
察
権
能
の
理
論
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
o

勿
論
警
察
官

は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
保
護
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教

徒
の
放
で
は
な
く
、
彼
が
我
々
の
社
会
の
一
員
の
故
で
あ
る
。
消
防
夫
は

カ
ト
リ
ッ
ク
教
区
校
を
保
護
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
区
校

の
故
で
は
な
ノ
¥
一
つ
の
財
産
で
あ
り
、
我
々
の
社
会
の
資
産
の
一
前
を

な
し
て
い
る
故
で
あ
る
。

仙
川
多
数
意
見
は
無
意
識
の
う
ち
に
時
計
の
針
を
逆
に
ま
わ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
反
対
意
見
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ア
l
タ

(
F
E定
ロ
ス
耳
)
判
事
が

賛
成
し
た
。

こ
れ
に
重
ね
て
更
に
ラ
ト
リ
ッ
ジ
(
月
三
丘
四
ゆ
)
判
事
は
要
旨
次
の
よ
う

な
反
対
意
見
を
述
べ
た
。
こ
の
反
対
意
見
に
は
右
の
反
対
意
見
を
述
べ
た
ジ

ヤ
ヅ
グ
ス

γ
、
フ
ラ
ン
ク
ブ
ァ

l
夕
、
お
よ
び
パ
1

ト
ン
(
回
日
ぢ
ロ
)
の
各

判
事
が
賛
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、

∞
修
正
一
条
お
よ
び
「
宗
教
の
自
由
を
確
立
す
る
た
め
の
法
案
」
の
起

草
者
は
本
判
決
に
賛
成
は
し
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
法

律
、
宣
言
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
教
会
と
国
家
の
聞
の
壁
は
高
く
、
か
つ

越
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
原
理
は
修
正
一
四
条
に

よ
っ
て
各
州
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ω
右
修
正
一
条
の
条
項
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
広
い
が
、
し
か
し
そ
の

言
葉
の
意
味
は
明
確
な
の
で
あ
る
。
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
右
に
あ
げ
た
「
自

由
を
確
立
す
る
法
案
」
の
中
で
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
こ
の
自
由
の
保
障
を
国

の
基
本
的
原
則
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
し
て
修
正
一
条
の
目
的
は
、
宗
教
的

活
動
と
、
宗
教
に
対
す
る
公
的
援
助
、
維
持
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
禁
止
す

る
箇
家
の
活
動
と
の
完
全
な
、
永
久
の
分
離
を
樹
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
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料

の
で
あ
る
。

従
っ
て
公
金
を
宗
教
上
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
一
切
否
定
し
て
い

資

る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

信
教
の
自
由
を
確
立
し
た
初
期
の
歴
史
は
ヴ
ア

I
ジ
ニ
ア
の
信
教
自

由
令
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
歴
史
は
一
七
七
六
年
の
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
人
権
宣

言
、
七
九
年
に
は
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
、
右
自
由
確
立
の
た
め
の
法
案
の
過
程

を
経
て
、
つ
い
で
こ
の
自
由
の
確
立
の
た
め
の
闘
争
が
辺
境
の
地
に
及
び

マ
デ
ィ
ソ
ン
、
メ
イ
ソ
ン
(
の

g
H
m
o
z
g
oロ
)
、
ヘ
ン
り
ィ

(EEnw

z
g同
可
)
に
よ
る
宗
教
を
維
持
す
る
課
税
に
反
対
す
る
闘
争
が
続
け
ら
れ

た
。
こ
の
結
果
と
し
て
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
「
請
願
と
抗
議
の
書
」
(
宮
内
自
0
・

江
巳
自
色
問
。
5
0ロ
己
目
宮
内
)
が
発
表
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
修
正
一

条
の
起
草
者
が
何
を
も
っ
て
「
国
の
宗
教
を
定
め
る
こ
と
」
と
考
え
て
い

た
か
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
七
八
五
年
こ
の
何
色
回
D
ロ・

巳

S
Rゆ
が
問
題
の
課
税
法
案
(
〉
目
。
E
5
0
2
回
=
)
を
打
ち
破
っ
た
の

で
あ
る
。
つ
い
で
翌
一
七
八
六
年
「
信
教
の
自
由
を
確
立
す
る
た
め
の
法

案
」
が
議
会
を
通
過
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
背
景
に
し
て
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
憲
法
議
会
に
の
ぞ

み
、
つ
い
で
修
正
一
条
の
文
体
に
ま
と
め
提
案
、
採
択
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
ヴ

7

l
ジ
ニ
ア
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
確
立
を

求
め
た
闘
争
の
経
験
が
我
々
の
憲
法
上
の
伝
統
の
経
緯
と
な
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
国
教
を
禁
止
す
る
こ
と
」
と
「
自
由
な
宗
教
活
動
の
保
障
」
と
は
互

に
相
関
関
係
に
あ
る
の
で
あ
り
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
偉
大

(3) 

な
、
基
本
的
な
自
由
と
言
う
一
つ
の
給
品
体
の
異
な
っ
た
側
面
を
そ
れ
ぞ

れ
に
示
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
租
税
に
よ
る
国
の
維
持

あ
る
い
は
援
助
に
対
し
て
は
単
に
反
対
で
あ
る
と
言
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
よ
り
以
上
に
絶
対
的
に
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
を
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
意

図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
宗
教
に
対
す
る
た
と
え

わ
ず
か
の
課
税
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
や
が

て
抑
圧
的
な
課
税
へ
の
導
入
口
と
な
る
、
と
雪
一
口
え
よ
う
。

ω
さ
て
本
件
に
お
い
て
使
用
な
れ
た
公
金
は
租
税
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
多
数
意
見
は
こ
れ
ら
の
使
用
が
実
際
、
宗
教
的
教
育
を

援
助
し
て
促
進
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
な

い
。
た
だ
こ
の
援
助
が
法
に
言
う
維
持

(
E
8
0片
付
)
で
は
な
い
、
と
結
論

づ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
デ
イ
ソ
ン
お
よ
び
ジ

エ
フ
ア
ソ
ン
は
実
際
上
の
援
助

(
3
L
)

お
よ
び
維
持
に
つ
い
て
関
心
を
払

っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
先
例
の
入
り
組
ん
だ
法
律
上
の
結
論
と
し
て
の

援
助
ま
た
は
維
持
の
意
味
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
件
で
は
児
童
を
教
区
校
に
送
る
た
め
両
親
が
費
用
を
支
払
い
、
彼
ら
に

そ
の
費
用
を
償
還
す
る
た
め
に
公
金
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
児
童
が
登
校
す
る
の
を
援
助
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
両
親

が
彼
ら
を
通
学
さ
せ
る
の
を
も
援
助
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
宗
教
的
指
導
、
お
よ
び
教
育
を
受
け
る
た
め
彼
ら
が
教
区
校
に
送
ら
れ

る
と
言
う
、
目
的
に
対
す
る
実
質
的
な
方
法
で
の
援
助
を
行
な
っ
て
い
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
さ
ら
に
教
会
ま
た
は
教
区
の
建
物
内
で
の
日
曜
学
校
、
週
日
の
特
別
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付

グ
ラ
ス
、
あ
る
い
は
Y

・
M

・
C

-

A
、
Y
-
w
-
C
-
A
な
ど
の
よ
う

な
宗
教
団
体
の
集
会
に
対
す
る
輸
送
費
を
公
金
か
ら
支
払
う
場
合
、
こ
れ

が
憲
法
上
容
認
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
た
と
え
そ
れ
ら
の
会
合
等
に
お
い
て
通
常
の
活
動
が
混
同
し
て
行
な

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
、
こ

の
よ
う
な
支
出
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
毎
日
の
教
育
に
お
い

て
よ
り
広
高
な
形
態
で
同
様
な
行
為
が
行
な
わ
れ
る
場
合
、
こ
れ
を
内
ゆ

な
も
の
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

(
幻
)

刷
ジ
ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
で
、
児
童
な
く
し
て
学
校
は
あ
り
得
な

い
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
校
舎
、
施
設
、
図
書
館
、
教
科
書
、
そ

の
他
、
教
師
と
児
童
の
学
校
へ
の
輸
送
を
欠
い
て
、
今
日
我
々
が
要
求
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
児
童
の
輸
送
は
少
な
く
と
も
右
の
施

設
を
支
え
る
上
で
の
本
質
的
な
事
項
で
あ
り
、
あ
a
る
い
は
少
な
く
と
も
こ

れ
を
促
進
し
、
支
持
し
、
維
持
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
で
多
数
意
見
は
こ
れ
を
私
的
目
的
で
は
な
く
、
公
的
目
的
の
た
め
で

あ
る
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
州
に
よ
る
宗
教
教

育
に
対
す
る
、
よ
り
一
層
の
拡
大
に
対
し
て
も
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
と
な
ろ
う
。
結
局
こ
の
「
ニ
ュ

1

・
ジ
ャ

l
ジ
州
の
支
出
お
よ
び

課
税
権
の
行
使
が
、
公
的
目
的
の
た
め
で
は
な
く
私
的
目
的
の
た
め
で
あ

る
と
言
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
宗
教
お
よ
び
そ
の
指
導
に
対
す
る
も
の
と

(
担
〉

な
っ
て
い
る
」
点
か
ら
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

アメワカ合衆国における政教分離の原則

以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
ラ
ト
リ
ヅ
ジ
裁
判
官
は
ニ
ュ
l
・
ジ
ャ
l
ジ
州

1 

に
お
け
る
料
金
償
還
が
違
憲
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
右
二
つ
の
反
対
意
見

は
以
上
引
用
の
要
旨
の
ほ
か
、
更
に
修
正
一
条
の
意
味
、
分
離
原
則
の
歴
史

的
意
義
、
宗
教
教
育
と
普
通
教
育
の
区
別
、
宗
教
活
動
に
対
す
る
援
助
の
意

味
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
、
最
後
に
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
州
に
お
け
る
「
宗
教
上
の

課
税
に
対
す
る
請
願
と
抗
議
の
書
」
、
お
よ
び
「
キ
リ
ス
ト
教
教
師
の
た
め

の
支
給
を
な
す
法
案
」
の
原
文
を
つ
け
加
え
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
述
べ
た
多
数
意
見
に
は
》
首
席
裁
判
官
の
ヴ
ィ
ン
ス
ン

(
同
冨
・

5
g
g
)、
り
l
ド

(ω-FE)、
ダ
グ
ラ
ス
(
巧
・

0
・
ロ

E
町
一
院
)

マ
l
フ
ィ

(
明
・
云
C
門
司

Z)
の
各
判
事
が
賛
成
し
た
。

こ
の
五
人
の
多
数

意
見
に
対
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
ジ
ャ
ッ
ク
ス
ン
、
ラ
ト
リ
ヅ
ジ
反
対
意

見
に
賛
成
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
夕
、
パ
ー
ト
ン
判
事
を
含
め
て
四
人
が
反
対

し
、
結
局
五
対
四
の
判
決
と
な
っ
た
。

」
れ
ら
二
つ
の
反
対
意
見
は
、
い
ず
れ
も
警
察
権
能
の
理
論
を
否
定
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
く
(
た
だ
し
ジ
七
ヅ
ク
ス
ン
反
対
意
見
は
こ
の
理
論
を
認

め
つ
つ
も
、
本
件
で
委
員
会
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
パ
ス
輸
送
で
は
な
く
料

金
償
還
で
あ
っ
て
こ
の
理
論
の
適
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
立

場
で
は
あ
る
)
、
そ
も
そ
も
政
教
分
離
を
定
め
た
修
正
一
条
の
解
釈
に
つ
き
、

き
わ
め
て
厳
格
な
分
離
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
が
マ
デ
ィ

ソ
ン
の
「
分
離
の
壁
原
則
」
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ラ
ト
リ
ッ
ジ
反
対
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料

意
見
の
ゆ
か
ら

ωに
触
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と

こ
ろ
か
ら
、
こ
の
判
決
に
具
体
的
に
一
示
さ
れ
た
「
分
離
の
壁
原
則
」
が
修
正

資

一
条
の
解
釈
に
お
け
る
一
つ
の
有
力
な
立
場
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
得
る
に

円
相
削
〉

至
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
件
で
は
こ
の
二
つ
の
反
対
意
見
の
み
が
右
の
原
則

の
立
場
に
立
っ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
こ
の
点
は
プ
ラ

ヅ
ク
代
表
音
川
見
の

ωに
触
れ
て
い
る
と
お
り
で
、
料
金
償
還
を
合
憲
と
解
し

た
同
判
事
の
代
表
意
見
も
ま
た
少
な
く
と
も
こ
の
「
分
離
の
壁
原
則
」
を
前

提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
意
味
で
す
で
に
第
二
章
三
節
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

本
件
判
決
は

(
反
対
意
見
を
も
含
め
て
)
こ
の
「
分
離
の
隆
一
原
則
」
を
判
決
の
上
で
宣
明

し
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
一
八

O
二
年
、
ジ
ェ
フ
ア

ソ
ン
の
手
紙
の
中
に
最
初
現
わ
れ
た
、

「
教
会
と
国
家
の
聞
に
分
離
の
壁
」

を
設
定
す
る
と
き
一
口
う
理
念
が
、
こ
こ
に
具
体
的
な
事
例
を
通
じ
て
論
議
さ
れ

た
、
と
言
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
場
合
、

多
数
青
山
見
お
よ
び
反
対
意
見
が
い
ず
れ
も
「
分
離

の
壁
原
則
」
を
前
提
に
し
つ
つ
、
結
論
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

従
っ
て
、

こ
の
厳
格
な
分
離
の
理
念
に
立
ち
つ

っ
、
料
金
償
還
を
容
認
し
た
多
数
意
見
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
よ
り
深
い
検

討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
多
数
意
見
は

ωの
最
後
で
こ
の
原
則
に
従
っ
た
解
釈
に
従
う
ベ

き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
制
以
下
に
お
い
て
州
の
権
能
の
行
使
た
る
警

察
権
能
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
、
両
者
の
理
念
の
要
請
を
調
和
さ
せ
た
、

と
思
わ
れ
る
。

」
の
場
合
、

厳
格
な
分
離
の
理
念
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
州
の
権
能
の
行
使
と
し
て
の
料
金
償
還
を
認
め
た
理
由
は
、

ωの

後
半
に
触
れ
た
自
由
な
宗
教
活
動
の
保
障
か
ら
の
要
請
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
州
は
修
正
一
条
に
従
っ
て
市
民
の
自
由
な
宗
教
活
動
を
保
障
す
る
義
務

が
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
な
宗
教
活
動
の
保
障
の
要
請
は
雪
一
口
う

ま
で
も
な
く
修
正
一
条
の
定
め
る
他
の
理
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
判
決
は
分
離

の
原
則
か
ら
の
要
請
と
宗
教
活
動
の
保
障
の
要
請
を
考
慮
に
入
れ
、
州
の
権

能
の
行
使
と
し
て
の
、
一
般
的
な
料
金
償
還
を
受
け
る
利
益
を
、
教
区
校
通

学
を
理
由
に
剥
奪
す
る
こ
と
が
、
こ
の
他
の
理
念
の
要
請
に
反
す
る
結
果
を

招
く
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
は
【
一
般
的
な
」
と
多
数
意
見
の

立
場
を
表
現
し
た
が
、
実
は
こ
の
点
を
反
対
意
見
は
指
摘
す
る
の
で
あ
っ
て

(
ジ
ャ
ッ
ク
ス
ン
反
対
意
見

ω以
下
て
そ
の
要
旨
は
本
件
の
償
還
が
実
は

一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公
立
校
と
カ
ト
リ
ッ
ク
校
児
童
に
限
ら
れ
て
い

る
、
と
す
る
。
こ
の
教
育
委
員
会
管
轄
の
区
域
内
に
、
公
立
校
お
よ
び
カ
ト

リ
ヅ
ク
校
以
外
の
学
校
、
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
は
判
決
の
触
れ
る
と
こ
ろ
で

も
な
く
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
も
し
右
の
二
種
以
外
の
学
校
が
あ
っ
た
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と
す
る
と
、
こ
れ
は
特
定
の
教
派
に
対
す
る
優
先
的
取
り
扱
い
と
な
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
反
対
意
見
は
勿
論
の
こ
と
、
多
数
意
見
の
立
場
か
ら
も

容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

本
件
の
場
合
、
多
数
意
見
は
た
ま
た
ま
教
区
校
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
校
の
み

が
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て

「
一
般
的
な
」
と
言
う
こ
と
の
意
味
は
、
右
教
育
委
員
会
の
管
轄
区
内
の
学

校
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
意
味
で
、
多
数
意
見
は
、
同
区
域
内
の
児
童
一
般
が
受
け
る
利
益
を
、

教
区
校
に
通
学
す
る
こ
と
を
理
由
に
差
別
す
る
こ
と
は
修
正
一
条
の
他
の
理

円

念
に
反
す
る
結
果
と
な
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
多
数
意
見
が
分

離
の
壁
原
則
を
前
提
に
し
つ
つ
、
料
金
償
還
を
合
憲
と
し
た
意
義
が
あ
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(

1

)

〉司
nr
戸

開
d
o
a
cロ
〈
・
∞
S
H品。同開向山
gnmHroロ
O同
任
命
、
吋
口
語
口
MrFH》

。
『
何
者
宮
町

2
ω
-
-
u
ω
c
c・∞
-FAWh吋
ω・
わ
同
・
日
OAF-
由
HHa・開
L・三回・

(
Z
〉
吋
ム
め
唱
]
耳
目
『
ド
岱
drawH申
白
幡
町
-HUH-
司
・
印
包
は
「
学
校
か
ら
遠

距
離
に
居
住
す
る
児
童
の
存
在
す
る
学
校
区
で
は
、
同
区
の
教
育
委
員

会
は
、
:
:
:
:
:
:
公
立
校
以
外
の
学
校
を
含
む
児
童
の
輸
送
を
行
な
う

た
め
の
規
則
を
設
け
、
ま
た
は
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
学
校
区
が
公
立
校
児
童
の
通
学
の
た
め
に
輸
送
を
行
な
う
場
合
に

は
、
定
め
ら
れ
た
路
線
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
右
の
輸
送
は
j
i
-
-
-
同

学
校
内
に
居
住
す
る
公
立
校
以
外
の
児
童
に
対
し
て
も
準
備
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

(

3

)

同
ω
N
H
L
]
岡、申∞・

ω∞
〉

N仏叶日・

(

4

)

戸
川
山

ω
Z
]
「

ω
8・
hF品
川
〉

-
N品

ωωω
・

(
5
〉

(
U
H
H
F
N
g
M
.
m
R
b
v・
〉
回
目
。
・
〈
・
吋
己
完
F
N
0
4司
田
口
・
呂
町
・

NN

Fe
肘
併
合
一
印
一
・
司
自
roBσ
ロ
吋
同
一
〈
・
国
同
D耳
目

-
H
O
E
d
-
m
-
h
p∞
UFNJ『
「

何仏・

Nω
∞・

〈

6
)

の
8
0ロ
4
・明，
S
N
E
F
N日
ω
C・
m-Nωω
・・晶
A
p
r
何
色
・
∞
Ja--

(

7

)

宮
三
宮
ロ
〈

-zod司
P-03・
8
C
-
m
w
男

(

8

)

【

Uonysロ
タ
戸
S
E
R
g
ω
g
g
回

S
色
。
同
開
《
r
s
t
o
p
N∞
H
C
-

ω・
句
。
・
三
章
二
節
一
項
四

m
(一
七
巻
一
号
一
一
九
|
一
二
五
頁
)

参
照
。

(
9
)
F
Z
B
E
O
(
U
D口
mcr含件。
ι
3
5
2
河

E
Z
a
n
D
S宮
高
〈
・
富
田
・

E
h
F
5
2
2・
Nミ
C
・
ω
6
3・
本
節
一
項
一
註

(

3

)

(

本
号
七
二
頁
)

参
照
。

(
叩

)
F
H
E
2
〈
-
p
s
o
-
-可
L
E
d
-
m
6
u
r
N∞
「
何
件
申
立
・
お
よ
び

S
〉
HhmAF戸
ω・
ロ
∞
〉
FMN
∞
。
由
参
照
の
こ
と
。

(日
)
ω
印
(
)
d・
ω・叶・

(
ロ
)
〉

V
向。同
H
H
2
E
S島

H
N
2
5ロ
ω円
H
E
n
o
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
章
二
節

一
(
一
一
五
巻
三
号
七
二
頁
)
参
照
。

(
日
)
同
七
二

l
七
三
頁
参
照
。

(
U
〉
分
離
の
壁
原
則
に
つ
い
て
は
二
章
四
節
三
間
(
一
六
巻
一
号
九
八
|

一
O
一
頁
)
参
照
。

(日
)

(

9

)

参
照
。

(
日
山

)
ω
g
d・
ω・
5
・

〈
刊
む
a
c
c
-
伊

N0・
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料

(
日
目

)
ω
g
c・
m-M同・

(

m

臼
)
わ
自
寄
生
〈
・
ゎ

8
5
5
2
P
ω
H
O
C
-
∞-
N
U
P

(
初
)
同
判
事
は
教
会
法
二
二
五
|
一
一
一
一
七
、
一
二
一
一
四
、

な
ど
を
引
用
す
る
。

(

幻

〉

8
0
C・
m
-
N串・

(
沼

)
g
o
d
-
ω
・品
φ
ム斗・

(
お
〉
】
邑
内
山
〈
・
切
O
由同島
D
同肘《凶匡
h
曲

Z
o
p
N
斗∞
Z
・J
ヘ-
N
C
0・
本
節
一
項
=
一
⑤

(
本
号
八
九
頁
〉
参
照
。

(但〉

ωω

。d
・
ω・
2
・

(
お
)
前
者
は
「
宮
。
5
2
E
S
L
列

2
5
5可
E
n何
回
開
巳
口
忠
河
内
ご

m
g
g

〉
由
。
自
B
g
g」
、
後
者
は
「
〉
田
口
開
ω
g
r
z谷
区
間

ω
P
D
5
E
C出

向
。
同
叶
E
ロ
ゲ
角
田
口
町
任
。
(
u
r

ユ2
5ロ
H
N

己同
m
F
D
ロ
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
一
章
二
節
(
一
五
巻
三
号
七
二
頁
以
下
〉
に
触
れ
た
。

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
二
章
四
節
(
一
六
巻
一
号
九
八
頁
以

下
)
で
触
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
繰
返
す
こ
と
を
避
け
る
。

一一一一八一

資

第
三
項

と

め

ま

さ
て
、
以
上
教
区
校
児
童
に
対
す
る
パ
ス
輸
送
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た

州
、
お
よ
び
連
邦
最
高
裁
の
判
決
を
取
り
あ
げ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
「
ま
と
め
」
と
し
て
以
下
の
指
摘
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

最
初
の
「
問
題
の
所
在
」
で
も
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

判
決
群
は
、
違
憲
と
す
る
立
場
か
ら
、
違
憲
判
決
後
、
こ
れ
を
憲
法
修
正
、

ま
た
は
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
無
料
輸
送
を
容
認
す
る
立
場
、
更
に
こ
れ
を

合
憲
と
す
る
立
場
の
三
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
違
憲
と
す
る
立
場
の
判
決
と
し
て
、
ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ラ
!
ト

対
ミ
ル
ク
ィ
ッ
ト
事
牛
(
一
九
二
一
一
一
年
、
ゥ
イ
ス
コ
y

二
、
レ
パ
ン
ジ
ャ
対
ブ

一

;

署

{

亨

州

。

一

項

ニ

ω参
照

。

」

;

ル
ア
事
件
(
布
一
一
二
酔
一
一
伽
肘
一
勺
コ
)
、
ト
ラ
ウ
ブ
対
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
(
佐
剛
一
一
一

イ
肝
区
一
新
剛
山
)
、
ガ
l
-
一
イ
対
フ
ァ
グ
ソ
ン
事
件
(
ぷ
百
一
群
ご
伽
hwuyF)

お
よ
び
シ
ル
ヴ
7

ー
・
レ
イ
ク
統
合
学
校
区
対
パ

1
カ
l
事
件
(
ド
仇
畑
叱
附

ト
一
町
一
一
紛
)
が
あ
る
。

」
れ
ら
違
憲
と
す
る
事
案
は
、
「
公
立
校
の
閉
鎖
に
と

も
な
い
」

[2j 
、ーノ

学
校
区
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
パ
ス
輸
送
(
た
だ

r、
l1j 、

し
聞
は
輸
送
費
の
償
還
)

「
公
立
校
児
童
と
同
一
条
件
で
教
区
校
児

童
を
乗
車
通
学
さ
せ
る
」
(
町
)
「
こ
と
を
求
め
る
」
(
司
、
山
町
、
明
)
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
に
つ
き
輸
送
を
違
憲
と
し
た
理
由
は
、
契
約
条
項

(
川
)
、
お
よ
び
制
定
法
の
規
定
(
明
、
問
)
の
解
釈
に
基
づ
き
、
ま
た
は
憲

法
上
の
制
約
(
⑦
、
明
、

拘
)
、
お
よ
び
先
例
の
示
す
と
こ
ろ
(
問
、
時
)

に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
先
例
の
示
す
と
こ
ろ
と
し
て

引
用
さ
れ
る
の
は
、
バ
ス
輸
送
事
件
を
別
に
す
る
と
、
教
科
書
供
給
問
題
の

ス
ミ
ス
対
ド
ナ
ヒ
ュ
l
事
件
、
お
よ
び
ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委

員
会
事
件
の
少
数
意
見
(
明
)
、

お
よ
び
ダ
コ
タ
長
老
会
対
州
事
件
、

リ
ア
ム
ズ
対
ス
タ
ン
ト
ン
-
評
議
会
事
件
(
拘
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
引
用
の
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先
例
で
は
、
一
般
福
祉
の
促
進
を
は
か
る
警
察
権
能
の
行
使
の
理
論
は
い
ず

れ
も
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ら
の

判
決
で
は
警
察
権
能
の
問
題
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
か
(
巾
、
曲
、
問
、

⑤
て
あ
る
い
は
、
憲
法
上
の
制
約
を
明
ら
か
に
逸
脱
す
る
も
の
と
し
て
否

定
す
る
(
仙
川
〉
態
度
を
と
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

円

こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
違
憲
と
す
る
立
場
の
判
決
は
、
ジ
ヤ
ド
対
教
育
委

員
会
事
件
(
ト
位
一
1
4
1一一併が問。
J
、
シ
エ
ラ
ー
ド
対
ジ
ヱ
フ
ア
ソ
ン
郡
教

育
委
員
会
事
件
(
~
阿
国
一
一
一
昨
1
w
p
u九
キ
)
、
お
よ
び
ミ
ッ
チ
ェ
ル
対
統
合
学

校
区
事
件
(
戸
川
百
一
一
一
昨

iw仁川
p
)

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
学
校
区

に
よ
る
「
州
法
に
基
づ
く
」
(
附
、
明
、
明
)
パ
ス
輸
送
を
い
ず
れ
も
違
憲

と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
問
、
お
よ
び
閣
の
事
件

は
こ
れ
を
政
教
分
離
原
則
の
要
請
と
、
警
察
権
能
の
理
論
の
要
請
の
二
つ
の

アメリカ合衆国における政教分離の原則

結
局
四
対
三
(
ゆ
〉
、
五
対
四
(
あ
)
の
少
差
で
前
者

が
優
位
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
者
が
支
配
し
た
背
後
に
は
、
こ
に
お

い
て
検
討
を
加
え
た
州
最
高
裁
の
多
数
の
有
力
な
違
憲
判
決
が
あ
る
こ
と
は

視
点
か
ら
と
ら
え
、

そ
れ
ぞ
れ
判
決
要
旨
の
中
で
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先

例
の
う
ち
こ
で
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
閣
に
つ
い
て
は
ト
ラ
ウ
ブ
対
プ
ラ

ウ
γ
事
件
(
防
〉
、
ヴ
ァ

γ
・
ス
ラ
l
ト
シ
対
ミ
ル
ク
ィ
ッ
ト
事
件
(
川
〉
が

あ
り
、
閣
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ジ
ヤ
ド
対
教
育
委
員
会
事
件
(
⑤
)
、
ヴ
ア

ン
・
ス
ト
ラ
l
ト
ン
事
件

(m)
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

引
用
判
例
が
警
察
権
能
の
理
論
に
触
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
採
用
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
な
い
か
、
は
先
に
触
れ
た
。

ま
た
加
の
事
件
で
は
、
教
科
書
供
給
の
事
件
を
取
り
あ
げ
た
州
最
高
裁
の

ボ
l
デ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
の
少
数
意
見
を
引
用
し
て
、

こ
れ
に
従
っ
た
こ
と
も
触
れ
た
。
こ
れ
と
同
様
な
事
件
で
あ
る
カ
ク
ラ
ン
事

件
が
後
の
連
邦
最
高
裁
で
こ
の
少
数
意
見
を
採
ら
ず
、
多
数
意
見
を
全
員
一

致
で
認
め
た
こ
と
は
前
節
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
喝
の
事
件

ー
も
同
じ
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
航
お
よ
び
恥
事
件
は
、
こ
の
一
九
三

O
年
の
カ

ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
事
件
の
多
数
意
見
が
採
用
し
た
、
児

童
福
祉
論
を
採
用
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
が
結
局
の
と
こ
ろ

州
憲
法
の
厳
格
な
解
釈
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
は
陥
の
事
件
に
お
い
て
特
に

顕
著
で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
て
か
、
同
事
件
を
扱
っ
た
ニ
ュ

l

・
ヨ
ー
ク
州

の
場
合
は
一
九
三
八
年
の
憲
法
修
正
で
こ
の
点
を
改
め
、
憲
法
上
、
州
の
児

童
の
通
学
輸
送
に
つ
い
て
の
法
律
を
立
法
府
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

た
だ
し
書
を
追
加
し
、
憲
法
上
こ
れ
を
容
認
す
る
方
向
に
踏
み
き
っ
た
の
で

ワ
シ
ン
ト
ン
州
(
命
事
件
)
の
場

あ
る
。

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
(
伊
事
件
)
、

合
も
こ
の
点
で
は
同
様
で
、
両
州
共
に
法
律
に
よ
り
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
と

な
り
、
特
に
前
者
の
場
合
に
は
後
に
同
州
最
高
裁
で
合
憲
判
決
を
下
し
て
い

る
(
囲
内
凶
参
照
)
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
点
は
四
泊
に
お
い
て
触
れ
た
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料

よ
う
に
、
前
の
法
廷
町
と
後
の
法
廷
(
四
②
)
の
判
事
の
構
成
、
裁
判
所
の
代

表
意
見
を
書
い
た
裁
判
官
の
比
較
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
法
律
の
変
更
が
そ

の
理
由
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
三
に
あ

資

げ
た
品
川
、

3
の
事
件
の
少
数
意
見
は
四
に
示
さ
れ
た
合
憲
判
決
を
導
い
た
も

の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
仇
事
件
を
含
め
て
、
右
三
事
件

は
こ
の
違
憲
判
決
か
ら
四
の
合
憲
判
決
へ
の
過
渡
的
存
在
た
る
役
割
を
に
な

っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
三
判
例
、
す
な

わ
ち
、
教
育
委
員
会
対
ウ
イ
l
ト
事
牛
で
州
三
八
年
、
メ
リ
1
ラ

γ
)
、
ニ
コ
ル

耳
{
/
ド
小
ノ
リ
一
項
四

ω参
昭
一
。
」

ズ
対
へ
ン
リ
ィ
事
件
(
ド
州
百
十
議
『
防
本
一
ソ
キ
)
お
よ
び
ボ
ウ
カ
l
対
ベ
ー
カ

ー
事
件
(
ド
北
地
…
匂
ι

一、

4L前
科
問
ツ
)
の
合
憲
判
決
は
、
い
わ
ば
こ
の
分
野
に
お

け
る
判
例
の
自
然
な
発
展
の
結
果
と
し
て
み
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
件
は
い
ず
れ
も
警
察
権
能
の
行
使
を
前
提
に
し
て
判
決
を
書
い

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
教
育
委
員
会
対
ウ
イ
l
ト
事
件
(
四
の

川
)
に
お
け
る
反
対
意
見
が
警
察
権
能
の
理
論
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
で
輿
味
が
あ
る
の
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
一
二
4

ル

ズ
対
ヘ
ン
リ
ィ
事
件
で
、
前
の
判
決
(
庁
む
に
お
い
て
は
全
員
一
致
で
無
料
輸

送
を
否
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
後
の
事
件
で
は
警
察
権
能
を
全
面
的

に
採
用
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
法
令
の
改
正
、
お
よ
び
三
人
の
判
事

の
交
替
と
は
別
な
要
素
が
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
想
像
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
一
九
四
四
年
の
法
令
が
明
ら
か
に
そ
の
立
法
趣
旨
に
お
い
て

警
察
権
能
の
理
論
を
か
か
げ
て
い
る
こ
と
は
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
各

州
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
合
憲
判
決
の
出
現
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
、

福
祉
政
策
を
要
求
す
る
い
わ
ば
時
代
の
要
請
が
少
な
く
と
も
同
州
最
高
裁
判

事
の
意
見
を
決
定
さ
せ
た
要
素
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
終
止
符
を
打
つ
か
の

よ
う
に
最
後
の
キ
ャ
リ
ア
ォ
l

ニ
ア
の
判
決
(
四
の
ゆ
〉
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

違
憲
論
、
合
憲
論
の
集
大
成
が
原
告
、
被
告
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
お
よ
び
引
用

判
例
の
中
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
移
の
中
で
同
判
決
が
、
消

防
、
公
道
の
利
用
等
、
い
わ
ゆ
る
一
般
市
民
の
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
目
的
の
州

の
諸
活
動
と
同
等
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
通
学
パ
ス
の
整
備
を
取
り
あ
げ

て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
通
学
パ
ス
が
、
宗
教
活
動
に
対
す
る
公
金
の
支
出
の

禁
止
と
言
う
、
政
教
分
離
原
則
の
厳
格
な
適
用
か
ら
一
歩
離
れ
て
、
州
の
市

民
の
一
般
的
利
益
増
進
の
通
常
の
方
法
と
し
て
普
遍
化
し
た
も
の
、
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
こ
の
考
え
方
が
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的

利
益
を
教
区
校
に
通
学
し
て
い
る
と
言
う
理
・
聞
で
奪
う
こ
と
は
、
.
む
し
ろ
宗

教
を
理
由
と
す
る
差
別
と
な
る
と
す
る
考
え
方
(
引
事
件
マ
レ
リ
イ
反
対
意

見
町
)
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

般
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さ
て
、
右
に
あ
げ
た
違
憲
、
合
憲
の
州
最
高
裁
判
決
の
動
向
は
そ
の
ま
ま

連
邦
最
高
裁
の
判
決
に
反
映
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
連
邦
の
エ
ヴ
ァ
ソ
ン

事
件
が
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
多
数
意
見
、
違
憲
と
す
る
少
数
意
見
に
わ
か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
数
意
見
の
立
場
が
、
州

の
最
高
裁
の
合
憲
判
決
の
理
由
づ
け
を
多
か
れ
少
な
か
れ
前
提
と
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
少
数
意
見
が
州
最
高
裁
の
違
憲
判
決
の
理
由
づ
け
を
向
様
に
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
場
合
、
少
数
意
見
の
立
場
が
州
の
多
数
の
違
憲
判
決
(
こ
れ
は
本
節
で

取
り
扱
っ
た
ケ
l
ス
の
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
す

付

る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
)
を
背
景
と
し
て
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
ジ
ェ
フ
ア

アメリカ合衆国における政教分離の原則

ソ
ン
の
見
解
を
引
用
し
つ
つ
、
分
離
原
則
を
厳
格
に
適
用
す
る
立
場
に
立
つ

て
い
る
の
で
あ
る
勺
フ
ラ
ッ
ク
多
数
意
見
も
同
様
に
分
離
の
壁
原
則
に
立
つ

も
の
で
あ
る
こ
と
は
二
項

mの
最
後
に
触
れ
た
)
。

に
解
す
る
立
場
と
、
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
す
る
警
察
権
能
の
理
論
に
立
つ

」
の
分
離
原
則
を
厳
格

解
釈
の
立
場
と
は
、
こ
の
最
高
裁
判
決
で
後
者
が
か
ろ
う
じ
て
優
位
を
保
つ

と
言
う
形
で
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
第
二
節
に
あ
げ
た
教
科
書

供
給
事
件
で
、
四
対
三
に
よ
っ
て
合
憲
判
決
を
書
い
た
州
最
高
裁
の
ボ
l
デ

ン
事
件
の
多
数
意
見
の
立
場
が
、
翌
年
連
邦
最
高
裁
で
全
員
一
致
に
よ
っ
て

容
認
さ
れ
た
場
合
と
は
は
な
は
だ
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
教
科
書
供
給

と
、
本
件
の
通
学
費
用
の
償
還
と
の
事
案
の
差
を
前
提
に
し
て
考
え
る
こ
と

なが
く必

料豪
金」
あの
ろ

償
う

還
と ま
雪さ
岳 t手

品再
開は
宗州
主が
るノ、
ス
の、、輸

五望
丸行ー
こな
のつ
点 Tこ
は事
ジ案
ヤで
ツは一

ク
ス
ン
反
対
意
見
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
料
金
の
償
還

と
言
う
形
で
は
な
く
、
同
一
条
件
の
パ
ス
で
教
区
校
児
童
の
輸
送
に
あ
た
る
、

と
言
う
、
こ
れ
ま
で
に
扱
っ
て
き
た
州
最
高
裁
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
ケ
l
ス

で
あ
っ
た
ら
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
料
金
の
償
還
と
バ
ス
の
運
営
と
言
う

も
の
の
聞
に
は
、
公
金
に
よ
る
輸
送
と
言
う
本
質
に
お
い
て
差
は
な
い
の
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
が
公
金
の
償
還
と
言
う
名
の
も
と
に
個
々
の
場

合
に
公
金
を
支
出
す
る
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
は
公
金
に
よ
り
共
通

な
パ
ス
を
準
備
し
、
こ
れ
を
運
営
、
提
供
す
る
行
為
な
の
で
あ
り
、
連
邦
最
高

裁
の
反
対
意
見
の
解
釈
も
若
干
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
。
特
に
ジ
ャ
ッ
ク
ス
ン
反
対
意
見
の
前
提
が
、
警
察
権

能
の
理
論
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
、
州
は
本
件
に
お
い
て
パ
ス
輸
送
を
行

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
、
と
す
る
の
は
こ
の
点
を
示
唆
す
る
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え
る
と
、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件

が
カ
ク
ラ
ン
事
件
の
よ
う
に
全
員
一
致
に
よ
る
判
決
と
な
ら
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
一
九
四
七
年
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
態
度
は
、

そ
の
一
七
年
前
(
カ
ク
ラ

γ
事
件
〉
の
場
合
に
比
し
て
、
分
離
の
原
則
を
よ

り
厳
格
に
解
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
、
と
は
た
だ
ち
に
言
え
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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